










（注１）本投資法人の所有地及び株式会社沖縄うみの園からの借地又は転借地であり、土地面積は各土地の不動産登記簿謄本に記載された面積

の合計です。なお、当該借地又は転借地の中には、一筆の土地の一部のみを賃借又は転借しているものもあり、上記土地面積には、本

投資法人が株式会社沖縄うみの園から借地又は転借していない面積が一部含まれています。また、当該転借地が一部分筆されたことに

伴い、上記土地面積は平成24年６月12日付で67,038.05㎡から65,850.05㎡に変更されています。本投資法人の所有地、不動産登記簿謄

本及び株式会社沖縄うみの園との賃貸借契約書等に基づき算出した借地又は転借地の土地面積の合計は57,406.26㎡です。 
（注２）附属建物120.10㎡を含み、株式会社沖縄うみの園から賃借している建物493.50㎡を含みません。 
（注３）本投資法人、ＨＭＪ及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、本合併に伴い、定期建物賃貸借契約を平成24年３月30日付で再締結しまし

た。 
（注４）主な賃料の改定事由は、上半期又は下半期において、当該期間の固定賃料が、当該期間に係る減価償却前営業利益（賃料控除前）を上

回った場合になります。  

  

物件番号 ４ 物件名称 ホテル日航アリビラ 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

取得年月日 平成24年４月１日 ホテル運営支援会社 株式会社ＪＡＬホテルズ 

取得価格 18,900百万円（受入価格） 建物等管理業務受託者 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成34年12月31日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  1,190,267

用途／業態 ホテル／リゾートホテル 固定賃料  603,075

所有形態 土地 所有権／借地権 変動賃料  587,192

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 沖縄県中頭郡読谷村字儀間601番他 (B）不動産運用費用 小計  369,126

  住居表示 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 支払地代・その他賃借料  63,111

  地積 65,850.05㎡（注１） 固定資産税等  47,438

  用途地域 無指定 外注委託費  1,440

  
指定建蔽率

／容積率 
60％／200％ 損害保険料  2,107

建物 構造／階数 ＳＲＣ造／地下１階付10階建 減価償却費  250,586

  建築時期 平成６年４月 固定資産除却損  474

  延床面積 38,024.98㎡（注２） その他費用  3,966

  設計者 佐藤工業株式会社 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  821,140

  施工者 佐藤工業株式会社     

５．特記事項 

本ホテルの敷地の一部の借地権及び転借地権の設定について、所有者の承諾が取得されていません。本ホテルの敷地については、隣地所

有者との間で境界が確認されている一部の土地を除き、隣地との境界の確定がなされていません。本投資法人は、隣地所有者との間に境

界に関する紛争を認識していません。また、本ホテルの敷地には多数の筆が存在し、本ホテルの建設当初よりこれら全ての土地について

境界確定を行うことが現実的ではないことから、全ての土地についての境界確定を行うことを予定していません。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 38,024.98㎡（注２） 

契約期間 平成24年４月１日から平成31年12月31日まで（注３） 

契約賃料 固定賃料 67,008千円／月 

  変動賃料 
後記「（ニ）ホテル事業の概要 ＜参考情報１＞ＨＭＪの定期建物賃貸借契約及びホテル

事業の概要」をご参照下さい。 

敷金・保証金 千円 597,401

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 

本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議

により再契約を行うことができます。 

賃料改定について 
一定の重大な事由（注４）がある場合を除き、賃料の改定は行わないものとし、借地借家法第32条（賃料増減額請

求権）の適用はありません。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）本投資法人、ＨＭＪ及び三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、本合併に伴い、定期建物賃貸借契約を平成24年３月30日付で再締結しまし

た。 
（注２）主な賃料の改定事由は、上半期又は下半期において、当該期間の固定賃料が、当該期間に係る減価償却前営業利益（賃料控除前）を上

回った場合になります。  

  

物件番号 ５ 物件名称 オリエンタルホテル広島 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

取得年月日 平成24年４月１日 ホテル運営支援会社 アビリタス ホスピタリティ株式会社 

取得価格 4,100百万円（受入価格） 建物等管理業務受託者 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成28年３月31日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  336,061

用途／業態 ホテル／シティホテル 固定賃料  256,128

所有形態 土地 所有権 変動賃料  79,933

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 広島県広島市中区田中町６番４外 (B）不動産運用費用 小計  85,933

  住居表示 広島県広島市中区田中町６番10号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 1,792.84㎡ 固定資産税等  35,293

  用途地域 商業地域、防火地域 外注委託費  720

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／800％ 損害保険料  1,032

建物 構造／階数 ＳＲＣ造／地下２階付23階建 減価償却費  46,930

  建築時期 平成５年９月・平成18年９月増築 固定資産除却損 ― 

  延床面積 13,752.22㎡ その他費用  1,957

  設計者 佐藤工業株式会社 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  250,128

  施工者 佐藤工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 13,752.22㎡ 

契約期間 平成24年４月１日から平成31年12月31日まで（注１） 

契約賃料 固定賃料 28,458千円／月 

  変動賃料 
後記「（ニ）ホテル事業の概要 ＜参考情報１＞ＨＭＪの定期建物賃貸借契約及びホテル

事業の概要」をご参照下さい。 

敷金・保証金 千円 137,969

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 

本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 
一定の重大な事由（注２）がある場合を除き、賃料の改定は行わないものとし、借地借家法第32条（賃料増減額請求

権）の適用はありません。 

特記事項 該当事項なし。 
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物件番号 ６ 物件名称 イビス東京新宿 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社（注１） 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 該当事項なし。 

取得年月日 平成18年６月16日 ホテル運営受託者 
エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

（以下「アコー」といいます。） 

取得価格 千円 7,243,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注２） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  336,350

用途／業態 旅館／ビジネスホテル 固定賃料  74,756

所有形態 土地 所有権 変動賃料（注４）  195,106

  建物 所有権 その他収入  66,487

土地 地番 東京都新宿区西新宿七丁目１番３ (B）不動産運用費用 小計  198,955

  住居表示 東京都新宿区西新宿七丁目10番５号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 937.67㎡ 固定資産税等  25,379

  用途地域 商業地域 外注委託費  48,089

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／800％ ／ 600％(注３) 損害保険料  720

建物 構造／階数 ＳＲＣ・ＲＣ・Ｓ造／地下１階付11階建 減価償却費  33,771

  建築時期 昭和55年９月 固定資産除却損  2,129

  延床面積 7,398.19㎡ その他費用  88,865

  設計者 株式会社久米建築事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  137,394

  施工者 佐藤工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．運営委託契約の概要（注１） 

運営委託会社 ジャパン・ホテル・リート投資法人 

運営受託者 アコー 

契約形態 運営委託契約 

運営委託対象面積 5,789.26㎡（注５） 

契約期間 平成24年７月１日から平成36年６月30日まで（12年間） 

運営委託による不動産

運用収入 
ＧＯＰ相当額（注６） 

運営委託報酬 ホテル売上高及びＧＯＰに連動する報酬（注７） 

敷金・保証金 ― 千円 

契約更改運営委託報酬改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
該当事項なし。 

運営委託報酬改定につ

いて 
運営委託報酬改定に関する定めなし。 

特記事項 一定条件（注８）の場合、本投資法人は原則として契約解除できる権利を得ます。 
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（注１）本投資法人は、星インベストメント合同会社との間で締結していた普通賃貸借契約を平成24年６月30日付で合意解約し、アコーとの間

で同年７月１日より適用される運営委託契約を同年６月25日付で締結しました。なお、本物件は信託を通じて保有しているため、信託

受託者と本投資法人間で別途建物賃貸借契約を締結しています。 
（注２）平成25年３月１日より、大星ビル管理株式会社から株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 
（注３）信託不動産に係る容積率は南側道路境界から20ｍまでは800％、南側道路境界から20ｍ超については600％であり、800％の部分と600％

の部分の面積按分による概算として、本書の日付現在の適用容積率は約716.67％となっています。なお、建築確認申請時の適用容積率

は800％でした。 
（注４）変動賃料には運営委託による不動産運用収入を含んでいます。 
（注５）本物件のホテル部分を除く部分のうち、地下１階・１階及び２階の一部（合計1,012.58㎡）については、本書の日付において、店舗と

して３社のテナントに賃貸しています。 
（注６）本投資法人は、当該金額を「運営委託による不動産運用収入」として認識することとなり、賃貸借方式における不動産運用収入たる賃

料に相当するものとなります。当該金額がマイナスになる場合は、当該マイナス分については本投資法人からアコーへ支払われます。 
（注７）アコーより開示の承諾が得られていないため、報酬料率を非開示としていますが、報酬額の算出方法について、従前からの変更はあり

ません。 

（注８）ＧＯＰ実績額が２年連続して目標ＧＯＰ額の85％に到達しなかった場合において、契約に定める一定の条件を充足する場合には、本投

資法人は運営委託契約を解約できる権利を有します。 
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（注）上記面積には、軽量鉄骨造２階建の別棟の倉庫（平成17年６月新築）の床面積（91.20㎡）を含みます。 

  

物件番号 ８ 物件名称 ザ・ビーチタワー沖縄 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社共立メンテナンス 

取得年月日 平成18年６月14日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 7,610,000 建物等管理業務受託者 株式会社共立メンテナンス 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成33年６月末日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  383,256

用途／業態 ホテル／リゾートホテル 固定賃料  383,256

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８番６ (B）不動産運用費用 小計  120,743

  住居表示 なし 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 10,242.00㎡  固定資産税等  29,559

  用途地域 商業地域 外注委託費 ― 

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／400％ 損害保険料  1,364

建物 構造／階数 ＳＲＣ造／24階建 減価償却費  87,638

  建築時期 
平成16年３月・平成17年６月増築・平成18

年５月増築 
固定資産除却損 ― 

  延床面積 20,140.01㎡（注） その他費用  2,181

  設計者 清水建設株式会社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  262,512

  施工者 清水建設株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社共立メンテナンス 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 20,140.01㎡（注） 

契約期間 平成18年６月14日から平成38年６月末日まで（20年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 42,584

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 127,750

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 借地借家法第32条（賃料増減額請求権）の適用はありません。 

特記事項 平成28年６月末日までは、中途解約はできません。 

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 99 -



（注１）附属建物3,110.03㎡を含みます。 
（注２）本投資法人と箱根登山鉄道株式会社間の平成18年11月13日付温泉供給契約が満了した場合は、賃借人が本投資法人に代わって箱根登山

鉄道株式会社に預託した給湯保証金相当額10,000千円について本投資法人を経由して返還を受け次第、賃借人は同額を敷金として預託

することになっています。 

  

物件番号 ９ 物件名称 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社共立メンテナンス 

取得年月日 平成24年４月１日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 4,070百万円（受入価格） 建物等管理業務受託者 株式会社共立メンテナンス 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成33年３月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  221,211

用途／業態 ホテル／リゾートホテル 固定賃料  220,754

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  456

土地 地番 
神奈川県足柄下郡箱根町強羅字強羅1300番34

他 
(B）不動産運用費用 小計  79,844

  住居表示 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 10,478.89㎡ 固定資産税等  17,017

  用途地域 商業地域、準防火地域 外注委託費 ― 

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／300％ 損害保険料  598

建物 構造／階数 ＲＣ造／地下１階付５階建 減価償却費  61,621

  建築時期 平成18年10月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 10,655.03㎡（注１） その他費用  606

  設計者 東急建設株式会社 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  141,367

  施工者 東急建設株式会社     

５．特記事項 

売主から開示された資料によると、本物件の敷地内の一部から基準値を超える自然由来による鉛の存在が確認されています。しかし、本物件

の取得時点で、外部専門家である株式会社プロパティ・リスク・ソリューションに調査を依頼した結果、売主による対策状況等を踏まえ本物

件における健康リスクは無いとの判断を得ています。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社共立メンテナンス 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 10,655.03㎡（注１） 

契約期間 平成18年12月15日から平成38年10月31日（約20年間） 

契約賃料 固定賃料 24,528千円／月 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 9,570千円（注２） 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 契約期間中、賃料改定はできません。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）建築基準法第42条第２項により道路とみなされる部分23.37㎡を含みます。 
（注２）上記面積には附属建物（用途：駐車場、面積：85.30㎡）が含まれています。 

  

物件番号 10 物件名称 ドーミーイン熊本 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社共立メンテナンス 

取得年月日 平成23年４月８日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 2,334,000 建物等管理業務受託者 株式会社共立メンテナンス 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成33年３月末日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  145,845

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  145,845

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 熊本県熊本市辛島町３番37 (B）不動産運用費用 小計  46,311

  住居表示 熊本県熊本市辛島町３番１号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 1,295.85㎡（注１） 固定資産税等  15,304

  用途地域 商業地域 外注委託費 ― 

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／600％ 損害保険料  475

建物 構造／階数 ＳＲＣ造／13階建 減価償却費  29,592

  建築時期 平成20年１月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 7,701.19㎡（注２） その他費用  938

  設計者 株式会社共立エステート 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  99,533

  施工者 清水建設株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社共立メンテナンス 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 7,701.19㎡（注２） 

契約期間 平成23年４月８日から平成35年３月31日まで（12年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 16,205

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 48,615

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 賃料は３年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、株式会社ビルネットから株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 
（注２）固定賃料には、看板設置料（20千円）が含まれています。 

  

物件番号 11 物件名称 ドーミーインなんば 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社共立メンテナンス 

取得年月日 平成18年６月15日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 1,270,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成33年２月末日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  65,790

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  65,610

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  180

土地 地番 
大阪府大阪市浪速区難波中三丁目17番12 他

３筆 
(B）不動産運用費用 小計  21,715

  住居表示 大阪府大阪市浪速区難波中三丁目17番15号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 572.95㎡ 固定資産税等  6,008

  用途地域 商業地域 外注委託費  752

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／600％ 損害保険料  209

建物 構造／階数 ＲＣ造／10階建 減価償却費  13,602

  建築時期 平成11年２月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,291.91㎡  その他費用  1,143

  設計者 今橋地所株式会社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  44,074

  施工者 株式会社藤木工務店     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社共立メンテナンス 

賃貸形態 普通借家契約(株式会社ファミリーマートへの賃貸部分を除く１階の一部及び２階から10階までの各階) 

賃貸面積 3,189.20㎡ 

契約期間 平成11年４月１日から平成26年３月31日まで（15年間） 

契約賃料 固定賃料 6,520千円（注２） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 65,000

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
契約期間満了の１年前までに双方協議のうえ原則として３年間更新することができます。 

賃料改定について 賃料は３年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注）容積率は、①南西方の区道の道路境界より20ｍ以内については500％、②同境界より20ｍ超については400％です。本物件の前面道路幅員

は6.5ｍですが、幅員15ｍ以上の特定道路に近接する場合として容積率が緩和され、適用容積率は443.59％となります。 

  

物件番号 12 物件名称 ドーミーイン水道橋 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社共立メンテナンス 

取得年月日 平成18年６月15日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 1,120,000 建物等管理業務受託者 株式会社共立メンテナンス 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成31年12月28日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  63,000

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  63,000

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 東京都文京区本郷一丁目120番１ (B）不動産運用費用 小計  16,064

  住居表示 東京都文京区本郷一丁目25番27号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 723.86㎡ 固定資産税等  6,317

  用途地域 商業地域、近隣商業地域 外注委託費 ― 

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／500％ ／ 400％（注） 損害保険料  228

建物 構造／階数 ＳＲＣ・ＲＣ造／地下１階付８階建 減価償却費  8,354

  建築時期 昭和61年８月・平成元年９月増築 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,097.25㎡  その他費用  1,163

  設計者 株式会社松田平田坂本設計事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  46,935

  施工者 東鉄工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社共立メンテナンス 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 3,097.25㎡ 

契約期間 平成17年７月１日から平成27年６月末日まで（10年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 7,000

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 21,000

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 借地借家法第32条（賃料増減額請求権）の適用はありません。 

特記事項 該当事項なし。 

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 103 -



（注１）平成24年12月1日より、サンリアルティー株式会社から株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 
（注２）駐車場使用契約は、毎年７月１日から翌年６月30日までの１年契約です。 
（注３）固定賃料には駐車場賃料(50千円)が含まれています。 
（注４）当該敷金には、駐車場の敷金(100千円)も含まれます。 

  

物件番号 13 物件名称 ドーミーイン浅草 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社共立メンテナンス 

取得年月日 平成18年６月16日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 999,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  47,996

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  47,546

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  450

土地 地番 東京都台東区花川戸一丁目４番２ (B）不動産運用費用 小計  15,973

  住居表示 東京都台東区花川戸一丁目３番４号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 287.66㎡ 固定資産税等  4,591

  用途地域 商業地域 外注委託費  1,000

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  133

建物 構造／階数 ＳＲＣ・ＲＣ造／10階建 減価償却費  8,516

  建築時期 平成９年３月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 2,006.51㎡ その他費用  1,731

  設計者 
東西建築サービス株式会社東京支店 

一級建築士事務所 
(C）不動産運用損益＝(A)－(B)  32,023

  施工者 株式会社鴻池組     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社共立メンテナンス 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 2,014.90㎡ 

契約期間 平成９年４月１日から平成29年３月末日まで（20年間）（注２） 

契約賃料 固定賃料 5,332千円（注３） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 49,100千円（注４） 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
契約期間満了の１年前までに双方協議のうえ３年間更新することができます。 

賃料改定について 賃料は３年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）附属建物90.20㎡を含みます。 
（注２）附属建物90.20㎡を含みません。 
（注３）平成24年４月21日以降の月額賃料を21百万円（百万円未満切り捨て）から20百万円（百万円未満切り捨て）とする覚書を、平成24年４

月25日に締結しています。 
（注４）賃借人より千円単位での賃料開示について同意を得られなかったため、百万円未満を切り捨てた数字を記載しています。 

  

物件番号 14 物件名称 博多中洲ワシントンホテルプラザ 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 ワシントンホテル株式会社 

取得年月日 平成24年４月１日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 2,130百万円（受入価格） 建物等管理業務受託者 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円）（注４） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  181,000

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  181,000

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  0

土地 地番 福岡県福岡市博多区中洲二丁目119番１他 (B）不動産運用費用 小計  33,000

  住居表示 福岡県福岡市博多区中洲二丁目８番28号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 1,128.46㎡ 固定資産税等  9,000

  用途地域 商業地域、防火地域 外注委託費  2,000

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／500％ 損害保険料  0

建物 構造／階数 Ｓ造／12階建 減価償却費  18,000

  建築時期 平成７年３月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 5,692.24㎡（注１） その他費用  2,000

  設計者 株式会社総合設計 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  148,000

  施工者 
株式会社熊谷組・株式会社辰村組建設工事共

同企業体 
    

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 ワシントンホテル株式会社 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 5,602.04㎡（注２） 

契約期間 平成７年４月１日から平成27年３月末日（20年間） 

契約賃料 固定賃料 20百万円／月（注３）（注４） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 該当事項なし。 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は上記期間満了後は３年間の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は上記契約期間満了まで改定はできません。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）賃借人より千円単位での賃料開示について同意を得られなかったため、百万円未満を切り捨てた数字を記載しています。 
（注２）上記賃貸借契約は主要なテナントのみについて記載しています。駐車場（20台）使用料240千円を含みますが、賃借人より千円単位での

賃料開示について同意を得られなかったため、百万円未満を切り捨てた数字を記載しています。 

  

物件番号 15 物件名称 奈良ワシントンホテルプラザ 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 ワシントンホテル株式会社 

取得年月日 平成24年４月１日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 2,050百万円（受入価格） 建物等管理業務受託者 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円）（注１） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  115,000

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  112,000

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  3,000

土地 地番 奈良県奈良市下三条町31番１他 (B）不動産運用費用 小計  43,000

  住居表示 奈良県奈良市下三条町31番１号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 2,322.28㎡ 固定資産税等  9,000

  用途地域 
商業地域、防火地域／第一種住居地域、準防

火地域 
外注委託費  2,000

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／400％／60％／200％ 損害保険料  0

建物 構造／階数 Ｓ造／７階建 減価償却費  29,000

  建築時期 平成12年３月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 5,385.82㎡ その他費用  0

  設計者 株式会社アクテム (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  72,000

  施工者 淺沼組・佐藤秀・木内建設共同企業体     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 ワシントンホテル株式会社 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 4,883.79㎡ 

契約期間 平成12年３月27日から平成32年３月26日（20年間） 

契約賃料 固定賃料 11百万円／月（注２） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 百万円 150

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は上記期間満了後は３年間の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、株式会社ビルネットからジョーンズ ラング ラサール株式会社に変更しています。 
（注２）固定賃料には駐車場賃料（65千円）が含まれています。 

  

物件番号 16 物件名称 Ｒ＆Ｂホテル上野広小路 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 ワシントンホテル株式会社 

取得年月日 平成19年３月２日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 1,720,000 建物等管理業務受託者 
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 
（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成29年３月２日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  73,193

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  72,378

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  814

土地 地番 東京都台東区上野一丁目55番2 他5筆 (B）不動産運用費用 小計  21,027

  住居表示 東京都台東区上野一丁目18番8号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 446.29㎡  固定資産税等  8,804

  用途地域 商業地域 外注委託費  940

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／800％ 損害保険料  162

建物 構造／階数 Ｓ造／13階建 減価償却費  9,182

  建築時期 平成14年４月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,060.21㎡ その他費用  1,938

  設計者 安藤建設株式会社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  52,166

  施工者 安藤建設株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 ワシントンホテル株式会社 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 3,060.31㎡ 

契約期間 平成14年４月15日から平成34年４月30日まで（20年間） 

契約賃料 固定賃料 8,107千円（注２） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 44,157

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は３年の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、サンリアルティー株式会社からジョーンズ ラング ラサール株式会社に変更しています。 
（注２）賃借している土地の面積（77.38㎡）を含みます。 

  

物件番号 17 物件名称 Ｒ＆Ｂホテル東日本橋 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 ワシントンホテル株式会社 

取得年月日 平成18年６月16日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 1,534,000 建物等管理業務受託者 
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 

（注１）  

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  91,655

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  91,655

所有形態 土地 所有権、賃借権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 東京都中央区東日本橋二丁目30番11 他５筆 (B）不動産運用費用 小計  26,089

  住居表示 東京都中央区東日本橋二丁目15番６号 支払地代・その他賃借料  4,050

  地積 507.83㎡ （注２） 固定資産税等  6,632

  用途地域 商業地域 外注委託費  1,452

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  230

建物 構造／階数 Ｓ造／10階建 減価償却費  11,762

  建築時期 平成10年３月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,715.26㎡  その他費用  1,961

  設計者 株式会社類設計室 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  65,566

  施工者 株式会社熊谷組     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 ワシントンホテル株式会社 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 3,800.77㎡ 

契約期間 平成10年４月１日から平成30年３月31日まで（20年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 10,183

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 該当事項なし。 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は３年の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社からジョーンズ ラング ラサール株式会社に変更しています。 
（注２）上記面積には、「日本橋問屋街地区」地区計画により、壁面線の指定を受けて建築物の建築や工作物の設置が制限される部分が含まれ

ます。当該部分の面積は最大で約40.53㎡です。 
（注３）上記面積には附属建物（用途：駐車場、面積：42.73㎡）が含まれています。 
（注４）固定賃料には駐車場賃料（933千円）が含まれています。 

  

物件番号 18 物件名称 コンフォートホテル東京東日本橋 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社グリーンズ 

取得年月日 平成23年４月８日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 3,746,000 建物等管理業務受託者 
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 
（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成33年３月末日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  202,586

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  194,182

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  8,404

土地 地番 
東京都中央区日本橋馬喰町一丁目201番４ 

他５筆 
(B）不動産運用費用 小計  50,026

  住居表示 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目10番11号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 823.67㎡（注２） 固定資産税等  20,138

  用途地域 商業地域 外注委託費  1,815

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  439

建物 構造／階数 Ｓ造／11階建 減価償却費  26,186

  建築時期 平成20年１月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 5,765.26㎡（注３） その他費用  1,446

  設計者 清水建設株式会社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  152,559

  施工者 清水建設株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社グリーンズ 

賃貸形態 
定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

（株式会社セブン-イレブン・ジャパンへの賃貸部分を除く１階の一部及び２階から11階までの各階） 

賃貸面積 5,570.68㎡ 

契約期間 平成20年1月30日から平成40年1月29日（20年間） 

契約賃料 固定賃料 21,155千円（注４） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 202,220

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 賃料は５年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、株式会社Ｇｏｏｄ不動産から株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 
（注２）上記面積には附属建物（用途：ポンプ室、面積3.14㎡）の面積が含まれています。 
（注３）賃貸借契約上に記載された面積は坪表示です。メートル法による面積は1坪当り3.30578㎡として換算し、小数点第二位未満を切り捨て

ています。 
（注４）駐車場賃貸借契約は、毎年９月１日より翌年８月31日までの１年契約です。 
（注５）固定賃料には駐車場賃料（50千円）が含まれています。 
（注６）敷金・保証金には駐車場の敷金（300千円）が含まれています。 

  

物件番号 19 物件名称 コンフォートホテル新山口 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社グリーンズ 

取得年月日 平成19年９月27日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 866,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成29年９月末日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  45,397

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  44,945

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  452

土地 地番 山口県山口市小郡下郷字渡り上壱1255番1 (B）不動産運用費用 小計  17,938

  住居表示 なし 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 754.06㎡  固定資産税等  4,836

  用途地域 商業地域 外注委託費  670

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／400％ 損害保険料  167

建物 構造／階数 Ｓ造／８階建 減価償却費  10,870

  建築時期 平成19年８月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,002.15㎡（注２） その他費用  1,394

  設計者 矢作建設工業株式会社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  27,458

  施工者 矢作建設工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社グリーンズ 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 907.20坪（2,999.00㎡)（注３） 

契約期間 平成19年９月1日から平成39年８月31日まで（20年間）（注４） 

契約賃料 固定賃料 5,043千円（注５） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 30,263千円（注６） 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 賃料は３年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注）賃貸面積のうち252.65㎡については、平成17年２月１日からの賃貸です。 

  

物件番号 20 物件名称 パールホテル茅場町 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 ユアサ・フナショク株式会社 

取得年月日 平成18年６月15日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 3,121,000 建物等管理業務受託者 新日本管財株式会社 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月10日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  167,535

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  160,605

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  6,930

土地 地番 東京都中央区新川一丁目３番３ 他５筆 (B）不動産運用費用 小計  50,625

  住居表示 東京都中央区新川一丁目２番５号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 979.61㎡ 固定資産税等  13,274

  用途地域 商業地域 外注委託費  7,650

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  392

建物 構造／階数 ＳＲＣ・ＲＣ造／地下１階付10階建 減価償却費  27,079

  建築時期 昭和56年１月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 7,032.49㎡ その他費用  2,228

  設計者 株式会社大林組 東京本社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  116,909

  施工者 株式会社大林組     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 ユアサ・フナショク株式会社 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 7,134.03㎡ 

契約期間 平成16年６月８日から平成31年６月７日まで（15年間）（注） 

契約賃料 固定賃料 千円 18,595

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 35,521

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は10年の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は２年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年11月15日付で、不動産による保有から信託不動産による保有に変更しています。 
（注２）附属建物100.16㎡を含みます。 
（注３）賃借人より千円単位での賃料開示について同意を得られなかったため、百万円未満を切り捨てた数字を記載しています。 

  

物件番号 21 物件名称 ダイワロイネットホテル秋田 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権（注１） ホテル賃借人 ダイワロイヤル株式会社 

取得年月日 平成24年４月１日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 1,760百万円（受入価格） 建物等管理業務受託者 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円）（注３） 

信託期間 
満了日 

平成34年11月30日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  103,000

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  103,000

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 秋田県秋田市大町二丁目12番他 (B）不動産運用費用 小計  40,000

  住居表示 秋田県秋田市大町二丁目２番41号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 1,540.15㎡ 固定資産税等   6,000

  用途地域 商業地域、準防火地域 外注委託費  3,000

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／500％ 損害保険料  0

建物 構造／階数 Ｓ造／14階建 減価償却費  25,000

  建築時期 平成18年６月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 7,539.52㎡（注２） その他費用  4,000

  設計者 大和ハウス工業株式会社 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  63,000

  施工者 大和ハウス工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

  

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 

賃借人 ダイワロイヤル株式会社 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 7,539.52㎡ 

契約期間 平成18年７月１日から平成38年６月30日（20年間） 

契約賃料 固定賃料 11百万円／月（注３） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 百万円 115

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は満了時と同一条件での自動更新です。 

賃料改定について 賃料は５年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注）平成24年12月1日より、サンリアルティー株式会社からジョーンズ ラング ラサール株式会社に変更しています。 

  

物件番号 22 物件名称 スマイルホテル日本橋三越前（旧鴨川イン日本橋） 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社鴨川グランドホテル 

取得年月日 平成18年６月16日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 2,108,000 建物等管理業務受託者 
ジョーンズ ラング ラサール株式会社

（注）  

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成26年９月24日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  100,800

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  100,800

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 
東京都中央区日本橋本町一丁目７番５ 他11

筆 
(B）不動産運用費用 小計  27,118

  住居表示 東京都中央区日本橋本町一丁目４番14号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 512.58㎡ 固定資産税等  9,442

  用途地域 商業地域 外注委託費  1,574

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  223

建物 構造／階数 ＳＲＣ・ＲＣ造／地下１階付10階建 減価償却費  13,617

  建築時期 平成９年３月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,097.85㎡  その他費用  2,261

  設計者 株式会社長岡設計 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  73,681

  施工者 鹿島建設株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社鴨川グランドホテル 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 3,167.82㎡ 

契約期間 平成９年３月25日から平成29年３月24日まで（20年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 11,200

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 63,000

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は３年の自動更新です。 

賃料改定について 平成24年４月９日以降の賃料は双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、サンリアルティー株式会社から株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 

（注２）上記面積には、附属建物（用途：駐車場、面積：73.03㎡）の面積が含まれています。 

  

物件番号 23 物件名称 ホテルサンルート新潟 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社サンルート 

取得年月日 平成18年６月15日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 2,105,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成32年８月末日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  117,001

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  117,000

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  1

土地 地番 新潟県新潟市中央区東大通一丁目212番 (B）不動産運用費用 小計  40,051

  住居表示 新潟県新潟市中央区東大通一丁目11番25号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 1,402.51㎡ 固定資産税等  8,288

  用途地域 商業地域 外注委託費  1,915

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／600％ 損害保険料  517

建物 構造／階数 Ｓ・ＳＲＣ・ＲＣ造／地下１階付14階建 減価償却費  26,825

  建築時期 平成４年８月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 8,328.84㎡（注２） その他費用  2,505

  設計者 株式会社東京設計社 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  76,949

  施工者 木山構造工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社サンルート 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 8,328.84㎡（注２） 

契約期間 平成16年12月15日から平成29年６月14日まで（12年６ヶ月間） 

契約賃料 固定賃料 千円 13,000

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 150,000

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 借地借家法第32条（賃料増減額請求権）の適用はありません。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、株式会社Ｇｏｏｄ不動産から株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 
（注２）信託不動産（本館）に係る容積率は本来600％ですが、総合設計制度により緩和され、645.9％となっています。 
（注３）本館・別館につき併せて賃料を定めています。 

  

物件番号 24 物件名称 東横イン博多口駅前本館・シングル館 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社東横イン 

取得年月日 平成18年６月15日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 1,652,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成32年12月25日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  105,779

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  105,779

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 

本館：福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目

538番 他３筆 

別館：福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目５

番 

(B）不動産運用費用 小計  26,478

支払地代・その他賃借料 ― 

固定資産税等  7,973

外注委託費  1,030

  住居表示 

本館：福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目

15番５号 

別館：福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目１

番15号 

損害保険料  286

減価償却費  16,043

固定資産除却損 ― 

その他費用  1,145

  地積 本館：565.98㎡、別館：152.37㎡  (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  79,300

  用途地域 商業地域     

  
指定建蔽率

／容積率 

本館：80％、別館：80％／ 

本館：600％（注２）、別館：800％ 
    

建物 構造／階数 
本館：ＳＲＣ造／14階建 

別館：ＳＲＣ造／９階建 
    

  建築時期 本館・別館ともに平成13年９月     

  延床面積 本館：3,566.46㎡、別館：856.68㎡     

  設計者 株式会社東横イン開発     

  施工者 佐藤工業株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社東横イン 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 本館：3,581.66㎡、別館：868.36㎡ 

契約期間 平成13年９月17日から平成43年９月16日まで（30年間） 

契約賃料 固定賃料 11,753千円（注３） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 100,500

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
期間満了後に契約を更新するか否かについては、貸主は期間満了の３ヶ年前までに書面により借主に通知するものと

されています。 

賃料改定について 賃料改定に関する定めなし。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、三菱地所ハウスネット株式会社から阪急阪神ビルマネジメント株式会社に変更しています。 
（注２）毎年1月1日から12月31日までのホテル総売上高に32.5％を乗じた値が月額賃料に12を乗じた値より大きい場合、その差額を賃料として

収受します。 

  

物件番号 25 物件名称 ホテルビスタ蒲田東京（旧ビスタホテル蒲田） 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社サン・ビスタ 

取得年月日 平成18年６月30日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円 1,512,500 建物等管理業務受託者 
阪急阪神ビルマネジメント株式会社（注

１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成25年10月30日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  74,329

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  74,277

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  52

土地 地番 東京都大田区西蒲田八丁目20番３ (B）不動産運用費用 小計  31,800

  住居表示 東京都大田区西蒲田八丁目20番11号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 743.46㎡  固定資産税等  9,424

  用途地域 商業地域 外注委託費  1,200

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／500％ 損害保険料  259

建物 構造／階数 ＳＲＣ・Ｓ造／地下１階付９階建 減価償却費  19,308

  建築時期 平成４年１月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 3,831.80㎡  その他費用  1,608

  設計者 株式会社栄建築設計事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  42,528

  施工者 株式会社熊谷組     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社サン・ビスタ 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 3,831.80㎡ 

契約期間 平成24年７月１日から平成27年６月末日まで（３年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 7,794

  変動賃料 一部該当事項あり（注２）。 

敷金・保証金 千円 46,767

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は３年の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は上記契約期間満了まで改定できません。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）平成24年12月1日より、三菱地所ハウスネット株式会社から阪急阪神ビルマネジメント株式会社に変更しています。 

（注２）株式会社サン・ビスタとの賃貸借契約は、平成24年６月末日の期間満了をもって終了しました。ホテル賃借人の変更に伴い、平成24年

７月１日付で、ホテル名称はホテルアーバイン蒲田アネックスからチサンイン蒲田に変更されています。 

  

物件番号 26 物件名称 チサンイン蒲田（旧ホテルアーバイン蒲田アネックス） 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社

取得年月日 平成18年６月30日 ホテル運営支援会社 株式会社ＳＨＲホテルズ 

取得価格 千円 823,000 建物等管理業務受託者 
阪急阪神ビルマネジメント株式会社（注

１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成25年６月17日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  32,698

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  14,502

所有形態 土地 所有権 変動賃料  18,196

  建物 所有権 その他収入 ― 

土地 地番 東京都大田区蒲田四丁目23番10 他１筆 (B）不動産運用費用 小計  13,667

  住居表示 東京都大田区蒲田四丁目23番13号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 240.35㎡  固定資産税等  3,543

  用途地域 商業地域 外注委託費  862

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  109

建物 構造／階数 ＳＲＣ造／12階建 減価償却費  7,330

  建築時期 平成15年４月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 1,499.87㎡  その他費用  1,820

  設計者 幸建設株式会社 一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  19,031

  施工者 幸建設株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要（注２） 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 

賃貸形態 定期借家契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約） 

賃貸面積 1,499.87㎡ 

契約期間 平成24年７月１日から平成29年６月30日まで（５年間） 

契約賃料 固定賃料 該当事項なし。 

  変動賃料 

各月のＧＯＰに85％を乗じた金額（かかる金額がゼロ円を下回るときはゼロ円）。なお、

ＧＯＰとは、ホテル運営に係る営業収入の合計から、ホテル運営に係る営業費用（売上原

価、人件費、備品費、営業部門に係る費用、一般管理費、販売促進・広告宣伝費、修繕維

持費、水道光熱費、保険料、公租公課、その他ホテル運営管理に関する直接経費）を差し

引いた金額をいいます。  

敷金・保証金 ― 千円 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるため契約の更新はありませんが、当事者間の協議に

より再契約を行うことができます。 

賃料改定について 借地借家法第32条（賃料増減額請求権）の適用はありません。 

特記事項 
賃貸人又は賃借人は、６ヶ月前までの書面による通知をもって本契約を中途解約することができます。但し、解約

日は平成26年７月１日以降であることを要します。 
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（注）第13期において減損処理を行っており、減損後の帳簿価額は589百万円です。詳細は、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第５ 投資法人

の経理状況 １ 財務諸表 （６）注記表 [損益計算書に関する注記]」をご参照下さい。 

  

物件番号 27 物件名称 ホテルビスタ橋本 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社ビスタホテルマネジメント 

取得年月日 平成19年８月１日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 千円（注） 1,510,000 建物等管理業務受託者 株式会社ビルネット 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成26年12月17日 運用期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  63,385

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル 固定賃料  63,000

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  385

土地 地番 
神奈川県相模原市緑区橋本六丁目221番1 他

2筆 
(B）不動産運用費用 小計  17,917

  住居表示 神奈川県相模原市緑区橋本六丁目4番12号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 623.79㎡ 固定資産税等  4,409

  用途地域 商業地域 外注委託費  900

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／400％ 損害保険料  159

建物 構造／階数 ＳＲＣ造／地下2階付10階建 減価償却費  11,088

  建築時期 昭和61年12月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 2,514.59㎡  その他費用  1,359

  設計者 株式会社和建設計 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  45,468

  施工者 石川建築株式会社     

５．特記事項 

該当事項なし。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社ビスタホテルマネジメント 

賃貸形態 普通借家契約 

賃貸面積 2,514.59㎡ 

契約期間 平成19年８月1日から平成25年７月末日まで（６年間） 

契約賃料 固定賃料 千円 7,000

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 千円 35,000

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新につ

いて 
本契約は、上記期間満了後は３年の自動更新です。 

賃料改定について 賃料は３年ごとに双方協議のうえ改定することができます。 

特記事項 該当事項なし。 
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（注１）ホテル京阪ユニバーサル・シティの建物は、ホテル２棟（本建物及びホテル近鉄ユニバーサル・シティ）、業務施設（ユニバーサル・

シティ和幸ビル）、商業施設及び冷却施設等から構成される「ユニバーサル・シティウォーク大阪」を一棟の建物（延床面積：

94,077.67㎡）とする区分所有建物であり、共用部分の共有持分割合及び議決権割合は72,946分の16,159（約22.15％）です。 
（注２）ホテル京阪ユニバーサル・シティの土地は、他の権利者と共有する土地（8,785.43㎡）と大阪市から他の権利者と準共有する借地

（8,788.67㎡）で構成されており、当該敷地面積は、共有の土地のうち本投資法人の共有持分1,674.76㎡（共有持分割合は約

19.06％）、並びに大阪市からの借地のうち本投資法人の借地権の準共有持分1,675.38㎡（準共有持分割合は約19.06％）の合計を記載

しています。 
（注３）延床面積はホテル京阪新築工事竣工図に基づく延床面積を記載しています。 
（注４）賃借人より同意を得られなかったため、非開示としています。 

  

物件番号 29 物件名称 ホテル京阪ユニバーサル・シティ 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社ホテル京阪 

取得年月日 平成24年９月19日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 百万円 6,000 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成33年６月末日 運用期間 
自 平成24年９月19日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  161,148

用途／業態 ホテル／リゾートホテル 固定賃料 （注４） 

所有形態 土地 所有権（共有）及び借地権（準共有） 変動賃料 （注４） 

  建物 区分所有権（注１） その他収入 （注４） 

土地 地番 大阪市此花区島屋六丁目429番外 (B）不動産運用費用 小計  35,886

  住居表示 大阪市此花区島屋六丁目２番78号 支払地代・その他賃借料  5,969

  地積 3,350.14㎡（注２） 固定資産税等 ― 

  用途地域 商業地域、準防火地域 外注委託費  1,363

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／600％ 損害保険料  641

建物 構造／階数 Ｓ・ＳＲＣ造／21階建 減価償却費  26,824

  建築時期 平成13年６月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 17,252.71㎡（専有部分）（注３） その他費用  1,086

  設計者 株式会社日建設計・前田建設工業株式会社 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  125,261

  施工者 前田建設工業株式会社     

５．特記事項 

本土地及び本建物の譲渡に際しては、事業主間の協定に基づく他の事業主の承諾の取得、事業主と大阪市との間の基本協定に基づく大阪

市との協議のうえの承認の取得、事業主と大阪市との借地契約に基づく賃貸人である大阪市の事前の書面による承諾の取得、及び、附属

規程に基づく管理者への事前の書面による届出が必要です。 
また、本物件に係る信託の受益権の第三者への譲渡に際しては、大阪市から事前の書面による承諾の取得、及び、他の事業主のうちの特

定の事業主から事前の書面による承諾の取得等が必要です。 
なお、本投資法人は、借地権の準共有者として、借地権設定契約に基づく債務履行に関して、その準共有持分割合に応じた連帯債務を負

っており、特に、借地契約期間満了時に、その持分比率に従って借地を更地としての時価で購入する義務を負っています。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社ホテル京阪 

賃貸形態 一棟貨し（普通借家契約） 

賃貸面積 16,212.40㎡ 

契約期間 平成13年７月１日から平成33年６月末日までの20年間 

契約賃料 固定賃料 非開示 （注４） 

  変動賃料 該当事項なし。 

敷金・保証金 非開示 (注４) 

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新に 
ついて 

非開示 (注４) 

賃料改定について 非開示 (注４) 

特記事項 該当事項なし。 
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(注１)平成24年11月1日より、株式会社ザイマックスキューブから株式会社ベスト・プロパティに変更しています。 
(注２)賃借人より開示の許諾が得られないため、売上歩合賃料の内容については記載していません。 

  

物件番号 30 物件名称 ホテルサンルート新橋 

１．特定資産の概要 ３．ホテル運営の関係会社 

特定資産の種類 不動産信託受益権 ホテル賃借人 株式会社サンルート 

取得年月日 平成24年９月19日 ホテル運営支援会社 該当事項なし。 

取得価格 百万円 4,800 建物等管理業務受託者 株式会社ベスト・プロパティ（注１） 

信託受益

権の概要 
  

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社 ４．収支状況（千円） 

信託期間 
満了日 

平成34年７月31日 運用期間 
自 平成24年９月19日 
至 平成24年12月31日 

２．不動産（若しくは信託不動産）の概要 (A）不動産運用収益 小計  87,681

用途／業態 ホテル／ビジネスホテル・店舗 固定賃料  79,975

所有形態 土地 所有権 変動賃料 ― 

  建物 所有権 その他収入  7,705

土地 地番 東京都港区新橋四丁目34番１外 (B）不動産運用費用 小計  15,938

  住居表示 東京都港区新橋四丁目10番２号 支払地代・その他賃借料 ― 

  地積 761.01㎡ 固定資産税等 ― 

  用途地域 商業地域、防火地域 外注委託費  1,701

  
指定建蔽率

／容積率 
80％／700％ 損害保険料  110

建物 構造／階数 Ｓ・ＳＲＣ造／16階建 減価償却費  7,024

  建築時期 平成20年３月 固定資産除却損 ― 

  延床面積 5,476.39㎡ その他費用  7,101

  設計者 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 (C）不動産運用損益＝(A)－(B)  71,742

  施工者 鹿島建設株式会社     

５．特記事項 

西側道路は、都市計画道路（新橋駅付近街路第２号線）に指定されており、土地の西側一部が都市計画道路予定地となっています。将

来、都市計画道路事業が事業決定され、かかる予定地が買収された場合、本件建物の予定地に存する部分を撤去する必要が生じ、取得予

定資産の建物は既存不適格の状態になる可能性があります。 

６．賃貸借契約の概要 

賃貸人 三井住友信託銀行株式会社 

賃借人 株式会社サンルート 

賃貸形態 定期借家契約 

賃貸面積 4,687.69㎡ 

契約期間 平成20年４月１日から平成35年３月末日までの15年間 

契約賃料 固定賃料 18,632千円／月 

  変動賃料 上記固定賃料とは別に、売上歩合賃料が発生します（注２）。 

敷金・保証金 千円 18,632

契約更改賃料改定等の特記事項 

期間満了時の更新に 
ついて 

本契約は、借地借家法題38条１項に定める定期建物賃貸借契約であり、契約の更新はなく、契約満了により、本契約

は終了します。但し、ホテル賃貸人及びホテル賃借人の協議が本契約の期間満了までに合意できた場合に限り、賃貸

借終了日の翌日を始期とする再契約を締結することができます。 

賃料改定について 規定なし。 

特記事項 該当事項なし。 
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a.業態分散 

 当期末保有資産の業態毎の年間賃料総額、取得価格の合計及び投資比率は、以下のとおりです。 

   

b.地域分散 

 当期末保有資産の所在する地域毎の年間賃料総額、取得価格の合計及び投資比率は、以下のとおりです。 

    

c.グレード分散 

 当期末保有資産のグレード毎の年間賃料総額、取得価格の合計及び投資比率は、以下のとおりです。 

  

d.築年数分散 

 当期末保有資産の築年数毎の年間賃料総額、取得価格の合計及び投資比率は、以下のとおりです。築年数

は、登記簿又は登記記録において新築年月として記載されている年月から平成24年12月末日までの期間によっ

ています。 

  

（ハ）ポートフォリオの分散状況

業態 
年間賃料総額（注１） 

（百万円）  
取得価格（注２） 

（百万円） 
投資比率（注３） 

（％） 

ビジネスホテル  3,955   59,403   45.4

リゾートホテル  2,652   36,580  27.9

シティホテル  2,838   34,900  26.7

合 計  9,446   130,883  100.0

地域（注４） 
年間賃料総額（注１） 

（百万円）  
取得価格（注２） 

（百万円） 
投資比率（注３） 

（％） 

関西  2,804   35,220  26.9

東京  1,767   28,726  21.9

沖縄  1,829   26,510  20.3

関東（東京を除く）  1,693   25,480  19.5

その他  1,350   14,947  11.4

合 計  9,446  130,883  100.0

グレード 
年間賃料総額（注１） 

（百万円） 
取得価格（注２） 

（百万円） 
投資比率（注３） 

（％） 

ラグジュアリー  1,318   18,900  14.4

アッパーミドル  1,522   15,000  11.5

ミッドプライス  4,968   73,242  56.0

エコノミー  1,636   23,741  18.1

合 計  9,446  130,883  100.0

築年数 
年間賃料総額（注１） 

（百万円） 
取得価格（注２） 

（百万円） 
投資比率（注３） 

（％） 

５年以内  751   10,880  8.3

５年超10年以内  1,040   15,129  11.6

10年超20年以内  6,658   88,263  67.4

20年超  996   16,611  12.7

合 計  9,446  130,883  100.0

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 121 -



e.契約残存期間分散 

 当期末保有資産の契約残存期間毎の年間賃料総額及び当期末保有資産全体の年間賃料総額に占める該当物件

の年間賃料総額の比率は、以下のとおりです。なお、契約残存期間は、平成24年12月末日から賃貸借期間満了

日までの期間を指します。 

  

（注１）「年間賃料総額」には、当期末保有資産の月額賃料収入等（建物本体の賃料のほか、看板や駐車場の使用料を含んだ金額。な

お、当期中における賃料の変更は考慮していません。）に12を乗じた金額を記載しています。但し、ＨＭＪ５ホテルについて

は、平成24年1月１日から平成24年12月31日までのＧＯＰ実績値に基づき算出される変動賃料と、当期末における月額固定賃

料に12を乗じた金額の合計額を、イビス東京新宿については、ホテル部分における平成24年7月１日から平成24年12月31日ま

での６ヶ月間に実際に発生した運営委託収入の総額に２を乗じた額と、当期末における店舗テナント部分における各テナント

の月額賃料収入等に12を乗じた額の合計額を、また、チサンイン蒲田については、平成24年７月１日から平成24年12月31日ま

での６ヶ月間に実際に発生した変動賃料の総額に２を乗じた金額を記載しています。なお、ＨＭＪ５ホテルの変動賃料の詳細

は、後記「（ニ）ホテル事業の概要 ＜参考情報１＞ ＨＭＪの定期建物賃貸借契約及びホテル事業の概要」をご参照下さ

い。 

（注２）「取得価格」には、信託受益権売買契約又は不動産売買契約に記載された売買代金（消費税及び地方消費税相当額並びに媒介

手数料等の取得に要した費用を含みません。）を、合併により受け入れた物件については受入価格をそれぞれ記載していま

す。 

（注３）「投資比率」には、全ての当期末保有資産の取得価格の総額に対する各タイプの当期末保有資産の取得価格の合計額の割合を

記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。 

（注４）「関西」とは、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいいます。「関東（東京を除く）」とは、神奈川

県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県及び山梨県をいいます。また、「東京」は東京都、「沖縄」は沖縄県をいいま

す。 

  

契約残存期間 
年間賃料総額（注１） 

（百万円） 
年間賃料総額比率 

（％） 

５年未満   993  10.5

５年超10年以内   6,355  67.3

10年超20年以内   2,097   22.2

20年超 ―  ― 

合 計   9,446  100.0
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＜参考情報１＞ ＨＭＪの定期建物賃貸借契約及びホテル事業の概要 

① 定期建物賃貸借契約 

ＨＭＪ５ホテル（神戸メリケンパークオリエンタルホテル、オリエンタルホテル東京ベイ、なんばオリエン

タルホテル、ホテル日航アリビラ及びオリエンタルホテル広島）の賃料体系は下記のとおりです。 

  

（１）契約期間 

平成24年４月１日から平成31年12月31日までの７年９ヶ月間 

  

（２）営業期間 

毎年１月１日から12月末日までの期間になります。 

但し、賃貸借契約における初年度は、平成24年４月１日から同年12月31日までの９ヶ月となり、本営業期間

を特例営業期間として設定しています。 

  

（３）賃料 

（ａ）固定賃料 

年間3,221百万円 

（注）但し、特例営業期間に係る固定賃料は、2,416百万円となります。  

固定賃料のホテル毎の内訳は下記の表をご参照下さい。 

  

（ｂ）変動賃料 

 ＨＭＪ５ホテル合計のＧＯＰが、ＧＯＰ基準額（年間3,351百万円と設定）を超えた場合に、その超

えた額に、81.5％を乗じた金額。 

（注）但し、特例営業期間のＧＯＰ基準額は年間2,513百万円となります。 

  

（ｃ）各ホテルに係る個別の変動賃料 

 上記（ｂ）に記載のとおり、変動賃料は、ＨＭＪ５ホテルにおける合計ＧＯＰ額を基に算出します

が、各ホテルからの変動賃料の支払い等を目的として、各ホテルの個別ＧＯＰ基準額を設定していま

す。当該ＧＯＰ基準額の内訳は下記の表をご参照下さい。 

  

（４）敷金 

2,011百万円 

  

（５）賃料支払条件 

ＨＭＪは、賃貸人であるＨＭＪ５ホテルの信託受託者に対し、固定賃料については月額固定賃料額を、毎月

末日までに翌月分として支払い、変動賃料については、以下のとおり支払います。 

  

（ａ）第１、２、３四半期の最終月の３ヶ月後の月の15営業日まで：仮払変動賃料 

 未監査の四半期決算上の金額に基づき、営業期間が当該四半期であったと仮定した場合の変動

賃料額（以下「仮払変動賃料」といいます。）を算出し支払います。 

  

（ニ）ホテル事業の概要

ホテル名 
年間 

固定賃料内訳 
年間 

ＧＯＰ基準額 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 千円 645,900 千円 599,900

オリエンタルホテル東京ベイ 千円 631,600 千円 693,200

なんばオリエンタルホテル 千円 797,900 千円 832,200

ホテル日航アリビラ 千円 804,100 千円 995,700

オリエンタルホテル広島 千円 341,504 千円 230,000

合計 千円 3,221,004 千円 3,351,000
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（ｂ）営業期間の最終月の３ヶ月後の月の11営業日まで：最終変動賃料 

 ＨＭＪは、当該営業期間に係る監査済みの確定決算に基づき変動賃料を算出し、当該算出金額

から、上記に基づき支払った仮払変動賃料との差額を支払います。 

  

② ホテル事業の概要（注１） 

ＨＭＪ５ホテルのホテル事業の平成24年４月１日から平成24年12月31日までの主要指標は以下のとおりで

す。（注２） 

（注１）客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。売上高

及びＧＯＰについては、百万円未満を四捨五入して表示しています。また、売上比率については、各部門の売上高の総売上高に対

する比率を小数点第二位以下を四捨五入して表示しています。以下同じです。 

（注２）平成24年４月１日から平成24年12月31日までを運営期間とするホテル事業関連数値を、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づ

いて記載しています。 

（注３）ＡＤＲ：平均客室販売単価（Average Daily Rate）をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計（サービス料を除きます。）を同期間

の販売客室数合計で除した値をいいます。以下同じです。 

（注４）RevPAR：販売可能客室数当たり宿泊部門売上（Revenue Per Available Room）をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計（サービス

料を除きます。）を同期間の販売可能客室数合計で除したものをいい、ＡＤＲと客室稼働率の積にて計算される数値と同値となり

ます。以下同じです。 

  

  
  

神戸メリケンパ
ークオリエンタ
ルホテル 

オリエンタルホ
テル東京ベイ 

なんばオリエン
タルホテル 

ホテル日航アリ
ビラ 

オリエンタルホ
テル広島 合計／平均

 
売上 
比率   売上

比率  
売上
比率  

売上
比率   売上 

比率  
売上
比率 

宿泊部門 

指標 

（％,円） 

客室稼働率 83.0％  － 93.6% － 89.7% － 74.0% － 74.6%  － 83.9% －

ＡＤＲ（注３） 14,805  － 18,151 － 10,231 － 27,378 －  8,347  － 16,982 －

RevPAR（注４） 12,291  － 16,981 － 9,183 － 20,264 －  6,230  － 14,254 －

財務指標 
（百万円） 

総売上高 4,241 % 100.0 5,148 %100.0 1,422 %100.0 4,097 %100.0  1,650 % 100.0 16,559 %100.0

宿泊部門 1,188 28.0% 2,586 50.2% 714 50.2% 2,435 59.4%  428 25.9% 7,351 44.4%

料飲部門 2,758 65.0% 2,194 42.6% 118 8.3% 1,309 31.9%  1,163 70.5% 7,541 45.5%

物販部門 97 2.3% － － － － 276 6.7%  －  － 373 2.3%

テナント部門 47 1.1% 208 4.0% 553 38.9% － －  18 1.1% 826 5.0%

その他部門 152 3.6% 159 3.1% 37 2.6% 78 1.9%  42 2.5% 468 2.8%

ＧＯＰ 972 22.9% 1,236 24.0% 770 54.1% 1,467 35.8%  271 16.4% 4,715 28.5%
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③ 月次のホテル事業の概要 

ＨＭＪ５ホテルのホテル事業の平成22年１月１日から平成24年12月31日までの月次の主要指標は以下のとお

りです。 

ＨＭＪ５ホテル合計 

  

（注１） 月次の主要指標は、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している数値

は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。 

  

   １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

客室稼働率 

平成22年 % 66.1 % 76.2 % 80.8 % 80.1 % 79.3 % 78.6

平成23年 % 74.6 % 75.8 % 61.3 % 52.6 % 69.2 % 72.0

平成24年 % 72.3 % 79.4 % 85.3 % 79.5 % 77.5 % 79.3

ＡＤＲ（円） 

平成22年  12,971  11,870  15,846  13,518  16,494  13,104

平成23年  12,912  12,213  14,091  14,006  14,926  12,328

平成24年  12,907  11,693  16,093  14,920  15,875  13,511

RevPAR（円） 

平成22年  8,572  9,044  12,797  10,827  13,082  10,307

平成23年  9,632  9,258  8,642  7,368  10,322  8,876

平成24年  9,337  9,289  13,730  11,866  12,300  10,718

売上高（百万円） 

平成22年  1,396  1,462  1,843  1,655  1,961  1,572

平成23年  1,466  1,390  1,341  1,296  1,640  1,387

平成24年  1,402  1,416  1,935  1,677  1,655  1,594

  ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

客室稼働率 

平成22年 % 81.9 % 91.5 % 87.9 % 86.1 % 79.6 % 76.2

平成23年 % 82.3 % 90.4 % 87.3 % 88.0 % 86.3 % 80.7

平成24年 % 83.1 93.2% 87.0% 88.7% 86.5% 80.5% 

ＡＤＲ（円） 

平成22年  19,105  25,288  15,745  15,203  13,833  16,063

平成23年  18,983  25,157  16,284  15,240  13,705  16,731

平成24年  19,236  25,365  15,725  14,982  14,723  17,174

RevPAR（円） 

平成22年  15,641  23,148  13,846  13,089  11,018  12,242

平成23年  15,631  22,748  14,223  13,404  11,825  13,498

平成24年  15,982  23,628  13,682  13,291  12,740  13,822

売上高（百万円） 

平成22年  1,910  2,382  1,755  1,986  1,727  1,749

平成23年  1,940  2,282  1,727  1,974  1,904  1,876

平成24年  1,966  2,367  1,707  1,854  1,864  1,874
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神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

  

（注１） 月次の主要指標は、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している数値

は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。 

  

   １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

客室稼働率 

平成22年 % 70.7 % 71.6 % 78.6 % 78.5 % 75.7 % 80.3

平成23年 % 66.5 % 61.4 % 74.7 % 61.4 % 83.3 % 76.0

平成24年 % 61.7 % 68.8 % 82.3 % 76.1 % 79.9 % 78.4

ＡＤＲ（円） 

平成22年  12,485  11,480  12,853  11,964  15,248  12,156

平成23年  12,050  12,149  13,876  14,140  14,722  12,390

平成24年  13,055  11,582  13,142  13,529  14,771  12,695

RevPAR（円） 

平成22年  8,821  8,216  10,105  9,387  11,537  9,767

平成23年  8,019  7,456  10,364  8,676  12,263  9,420

平成24年  8,049  7,968  10,812  10,302  11,799  9,956

売上高（百万円） 

平成22年  406  429  476  447  608  434

平成23年  372  358  445  439  531  401

平成24年  359  357  508  448  459  413

  ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

客室稼働率 

平成22年 % 80.4 % 91.7 % 86.7 % 88.3 % 82.8 % 89.6

平成23年 % 74.0 % 87.6 % 83.0 % 83.3 % 82.9 % 81.9

平成24年 % 78.1 94.3% 86.2% 85.2% 84.1% 84.6% 

ＡＤＲ（円） 

平成22年  13,273  16,344  12,966  13,891  13,084  15,787

平成23年  14,860  18,026  14,827  15,290  13,841  17,598

平成24年  13,645  16,909  13,916  14,523  14,555  17,964

RevPAR（円） 

平成22年  10,669  14,986  11,240  12,261  10,835  14,140

平成23年  10,997  15,795  12,303  12,740  11,473  14,407

平成24年  10,659  15,946  11,991  12,378  12,234  15,199

売上高（百万円） 

平成22年  434  493  448  608  511  518

平成23年  468  490  456  555  532  507

平成24年  439  481  440  498  538  526
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オリエンタルホテル東京ベイ 

  

（注１） 月次の主要指標は、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している数値

は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。 

  

   １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

客室稼働率 

平成22年 % 76.4 % 85.4 % 91.7 % 82.5 % 89.4 % 91.1

平成23年 % 87.5 % 91.1 % 44.4 % 17.9 % 53.5 % 68.1

平成24年 % 90.2 % 97.4 % 98.8 % 83.7 % 91.3 % 93.2

ＡＤＲ（円） 

平成22年  13,368  11,895  19,625  14,706  17,685  13,791

平成23年  14,091  12,845  14,156  12,410  13,643  11,529

平成24年  13,416  12,374  20,142  17,288  17,433  14,071

RevPAR（円） 

平成22年  10,208  10,160  18,003  12,135  15,805  12,558

平成23年  12,330  11,706  6,291  2,217  7,301  7,855

平成24年  12,106  12,051  19,906  14,463  15,922  13,109

売上高（百万円） 

平成22年  474  442  610  486  605  513

平成23年  510  462  262  211  393  382

平成24年  488  458  669  509  565  532

  ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

客室稼働率 

平成22年 % 88.6 % 96.2 % 97.9 % 97.6 % 94.8 % 90.1

平成23年 % 85.8 % 99.6 % 98.7 % 99.1 % 99.2 % 99.1

平成24年 % 87.6 98.9% 97.9% 96.2% 97.1% 96.0% 

ＡＤＲ（円） 

平成22年  15,439  22,103  15,114  18,124  16,369  18,878

平成23年  14,337  22,130  16,379  17,732  15,505  19,097

平成24年  15,932  24,549  15,971  18,322  18,496  20,467

RevPAR（円） 

平成22年  13,678  21,262  14,798  17,690  15,521  17,008

平成23年  12,294  22,046  16,174  17,576  15,388  18,922

平成24年  13,958  24,286  15,631  17,625  17,964  19,649

売上高（百万円） 

平成22年  501  618  513  649  612  585

平成23年  456  599  516  657  643  657

平成24年  503  667  509  600  614  649
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なんばオリエンタルホテル 

  

（注１） 月次の主要指標は、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している数値

は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。 

  

   １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

客室稼働率 

平成22年 % 75.5 % 76.6 % 83.4 % 85.8 % 80.3 % 78.3

平成23年 % 78.2 % 79.4 % 86.1 % 89.8 % 89.0 % 93.5

平成24年 % 79.5 % 75.4 % 88.3 % 92.0 % 84.7 % 82.5

ＡＤＲ（円） 

平成22年  9,025  8,835  9,812  9,520  10,333  8,953

平成23年  9,496  9,487  10,751  10,580  10,340  10,170

平成24年  9,429  8,929  9,861  10,276  10,036  8,995

RevPAR（円） 

平成22年  6,813  6,769  8,179  8,164  8,294  7,011

平成23年  7,431  7,530  9,257  9,503  9,198  9,513

平成24年  7,499  6,732  8,705  9,449  8,500  7,424

売上高（百万円） 

平成22年  141  136  181  151  159  146

平成23年  151  140  162  161  164  163

平成24年  142  141  154  157  152  140

  ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

客室稼働率 

平成22年 % 79.6 % 88.0 % 82.9 % 79.5 % 85.5 % 84.0

平成23年 % 98.4 % 92.9 % 83.3 % 83.4 % 86.1 % 86.8

平成24年 % 86.5 96.5% 89.0% 94.0% 93.1% 89.3% 

ＡＤＲ（円） 

平成22年  9,893  10,145  9,460  9,902  9,896  10,090

平成23年  11,053  10,419  9,677  10,124  9,741  10,778

平成24年  9,875  11,368  9,634  9,713  10,806  11,138

RevPAR（円） 

平成22年  7,874  8,923  7,841  7,871  8,464  8,473

平成23年  10,878  9,683  8,056  8,447  8,389  9,358

平成24年  8,545  10,974  8,578  9,130  10,056  9,947

売上高（百万円） 

平成22年  155  175  150  154  156  166

平成23年  179  171  142  152  148  176

平成24年  153  177  151  159  163  170
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ホテル日航アリビラ 

  

（注１） 月次の主要指標は、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している数値

は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。 

  

  １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

客室稼働率 

平成22年 % 47.1 % 74.7 % 71.3 % 80.7 % 74.2 % 70.7

平成23年 % 72.2 % 74.1 % 56.2 % 65.2 % 67.1 % 66.5

平成24年 % 60.2 % 76.8 % 77.7 % 74.3 % 57.2 % 66.8

ＡＤＲ（円） 

平成22年  20,106  15,825  21,139  18,539  23,681  18,342

平成23年  16,253  14,881  20,862  20,045  23,781  17,714

平成24年  17,858  14,251  20,698  20,061  24,846  20,292

RevPAR（円） 

平成22年  9,465  11,829  15,073  14,955  17,580  12,975

平成23年  11,729  11,034  11,731  13,070  15,949  11,781

平成24年  10,745  10,942  16,073  14,901  14,222  13,545

売上高（百万円） 

平成22年  244  291  382  384  418  316

平成23年  317  276  302  332  380  303

平成24年  283  292  416  376  335  339

  ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

客室稼働率 

平成22年 % 80.3 % 91.6 % 89.8 % 80.9 % 57.1 % 48.7

平成23年 % 85.3 % 88.0 % 85.2 % 86.7 % 76.6 % 54.9

平成24年 % 86.1 85.2% 81.6% 86.2% 75.0% 53.9% 

ＡＤＲ（円） 

平成22年  40,205  54,398  25,657  18,594  16,864  22,116

平成23年  38,190  53,155  25,615  18,253  16,694  23,055

平成24年  38,954  54,220  24,982  17,670  15,574  22,336

RevPAR（円） 

平成22年  32,295  49,838  23,048  15,042  9,627  10,772

平成23年  32,587  46,803  21,816  15,834  12,781  12,666

平成24年  33,543  46,177  20,375  15,233  11,679  12,034

売上高（百万円） 

平成22年  644  943  485  387  271  276

平成23年  678  899  465  420  376  325

平成24年  686  877  430  413  330  312
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オリエンタルホテル広島 

  

（注１） 月次の主要指標は、ホテル賃借人から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している数値

は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。 

  

   １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

客室稼働率 

平成22年 % 59.3 % 64.2 % 73.0 % 69.6 % 70.0 % 63.0

平成23年 % 57.5 % 61.0 % 60.8 % 53.0 % 65.1 % 60.1

平成24年 % 60.8 % 63.8 % 69.6 % 70.2 % 70.5 % 68.3

ＡＤＲ（円） 

平成22年  8,455  8,475  8,627  8,295  9,726  8,194

平成23年  8,297  8,577  8,783  8,597  8,802  7,626

平成24年  7,627  7,886  8,248  8,189  8,400  7,748

RevPAR（円） 

平成22年  5,014  5,439  6,296  5,776  6,809  5,163

平成23年  4,768  5,235  5,337  4,560  5,727  4,581

平成24年  4,640  5,035  5,744  5,752  5,924  5,288

売上高（百万円） 

平成22年  131  163  193  188  170  164

平成23年  116  153  170  154  172  139

平成24年  129  169  188  186  145  171

  ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

客室稼働率 

平成22年 % 74.3 % 85.0 % 70.0 % 74.1 % 74.3 % 65.9

平成23年 % 63.1 % 75.3 % 76.6 % 77.0 % 79.4 % 76.2

平成24年 % 70.8 88.8% 71.3% 75.4% 79.3% 76.7% 

ＡＤＲ（円） 

平成22年  9,023  9,812  8,777  8,873  8,920  8,894

平成23年  8,461  9,170  8,264  8,406  8,367  8,327

平成24年  8,089  8,954  8,187  8,343  8,534  8,448

RevPAR（円） 

平成22年  6,708  8,335  6,148  6,577  6,631  5,865

平成23年  5,340  6,904  6,334  6,468  6,647  6,342

平成24年  5,730  7,953  5,840  6,292  6,767  6,478

売上高（百万円） 

平成22年  176  153  159  188  178  204

平成23年  159  123  148  190  204  210

平成24年  185  164  176  185  219  218
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＜参考情報２＞ イビス東京新宿のホテル事業の概要 

  

平成23年11月にホテル運営受託者をエイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社とするリブランディングを

実施するとともに、平成24年７月よりＪ－ＲＥＩＴで初となる運営委託方式（注）による資産運用を開始しま

した。 

イビス東京新宿のホテル事業の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの月次の主要指標は以下のとお

りです。 

  

（注）運営委託方式について 

運営委託方式とは、所有するホテル不動産に関して、そのホテル運営を運営受託者に委託して、その事業結果を不動産運用

収入として本投資法人に取込むものです。 

具体的には、ホテル不動産の所有者である本投資法人が、運営受託者との間で運営委託契約を締結し、ホテル事業の運営に

必要な業務を運営受託者に委託します。本投資法人では、運営受託者のホテル事業（運営）から生じるホテル収益の成果を受

け取ると同時に、運営受託者に対して運営委託報酬を支払います。このホテル収益の成果を「運営委託による不動産運用収

入」として認識することとなり、賃貸借方式における不動産運用収入たる賃料に相当するものとなります。 

運営委託方式は、ホテルの運営による収益が、全て本投資法人の不動産運用収入に反映されるため、ホテル収益の上昇局面

においては、その収益向上の成果を直接かつ即座に、本投資法人に取込むことが可能となります。一方、ホテル収益の下降局

面においては、その収益が大幅に減少する可能性があり、「運営委託による不動産運用収入」がマイナスになるリスクもあり

ます。そのため本投資法人の最終損益にも重要な影響を及ぼす可能性があります。このように、ホテル収益のアップ・サイド

及びダウン・サイドが本投資法人の不動産運用収入に直接反映されることになります。 

  

イビス東京新宿 

  
（注１） 月次の主要指標は、ホテル運営受託者から提供を受けた数値に基づいて記載しています。なお、本投資法人が毎月開示している

数値は速報値であり、本数字と相違している場合があります。 

（注２） 客室稼働率については小数点第二位以下を、ＡＤＲ、RevPARについては小数点第一位以下を四捨五入して表示しています。 

売上高については、百万円未満を四捨五入して表示しています。  

  

  平成24年１月 平成24年２月 平成24年３月 平成24年４月 平成24年５月 平成24年６月 

客室稼働率 % 75.4 % 84.9 % 89.6 % 89.1 % 90.1 % 91.4

ＡＤＲ（円）  8,408  9,645  8,976  9,226  8,557  8,315

RevPAR（円）  6,342  8,187  8,041  8,220  7,712  7,597

売上高（百万円）  45  53  56  55  53  51

  平成24年７月 平成24年８月 平成24年９月 平成24年10月 平成24年11月 平成24年12月 

客室稼働率 % 86.2 84.5% 73.5% 76.9% 79.5% 80.8% 

ＡＤＲ（円）  9,294  9,311  9,359  9,428  9,708  9,792

RevPAR（円）  8,008  7,863  6,878  7,252  7,721  7,907

売上高（百万円）  56 55 46 51  53 55
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＜参考情報３＞ その他のホテルのホテル稼働率 

  

以下の表には、ＨＭＪ５ホテル及びイビス東京新宿の６物件を除く当期末保有資産の平成24年１月から平成24

年12月までの各月のホテル稼働率（注１）について、各物件のホテル賃借人から提供を受けた数値を記載してい

ます。 

（注１）ホテル稼働率は、ホテルの宿泊部門の営業状況を示す指標の一つではありますが、各販売客室の単価及び収益率等が一様ではないこと

等から、必ずしも各ホテルの営業収益及び賃料負担力等そのものを示すものではなく、参考数値にすぎません。また、ホテル賃借人と

の賃貸借契約上、固定賃料による賃料収入が定められている場合、当該稼働率は本投資法人の不動産運用収入に直接影響を与えるもの

ではありません。 

（注２）当該物件については、ホテル賃借人から開示の承諾が得られていないため、ホテル稼働率を記載していません。 

（注３）譲渡済み資産であるホテルリソル札幌 南二条及びミレニアホテル松山の物件番号７及び28は欠番となります。 

  

物件 
番号 

名称 
平成24年 

１月 
（％）

平成24年 
２月 

（％） 

平成24年

３月 
（％）

平成24年

４月 
（％）

平成24年

５月 
（％）

平成24年

６月 
（％）

平成24年

７月 
（％）

平成24年

８月 
（％） 

平成24年 
９月 

（％） 

平成24年 
10月 

（％） 

平成24年

11月 
（％） 

平成24年

12月 
（％）

８ 
ザ・ビーチタワー沖

縄 
76.4  88.6 81.0 80.7 73.8 76.8 78.9 92.8 81.1 81.8  73.1 63.5 

９ 
箱根強羅温泉 季の湯 

雪月花（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

10 ドーミーイン熊本 87.1  91.5  94.1   91.6  88.3 89.1 89.7 94.6 91.5  93.1  97.9 91.1 

11 ドーミーインなんば 73.5 73.8 88.0  88.3   79.4    70.5   82.7 96.1 83.1  89.1 89.8 87.2 

12 ドーミーイン水道橋 87.4  89.9  91.0 88.4 88.0 84.7 82.9 89.3 90.1  93.1  95.4 83.6 

13 ドーミーイン浅草 83.0   96.6    97.1  98.1 96.3 95.3 88.2 93.5 95.0 89.0  89.7 91.2 

14 
博多中洲ワシントン

ホ テ ル プ ラ ザ（注

２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

15 
奈良ワシントンホテ

ルプラザ（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

16 
Ｒ＆Ｂホテル上野広

小路（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

17 
Ｒ＆Ｂホテル東日本

橋（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

18 
コンフォートホテル

東 京 東 日 本 橋（注

２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

19 
コンフォートホテル

新山口（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

20 
パールホテル茅場町

（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

21 
ダイワロイネットホ

テル秋田（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

22 
スマイルホテル日本

橋三越前（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

23 
ホテルサンルート新

潟（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

24 
東横イン博多口駅前

本館・シングル館 
86.3 93.5 97.7 95.3 88.7 92.9 92.6 95.8 94.1 93.1 96.0 89.7 

25 
ホテルビスタ蒲田東

京 
72.1 77.1 90.1 95.6 93.9 94.8 97.0 86.9 84.6 84.3 86.4 89.1 

26 チサンイン蒲田 74.1 87.3 85.6   81.5     74.9    69.8 61.0 70.9 74.7  82.0  90.3 85.0 

27 ホテルビスタ橋本 60.0 73.3 74.3 64.5 57.6 52.8 68.5 75.7 70.8 72.1 80.4 70.7 

29 
ホテル京阪ユニバー

サ ル・シ テ ィ（注

２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

30 
ホテルサンルート新

橋（注２） 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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 ① 資本的支出の予定（注） 

 本投資法人が保有する投資不動産物件について、当期末時点で計画されている改修工事に伴う資本的支出の

予定のうち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会計上費用処理される部分が含ま

れております。なお、次期の資本的支出額の合計は898百万円を予定しております。 

（注）新設・リニューアル工事については、固定資産に区分される建物、附属設備等だけでなく、什器及び備品に区分されるものも含ま

れます。なお、上記の予定改修工事の実施時期及び実施の可否につきましては、変更の可能性があります。 

  

② 期中に行った資本的支出（注） 

 本投資法人が保有する投資不動産物件において、当期に行った資本的支出に該当する主要な工事の概要は以

下のとおりです。なお、当期の資本的支出額の合計は699百万円であり、当期費用に区分された修繕費36百万

円と併せ、735百万円の工事を実施しております。 

（注）新設・リニューアル工事については、固定資産に区分される建物、附属設備等だけでなく、什器及び備品に区分されるものも含ま

れます。 

  

（ホ）資本的支出の状況

不動産等の名称 
（所在地）  

目的 予定期間 
工事 

予定金額 
（百万円） 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

（兵庫県神戸市） 
４階大宴会場のリニューアル工事 

自 平成25年８月 

至 平成25年８月 
90

オリエンタルホテル東京ベイ 

（千葉県浦安市）  

レストラン「グランサンク」のリニュ

ーアル工事  

自 平成25年６月 

至 平成25年７月 
45

パールホテル茅場町 

（東京都中央区）  
建物改修・保全工事 

自 平成25年10月 

至 平成25年12月 
120

合計 255

不動産等の名称 
（所在地）  

目的 期間 
工事金額 

（百万円） 

オリエンタルホテル東京ベイ 

（千葉県浦安市）  
外壁保全工事 

自 平成23年11月 

至 平成24年４月 
55

イビス東京新宿 

（東京都新宿区）  

２階ロビー及びレストランリニューア

ル工事、客室改装工事 

自 平成24年７月 

至 平成24年12月 
170

合計 225
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本投資法人では、運用資産の取得にあたり、本投資法人との間に利害関係のない独立した外部業者に建物調査を委

託し、当該調査に係る報告書（以下「エンジニアリング・レポート」といいます。）を取得しています。また、地震

リスク分析における予想最大損失率（ＰＭＬ）についても別途独立した外部業者により作成された地震ＰＭＬ評価報

告書及び建物状況報告書による算出数値を採用しています。 

なお、旧ＪＨＲ保有物件のＰＭＬについては旧ＪＨＲが採用した数値を記載しています。 

以下の見積金額等は作成日付現在のものであり、本書の日付現在のものではありません。 

エンジニアリング・レポートの内容及び地震ＰＭＬ評価報告書における算出数値は、その作成者の意見に過ぎず、

内容の正確性は保証されていません。また、エンジニアリング・レポートでは修繕費用を算出するうえで、物価の変

動及び消費税は考慮されていません。 

  

当期末保有資産に係るエンジニアリング・レポート等の概要は次のとおりです。 

  

（へ）エンジニアリング・レポートの概要

物

件 

番

号 
  

名称 
  

エンジニアリング・

レポート作成日 

修繕費

（千円） 建物再調達 

価格 

（百万円） 

（注２） 
  

地震リスク

分析におけ

る予想最大

損失率(ＰＭ

Ｌ) 

（注３）（％） 

地震保

険の 

有無 

建物調査

機関 

（注４） 

ＰＭＬ

算出 

機関 

（注４）
長期 

（注１） 

１ 
神戸メリケンパークオリエンタ

ルホテル 
平成23年９月21日  65,829  13,631  11.6 無 Ｐ Ｐ 

２ オリエンタルホテル東京ベイ 平成23年９月21日  54,193  12,316  14.2 無 Ｐ Ｐ 

３ なんばオリエンタルホテル 平成23年９月21日  33,804  4,608  13.4 無 Ｐ Ｐ 

４ ホテル日航アリビラ 平成23年９月21日  64,576  8,216  7.3 無 Ｐ Ｐ 

５ オリエンタルホテル広島 平成23年９月21日  52,750  4,404  10.7 無 Ｐ Ｏ 

６ イビス東京新宿 平成21年３月13日  47,733  2,126  8.8 無 Ｋ Ｎ 

８ ザ・ビーチタワー沖縄 平成20年12月26日  45,346  5,476  2.7 無 ＫＴ Ｎ 

９ 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 平成23年９月21日  6,241  2,656  14.4 無 Ｐ Ｐ 

10 ドーミーイン熊本 平成23年１月24日  1,205  1,844  5.6 無 Ｋ Ｎ 

11 ドーミーインなんば 平成21年１月20日  7,668  818  10.7 無 Ｋ Ｎ 

12 ドーミーイン水道橋 平成20年９月17日  15,372  907  5.4 無 Ｅ Ｎ 

13 ドーミーイン浅草 平成21年１月20日  6,989  516  4.9 無 Ｋ Ｎ 

14 
博多中洲ワシントンホテルプラ

ザ 
平成23年９月21日  17,941  1,437  8.2 無 Ｐ Ｐ 

15 奈良ワシントンホテルプラザ 平成23年９月21日  9,155  1,364  13.7 無 Ｐ Ｐ 

16 Ｒ＆Ｂホテル上野広小路 平成24年10月30日  5,443  679  3.6 無 Ｍ Ｎ 

17 Ｒ＆Ｂホテル東日本橋 平成21年１月20日  12,620  866  5.9 無 Ｋ Ｎ 

18 
コンフォートホテル東京東日本

橋 
平成23年１月24日  841  1,648  6.7 無 Ｋ Ｎ 

19 コンフォートホテル新山口 平成24年10月29日  3,125  600  4.2 無 Ｍ Ｎ 

20 パールホテル茅場町 平成19年１月17日  7,461  1,420  9.4 無 Ｅ Ｎ 
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（注１）長期修繕費には、12年以内に必要と思われる修繕費用の年平均額を記載しています。 

（注２）建物再調達価格とは、評価対象たる建物を調査時点において再建築することを想定した場合に必要と見込まれる適正な原価総額をいい

ます。なお、百万円未満を切り捨てています。 

（注３）「ＰＭＬ」とは、想定された予定使用期間（50年＝一般的建物の耐用年数）中に想定される最大規模の地震（475年に一度起こる可能性

のある大地震＝50年間に起こる可能性が10％の大地震）によりどの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する

比率（％）で示したものをいいます。本投資法人は、ＰＭＬが15％以上である場合には、当該物件について地震保険の付保を検討する

こととされており、本書の日付現在、地震保険を付保する物件の予定はありません。 

（注４）「建物調査機関」及び「ＰＭＬ算出機関」欄に記載されている「Ｐ」は株式会社プロパティ・リスク・ソリューション、「Ｏ」は株式

会社大林組、「Ｋ」は株式会社東京建築検査機構、「Ｎ」はＮＫＳＪリスクマネジメント株式会社、「Ｔ」は株式会社竹中工務店、

「Ｅ」は株式会社イー・アール・エス、「ＫＴ」は株式会社東京建築検査機構及び株式会社竹中工務店、「Ｍ」は東京海上日動リスク

コンサルティング株式会社を表しています。 

物

件 

番

号 
  

名称 
  

エンジニアリング・

レポート作成日 

修繕費

（千円） 建物再調達 

価格 

（百万円） 

（注２） 
  

地震リスク

分析におけ

る予想最大

損失率(ＰＭ

Ｌ) 

（注３）（％） 

地震保

険の 

有無 

建物調査

機関 

（注４） 

ＰＭＬ

算出 

機関 

（注４）
長期 

（注１） 

21 ダイワロイネットホテル秋田 平成23年９月21日  2,475  1,462  6.4 無 Ｐ Ｏ 

22 スマイルホテル日本橋三越前 平成21年１月20日  8,643  830  7.5 無 Ｋ Ｎ 

23 ホテルサンルート新潟 平成22年８月16日  24,331  2,066  1.9 無 Ｋ Ｎ 

24 
東横イン博多口駅前本館・シン

グル館 
平成20年12月26日 

本館：6,028 

別館：2,250 

本館：887 

別館：194 
合算：3.8 無 Ｔ Ｎ 

25 ホテルビスタ蒲田東京 平成21年１月20日  12,698  994  9.0 無 Ｋ Ｎ 

26 チサンイン蒲田 平成20年12月26日  5,313  395  4.2 無 Ｔ Ｎ 

27 ホテルビスタ橋本 平成19年４月27日  10,524  572  6.6 無 Ｋ Ｎ 

29 
ホテル京阪ユニバーサル・シテ

ィ 
平成24年７月12日  29,026  3,812  8.7 無 Ｐ Ｐ 

30 ホテルサンルート新橋 平成24年７月10日  5,403  1,091  6.8 無 Ｐ Ｐ 

ポートフォリオ全体  564,993  77,842 ―       
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 本投資法人は、物件毎に策定した長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期的な

将来の大規模修繕等の資金支払いに充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積み立てていま

す。  

（注）本合併に伴い、旧ＪＨＲより引き継いだ金額が含まれています。 

  

（ト）長期修繕計画のために積立てた金銭

営業期間 
第９期 

自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日 

第10期
自 平成22年10月１日
至 平成23年３月31日

第11期
自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日

第12期 
自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

当期首積立金残高 
（百万円） 

266 328 311 369 409

当期積立額 
（百万円） 

106 79 87 90 （注）286

当期積立金取崩額 
（百万円） 43 97 29 50 388

次期繰越額 
（百万円） 

328 311 369 409 307
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 該当事項はありません。  

③【その他投資資産の主要なもの】
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 平成24年12月期（第13期）以前の直近６計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び１口当た

り純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、１口当たりの純資産額について、期中では正

確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 

（注１）総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。 

（注２）１口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて表示しています。 

（注３）括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。 

（注４）本投資法人は、本合併に伴い、平成24年４月１日を効力発生日として本投資法人の投資口１口につき12口の割合による投資口

の分割を行いました。そのため、第11期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。 

  
 また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成18年６月14日付にて上場されており、同所

における市場相場は以下のとおりです。 

  

（注１）最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。 

（注２）本投資法人は、本合併に伴い、平成24年４月１日を効力発生日として本投資法人の投資口１口につき12口の割合による投資口

の分割を行いました。そのため、第12期期首から投資口分割が行われたと仮定して記載しています。 

  

   

（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日 
総資産額（百万円） 

（注１） 
純資産総額（百万円） 

（注１） 
１口当たりの純資産額（円）

（注２） 

第８期計算期間末 

（平成22年３月31日） 

40,138 

(39,777) 

19,922 

(19,561) 

472,091 

(463,549) 

第９期計算期間末 

（平成22年９月30日） 

40,146 

(39,761) 

19,947 

(19,561) 

472,682 

(463,549) 

第10期計算期間末 

（平成23年３月31日） 

39,887 

(39,546) 

19,902 

(19,561) 

471,629 

(463,549) 

第11期計算期間末 

（平成23年９月30日） 

46,761 

(46,267) 

23,655 

(23,161) 

（注４）33,969 

(33,260) 

第12期計算期間末 

（平成24年３月31日） 

46,773 

(46,299) 

23,635 

(23,161) 

（注４）33,941 

(33,260) 

第13期計算期間末 

（平成24年12月31日） 

139,623 

(136,611) 

69,010 

(65,997) 

32,686 

(31,259) 

計算期間別最高・ 

最低投資口価格 
（注１） 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 
第12期 

（注２） 
第13期 

決算年月 平成22年３月 平成22年９月 平成23年３月 平成23年９月 平成24年３月 平成24年12月 

最高（円） 160,200 265,600 277,000 290,000 19,550 25,110 

最低（円） 129,900 141,700 204,800 199,000 15,008 17,830 

月別最高・最低

投資口価格及び

本投資口売買高 

（注１） 

月別 平成24年４月 平成24年５月 平成24年６月 平成24年７月 平成24年８月 平成24年９月 

最高（円） 19,700 20,350 21,800 21,500 22,280 22,000 

最低（円） 17,830 19,010 18,150 20,720 21,060 21,060 

売買高（口） 85,367 107,334 78,648 53,283 65,219 243,346 

月別 平成24年10月 平成24年11月 平成24年12月       

最高（円） 22,840 24,090 25,110      

最低（円） 21,550 22,050 23,720      

売買高（口） 148,197 145,869 181,848      

②【分配の推移】

計算期間 分配総額（千円） 1口当たり分配金（円）

第８期 平成21年10月１日～平成22年３月31日 360,472 8,542 

第９期 平成22年４月１日～平成22年９月30日 385,412 9,133 

第10期 平成22年10月１日～平成23年３月31日 340,976 8,080 

第11期 平成23年４月１日～平成23年９月30日 493,379 8,502 

第12期 平成23年10月１日～平成24年３月31日 473,881 8,166 

第13期 平成24年４月１日～平成24年12月31日 3,012,797 1,427 
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(注1）自己資本利益率＝当期純利益／（期首純資産額＋期末純資産額）÷２×100 

(注2）年換算の数値は、第９期、第11期及び第12期は当該計算期間の日数183日の年間の日数に対する割合、第８期及び第10期は当該計

算期間の日数182日の年間の日数に対する割合、第13期は当該計算期間の日数275日の年間の日数に対する割合により年換算したもの

を小数点以下第二位を四捨五入して表示しています。  

  

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

計算期間 
自己資本利益率（％） 

（注１） 
年換算（％） 
（注２） 

第８期 平成21年10月１日～平成22年３月31日 1.8  3.6  

第９期 平成22年４月１日～平成22年９月30日 1.9  3.9  

第10期 平成22年10月１日～平成23年３月31日 1.7  3.4  

第11期 平成23年４月１日～平成23年９月30日 2.3  4.5  

第12期 平成23年10月１日～平成24年３月31日 2.0  4.0  

第13期 平成24年４月１日～平成24年12月31日 41.1  54.5 
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平成17年11月４日  設立企画人（ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社）による投信法第69条に

基づく設立にかかる届出 

平成17年11月10日  投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立 

平成17年11月11日  投信法第188条に基づく登録の申請 

平成17年12月１日  投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施 

（登録番号 関東財務局長 第48号） 

平成18年３月28日  規約の変更 

平成18年６月14日  東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場（銘柄コード8985） 

平成19年９月11日  規約の変更 

平成20年８月27日  投資口を保管振替機構において取り扱うことへの社債等の振替に関する法律（注１）第13条

第１項に基づく同意（注２） 

平成21年９月８日  規約の変更 

平成22年12月16日  規約の変更 

平成24年２月24日  規約の変更 

平成24年４月１日  投資口の分割、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人と合併 

          日本ホテルファンド投資法人からジャパン・ホテル・リート投資法人に商号変更（合併効力

発生日） 
（注１）株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（以下「決済合理化法」

といいます。）の施行により「社債等の振替に関する法律」は、その題名が「社債、株式等の振替に関する法律」に改められ

ました。 

（注２）上記同意に基づき、本投資法人の投資口は、社債株式等振替法のもとで、いわゆる「電子化」された投資口（振替投資口）

となり、既に発行されている投資証券は決済合理化法の施行日（平成21年１月５日）において無効となりました。また、新規

の発行の際にも投資証券は発行されないこととなります。この「電子化」の後は、振替機関としての保管振替機構を頂点とす

る振替制度の下、口座管理機関（証券会社や銀行等）が加入者（顧客）のために開設した口座にかかる振替口座簿に投資口が

電子的に記録・記載され、かかる記録・記載によって投資口の権利の帰属が決められます。「電子化」に伴って、投資法人の

備える投資主に関する名簿は投資主名簿に一元化され、実質投資主名簿は廃止されました。 

  

第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 140 -



 本書の日付現在における本投資法人の役員は以下のとおりです。 

  

２【役員の状況】

役職名 氏名 主要略歴 
所有 

投資口数

執行役員 伊佐 幸夫 

昭和46年４月 

昭和48年５月 

  

昭和51年７月 

  

昭和53年９月 

昭和57年６月 

  

昭和60年４月 

平成元年11月 

  

平成13年４月 

平成24年４月 

日本電子株式会社 入社 

社団法人京都市観光協会 公益財団法人京都文化交流コン

ベンションビューロー 入社 

ハイアット・ホテル・シンガポール社 入社 

同社 セールスマネージャー 

同社 リージョナル・セールスマネージャー 

Hyatt Hotels Chain Service Ltd. 東京支店長（ハイアッ

ト・ホテルズ・マーケティング本部） 

同社マーケティング部長 

日本ハイアット株式会社 転籍 

同社 取締役 

同社 取締役副社長 

ジャパン・ホテル・リート投資法人 執行役員 就任（現

職） 

 72

監督役員 松澤 宏 

昭和41年４月 

  

昭和63年５月 

平成元年12月 

平成３年５月 

平成５年１月 

平成７年６月 

  

平成11年７月 

  

  

平成13年９月 

平成16年５月 

平成24年４月 

三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入

行 

同行 横須賀支店長 

同行 梅田支店長 

同行 投資顧問部長 

同行 年金運用部長 

日本国土開発株式会社 入社 

同社 常務取締役 

中央三井アセットマネジメント株式会社（現三井住友トラ

スト・アセットマネジメント株式会社） 入社 

同社 常務取締役 

同社 代表取締役社長 

プレミア投資法人 執行役員 就任 

ジャパン・ホテル・リート投資法人 監督役員 就任（現

職） 

 0
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（注１）平成24年２月24日の第５回投資主総会決議に基づき、平成24年４月１日付で執行役員関田成夫が辞任し、新たに伊佐幸夫が本投資法人

の執行役員に就任しました。 

（注２）平成24年２月24日の第５回投資主総会決議に基づき、平成24年４月１日付で監督役員藤原憲一が辞任し、新たに松澤宏が本投資法人の

監督役員に就任しました。 

  

役職名 氏名 主要略歴 
所有 

投資口数

監督役員 御宿 哲也 

平成５年４月 

  

平成12年12月 

平成14年９月 

平成14年10月 

平成15年11月 

平成17年６月 

平成17年11月 

  

平成17年12月 

平成19年３月 

  

平成20年４月 

  

  

平成20年10月 

  

平成22年８月 

  

平成22年９月 

平成23年２月 

  

平成23年８月 

弁護士登録（第一東京弁護士会） 

飯沼総合法律事務所入所 

同法律事務所パートナー 

中央大学兼任講師 

総務省「公共ＩＴサービスガイドライン研究会」メンバー 

静岡県弁護士会に登録変更・あおば法律事務所パートナー 

株式会社ビック東海 非常勤監査役 就任（現職） 

日本ホテルファンド投資法人（現ジャパン・ホテル・リー

ト投資法人） 監督役員 就任（現職） 

株式会社エーツー 非常勤監査役 就任 

株式会社ヒーリングエンターテイメント 

非常勤監査役 就任（現職） 

一般財団法人マルチメディア振興センター「ASP・SaaS安

全・信頼性に係る情報開示認定制度」認定審査委員会 審

査委員委嘱候補委員 就任（現職） 

総務省「地方公共団体ASP・SaaS活用推進会議」委員 就

任（現職） 

葵タワー法律事務所（現御宿・長町法律事務所） 代表 

就任（現職） 

株式会社小池弥太郎商店 社外監査役 就任（現職） 

総務省「クラウドサービス利用者の権利保護のあり方検討

委員会」副主査 就任（現職） 

株式会社エーツー 社外取締役 就任（現職） 

 0
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（１）役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任されます（投信法第

96条、規約第17条第１項）。 

 執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です（規約第17条第２項）。但し、補欠又は増員のために選任さ

れた執行役員及び監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします（規約第17条第２項但書）。

 執行役員及び監督役員の解任は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資

主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第106条）。執行役員又は監督役員の職務の執

行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会におい

て当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決されたときは、発行済投資口の100分の３以上の口数の

投資口を有する投資主（６ヶ月前より引続き当該投資口を有する者に限ります。）は、30日以内に、訴えをもっ

て当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第３項、会社法第854条第１項第

２号）。 

  
（２）規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

a.規約の変更 

 規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります（投信法第140

条、第93条の２第２項）。 

投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投信法第90条の

２第２項、第92条第１項）。また、投資主は、投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使すること

ができます（投信法第92条の２）。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができます。但し、

投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有する投資主１

名に限られます（規約第11条第２項）。また、投資主又はその代理人は、投資主総会に代理権を証する書面を本

投資法人に提出しなければなりません（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、規約第11条第３項）。こ

れらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、

その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案

があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第１

項、規約第14条第１項）。 

 投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほ

か、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する

場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は

金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。 

b.事業譲渡又は事業譲受 

 該当事項はありません。 

c.出資の状況その他の重要事項 

 前記「第一部 ファンド情報 第１ファンドの状況 １投資法人の概況 （５）投資法人の出資総額」をご参

照下さい。 

  
（３）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

本書の日付現在において、本投資法人に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実は

ありません。 

３【その他】
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 該当事項はありません。 

  

 本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第５条）。

 本投資口は、東京証券取引所に上場されており、同取引所を通じて売買することができます。また、同取引所外で

本投資口を譲渡することもできます。 

  

第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

２【買戻し手続等】
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① １口当たりの純資産額の算出 
 本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「（４）計算期間」記載の決算期毎に、以下

の算式にて算出します。 

 １口当たりの純資産額 ＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷ 発行済投資口総数 

  
② 資産評価の方法 

 本投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり運用資産の種類毎に定めます（規約第32条第１項）。 
(イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権（規約第28条第１項第１号、第２号①又は②に定めるもの） 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物

部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等部分については、正当な事由により

定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に

限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。 

  
(ロ）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（規約第28条第１項第２号③に定めるもの）

 原則として、信託財産が（イ）に掲げる資産の場合は（イ）に従った評価を行い、金融資産の場合は一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除し

て当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

  
(ハ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金

銭の信託の受益権（規約28条第１項第２号④に定めるもの） 
 原則として、信託財産の構成資産が（イ）に掲げる資産の場合は、（イ）に従った評価を行い、金融資産

の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債

の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

  
(ニ）不動産に関する匿名組合出資持分（規約第28条第１項第２号⑤に定めるもの） 

 匿名組合出資持分の構成資産が（イ）ないし（ハ）に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従っ

た評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、

これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。 

  
(ホ）信託財産を主として不動産及び規約第28条第１項第２号③に掲げる財産に関する匿名組合出資持分に対す

る投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権（規約第28条第１項第２号⑥に定めるもの） 

 原則として、信託財産である匿名組合出資持分について（ニ）に従った評価を行った上で、これらの合計

額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

  
(へ）有価証券（規約第28条第１項第３号、第２項第３号に定めるもの）  

 当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額（金融商品取引所における取引価格、

認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引シ

ステムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。）とします。市場価格がない場合には、合理的な

方法により算定された価額とします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精

度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された

価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。  

  

(ト）金銭債権（規約第28条第２項第５号に定めるもの）  

 取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額

で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原

価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。  

  
(チ）金銭の信託の受益権（規約第28条第２項第７号に定めるもの） 

 原則として、信託財産の構成資産が（ヘ）又は（ト）の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、

それらの合計額をもって評価します。 

  

第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】
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(リ）デリバティブ取引にかかる権利（規約第28条第２項第８号に定めるもの） 
ａ．金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務 

  基準日における当該金融商品取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の

最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出し

た価額により評価します。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価

格に基づき算出した価額により評価します。 
ｂ．金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務 
  市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価します。なお、時価評価に

当たっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困難と認

められる場合には、取得価額により評価します。 
ｃ．一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会

計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足す

るものについては、上記ａ及びｂにかかわらず金利スワップの特例処理を適用できるものとします。 
  

（ヌ）動産等 

取得価格から減価償却累計額を控除した価格をもって評価します。なお、減価償却の算定方法は、原則

として定額法によるものとしますが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、

かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することがで

きるものとします。 

  
(ル）その他 

 上記に定めがない場合は、投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と

認められる会計基準により付されるべき評価額をもって評価します。 

  
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価する

ものとします（規約第32条第２項）。 
(イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権 

 原則として、不動産鑑定士による鑑定評価又は調査報告に基づく評価額 

  
(ロ）不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分 

 信託財産又は匿名組合の構成資産が（イ）に掲げる資産の場合は（イ）に従った評価を、金融資産の場合

は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控

除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額 

  

（ハ）デリバティブ取引に係る権利（上記②（リ）ｃ．に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合） 

②（リ）ａ．又はｂ．に定める価額 

  
④ 資産評価の基準日は、本投資法人の各営業期間の末日としますが、規約第28条第１項第３号及び第２項に定

める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします（規約第32条第３

項）。 

  
⑤ 公表方法及び投資者による照会方法 

 １口当たりの純資産額については、貸借対照表に注記されることになっています（投資法人の計算に関する

規則（平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下「投資法人計算規則」といいます。）第58

条、第68条）。貸借対照表を含む計算書類等は、各営業期間毎に作成され（投信法第129条第２項及び第３

項）、役員会により承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が

会計監査報告とともに投資主に提供されます（投信法第131条）。 

  

 決済合理化法の施行日後は、本投資法人の投資口については振替投資口（社債株式等振替法第226条に定義

されます。）となり、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は施行日において無効

となっています（社債株式等振替法第227条第３項）。かかる施行日後は、投資口の新規発行及び権利の移転

は全て社債株式等振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとなりましたので、投資主

は、加入者として口座管理機関に投資口を記録・記載するための口座を開設し、維持する必要があります。投

資主は、保管振替機構が社債株式等振替法第３条第１項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を

失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り

（２）【保管】
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扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます（社債株式等振替法

第227条第２項）。 

  

 本投資法人の規約に存続期間の定めはありません。 

  

 本投資法人の営業期間は、毎年１月１日から12月末日までとし、営業期間の末日を決算期とします（規約第

33条）。平成24年４月１日を効力発生日とした本合併に伴い、本投資法人の１計算期間を６ヶ月から12ヶ月に

変更し、また、決算期間を１月１日から12月31日の１年間に変更しています。但し、本合併１年目の計算期間

につきましては、平成24年４月１日から平成24年12月31日の９ヶ月間となります（規約附則） 

① 増減資に関する制限 

(イ）投資口の追加発行 

 本投資法人の発行可能投資口総口数は、20,000,000口とします（規約第６条第１項）。本投資法人は、か

かる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募

集をすることができるものとします。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者

に対して割り当てる投資口をいいます。）１口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産

の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会で承認した金額とします（規約第６条第３項）。

  
(ロ）国内における募集 

 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合

は、100分の50を超えることとします（規約第６条第２項）。 

  
② 解散事由 

 本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。 

(イ）規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生（なお、本投資法人の規約において存続期間又は解散

事由の定めはありません。）。 

(ロ）投資主総会の決議 

(ハ）合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 

(ニ）破産手続開始の決定 

(ホ）解散を命ずる裁判 

(ヘ）投信法第187条の登録の取消し 

(ト）投信法第190条第１項の規定による第187条の登録の拒否 

  
③ 規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が主席し、出席した当該投資主の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります（投信法第

140条、第93条の２第２項）。但し、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、並

びに投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があるこ

とにつき、後記「３ 投資主・投資法人債権者の権利 （１）投資主の権利」をご参照下さい。 

 投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほ

か、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当す

る場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規

約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。 

 本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます

（投信法第191条）。 

  
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関す

る規定の概要は、以下のとおりです。 

(イ）本資産運用会社との間の資産運用委託契約 

ａ．契約期間 

 資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を

（３）【存続期間】

（４）【計算期間】

（５）【その他】
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生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日から１年間とします。但し、期間満了の６ヶ月前までに双

方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に１年間延長され

るものとし、以後も同様とします。 

  
ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

(ｉ）本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、６ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本

投資法人は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、資産運用委

託契約を解約することができます。 

  
(ⅱ）上記（ｉ）の記載にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当

する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。 

(a）本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合。 

(b）上記（a）に掲げる場合のほか、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪えない重大な

事由がある場合。 

  
(ⅲ）本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、資産運用委託契約を解

約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意するものとしま

す。 

(a）金融商品取引業者（投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引

業者）でなくなった場合。 

(b）投信法第200条各号のいずれかに該当することとなった場合。 

(c）解散した場合。 

  
ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 資産運用委託契約は、両当事者の書面による合意により変更することができます。 

  
ｄ．解約又は契約の変更の開示方法 

 資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投

資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます（投信

法第191条）。 

  
(ロ）経理等にかかる一般事務受託者（三井住友信託銀行株式会社）との間の一般事務委託契約 

ａ．契約期間 

 委託契約の期間は、委託契約締結日から２年間とします。但し、この期間満了の３ヶ月前までに本投資

法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌

日より１年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった

場合は、その解散日までとします。 
   

ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

(ⅰ）委託契約を解約する場合は、いずれかの一方から相手方に対し、その３ヶ月前までに文書により通知

します。但し、一般事務受託者が委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委

託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者（以下「後任一般事務受託

者」といいます。）との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日

（解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。）よりさらに90日間解約の効力発生を延期でき

るものとします。具体的には以下のとおり取り扱います。 

(a）解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されている場合

は、当該解約日で委託契約は終了します。 

(b）解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されていない場合

は、当初の解約日より90日経過時に委託契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日

の期間内に後任の一般事務受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと一般

事務受託者が合理的に判断する事由がない場合には、一般事務受託者は、解約の効力発生時をさらに

延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。 
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(ⅱ）本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方

に対する文書による通知により、直ちに委託契約を解約することができます。 

(a）委託契約の各条項に違背し、かつ引続き委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合

(b）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の

申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 

(ⅲ）上記（ⅰ）及び（ⅱ）の通知は、相手方の商業登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者に

届け出た住所に宛てて発信したときは、これが到達しない場合も通常到達すべき日に到達したものとみ

なします。 

(iv）一般事務受託者は、委託契約の終了に当たり、委託事務の引継ぎに必要な事務を行う等、本契約終了

後の事務の移行に関して協力する義務を負うものとします。 

  
ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の書面による合意並びに法令に従って変更することができ

ます。 

  
ｄ．契約の変更の開示方法 

 一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます（投信法第

191条）。 

  
(ハ）納税等にかかる一般事務受託者（税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）との間の業務委託契

約 

ａ．契約期間 

 委託契約の期間は、委託契約締結日から１年間とします。但し、契約期間満了日の60日前までに本投資

法人及び一般事務受託者の双方より意思表示のない限り、１年毎に自動更新とします。 

  
ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 委託契約はいずれか一方の当事者に業務条件に重大な契約不履行がありそれを矯正することを怠った場

合には、その他方の当事者による書面による通知をもって解除されるものとします。 

 委託契約はいずれかの当事者による書面による60日前の通知により解除できるものとします。 

  
ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 委託契約の内容につき変更を生じることとなった場合は、本投資法人及び一般事務受託者は協議の上、

誠意をもってこれを解決します。 

  
ｄ．契約の変更の開示方法 

 委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます（投信法第191条）。

  
(ニ）投資主名簿等管理人（三井住友信託銀行株式会社）との間の投資主名簿等管理人委託契約 

ａ．契約期間 

 投資主名簿等管理人委託契約の期間は、平成21年１月５日からとなっており、終期の定めはありませ

ん。 

  
ｂ．解約に関する事項 

(ⅰ）(a）当事者間の文書による解約の合意。この場合には投資主名簿等管理人委託契約は当事者間の合意 

によって定めるときに終了します。 

  (b）当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理

人委託契約はその通知到達の日から３ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了し

ます。 

  (c）当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理

開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方

が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知において指定

する日に終了します。 
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  (d）当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理人委託契約に違反し、かつ引続き投資主名簿等管理人

委託契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。

この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から２週間経過後に終了します。 

  (e）本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自ら並びに自らの取締役、執行役及び

監査役又は執行役員及び監督役員（以下本項及び次項において「役員」といいます。）が次の各号

のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないこ

とを確約します。 

  ①暴力団 

  ②暴力団員 

  ③暴力団準構成員 

  ④暴力団関係企業 

  ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

  ⑥その他前各号に準ずる者 

   本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が、上記①乃至⑥のいずれかに該当

（その役員が該当する場合を含みます。）し、又は本(e）の規定に基づく表明・確約に関して虚偽

の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知

において指定された日に投資主名簿等管理人委託契約は終了するものとします。 

(ⅱ）（ⅰ）の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者に届け出た住所

に宛てて発信したときは、これが到達しない場合も通常到達すべきであった日に到達したものとみなし

ます。 

(ⅲ）本投資法人及び投資主名簿等管理人は、委託契約終了後においても委託契約に基づく残存債権を相互

に請求することを妨げません。また契約終了後は残存債権をいつでも請求できるものとし、請求を受け

た場合は、直ちに支払うものとします。 

  
ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 投資主名簿等管理人委託契約は、当事者間で協議の上、変更することができます。 

  
ｄ．契約の変更の開示方法 

投資主名簿等管理人委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に変更内容が届け出られます

（投信法第191条）。 
  

(ホ）特別口座管理機関（三井住友信託銀行株式会社）との間の特別口座の管理に関する契約 

ａ．契約期間 

 特別口座の管理に関する契約の期間は、平成21年１月５日からとなっており、終期の定めはありませ

ん。 

  

ｂ．解約に関する事項 

(ⅰ）(a）特別口座の加入者が存在しなくなった場合、特別口座の管理に関する契約を解約することができ

ます。この場合には特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が

完了した時に特別口座の管理に関する契約は終了します。 

  (b）社債株式等振替法の定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関

によって取り扱われなくなった場合、特別口座の管理に関する契約を解約することができます。こ

の場合には特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した

時に特別口座の管理に関する契約は終了します。 

  (c）本投資法人又は特別口座管理機関のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ

引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合、他方が行う

文書による解約の通知により特別口座の管理に関する契約を解約することができます。この場合に

は特別口座の管理に関する契約はその通知到達の日から２週間経過後又は当該通知において指定さ

れた日に終了します。 

  (d）本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契

約について契約の終了事由又は特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特

別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合、特別口

座の管理に関する契約は解約されます。この場合には特別口座の管理に関する委託契約はその通知

到達の日から２週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。 
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  (e）経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表の定めにより難い

事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更

の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人

に文書で通知した場合、特別口座の管理に関する契約は解約されます。この場合には特別口座の管

理に関する委託契約はその通知到達の日から２週間経過後又は当該通知において指定された日に終

了します。 

  (f）本投資法人及び特別口座管理機関はそれぞれ、現在、自ら並びに自らの取締役、執行役及び監査

役又は執行役員及び監督役員（以下本項及び次項において「役員」といいます。）が次の各号のい

ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを

確約します。 

  ①暴力団 

  ②暴力団員 

  ③暴力団準構成員 

  ④暴力団関係企業 

  ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

  ⑥その他前各号に準ずる者 

  本投資法人及び特別口座管理機関のいずれか一方の当事者が、上記①乃至⑥のいずれかに該当（そ

の役員が該当する場合を含みます。）し、又は本(f）の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申

告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知にお

いて指定された日に特別口座の管理に関する契約は終了するものとします。 

  

ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 本投資法人及び特別口座管理機関は、互いに協議の上、特別口座の管理に関する契約の各条項の定めを

変更することができます。 

  

ｄ．契約の変更の開示方法 

 特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます

（投信法第191条）。 

  

(ヘ）特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間の特別口座の管理に関する契約 

ａ．契約期間 

 特別口座の管理に関する契約の期間は、平成21年１月５日から契約が失効するときまでとします。 

  

ｂ．解約に関する事項 

(ⅰ）(a）特別口座の加入者が存在しなくなった場合、特別口座の管理に関する契約は、特別口座管理機関

が速やかに全ての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。 

  (b）振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口（本投資法人が合併によ

り消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法

人の振替投資口を含みます。）が振替機関によって取り扱われなくなった場合、特別口座の管理に

関する契約は、特別口座管理機関が速やかに全ての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完

了したときに失効します。 

  (c）本投資法人及び特別口座管理機関のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつ

引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行

う文書による解約の通知により、当該通知到達の日から２週間経過後若しくは当該通知において指

定された日に特別口座の管理に関する契約は失効します。 

  (d）本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約に

ついて契約の失効事由若しくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別

口座管理機関が行う文書による特別口座の管理に関する契約の解約の通知により、当該通知到達の

日から２週間経過後又は当該通知において指定された日に特別口座の管理に関する契約は失効しま

す。 
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  (e）経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、特別口座の管理に関する契約に定められ

た口座管理事務手数料に関する規定により難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別

口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理機関が行

う文書による解約の通知により、当該通知到達の日から２週間経過後又は当該通知において指定さ

れた日に特別口座の管理に関する契約は失効します。 

  (f）本投資法人及び特別口座管理機関のいずれか（その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督

役員を含みます。）が次に掲げるいずれかに該当し、又は特別口座の管理に関する契約締結時にお

いて、本投資法人及び特別口座管理機関がそれぞれ行った、本投資法人及び特別口座管理機関（そ

の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員を含みます。）が次のいずれにも該当しない旨

の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた

ときは、当該通知に指定された日に特別口座の管理に関する契約は失効します。 

 ①暴力団 

 ②暴力団員 

 ③暴力団準構成員 

 ④暴力団関係企業 

 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

 ⑥その他前各号に準ずる者 

   

ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 特別口座の管理に関する契約について、法令の変更、監督官庁若しくは振替機関の指示又はその他契約

の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人と特別口座管理機関が協議のうえこれを改定します。 

  

ｄ．契約の変更の開示方法 

 特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に変更内容が届け出られます

（投信法第191条）。 

  

(ト）資産保管会社（三井住友信託銀行株式会社）との間の資産保管業務委託契約 

ａ．契約期間 

 委託契約の有効期間は、委託契約締結日から２年間とします。但し、この期間満了の３ヶ月前までに本

投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による申出がなされなかったときは、期間満了の日の

翌日より１年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となっ

た場合は、その解散日までとします。 

  
ｂ．解約に関する事項 

(ⅰ）委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その３ヶ月前までに文書により

通知します。但し、資産保管会社が委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき資産保管業

務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が資産保管会社以外の者（以下「後任保管会

社」といいます。）との間で資産保管業務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解

約日（解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。）よりさらに90日間解約の効力発生を延期

できるものとします。具体的には以下のとおり取り扱います。 

(a）解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されている場合は当

該解約日で委託契約は終了します。 

(b）解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されていない場合

は、当初の解約日より90日間経過後に本契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日

の期間内に後任保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと資産保管

会社が合理的に判断する事由がない場合には、資産保管会社は、解約の効力発生時をさらに延長する

ことにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。 

(ⅱ）本投資法人及び資産保管会社は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に

対する文書による通知により、直ちに委託契約を解約することができます。 

(a）委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 

(b）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の

申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき 
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(ⅲ）上記（ⅰ）又は（ⅱ）により委託契約が解約された場合、本投資法人又は代理人は、資産保管会社所

定の解約依頼書に届出の印章により記名押印のうえ、保管品を引取ることとします。なお、届出の印章

を喪失した場合に解約するときは、このほか印章の喪失時の取扱いに関する委託契約の規定に準じて取

扱うこととします。 

(ⅳ）上記（ⅲ）による資産保管品の引取りが遅延したときには、遅延損害金として解約日又は契約期間の

満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの委託報酬相当額を月割計算により、本投資法

人は資産保管会社に支払います。なお、資産保管会社はこの委託報酬相当額を引取日に、本投資法人が

指定した預金口座等から普通預金通帳、同払戻請求書又は小切手によらずに自動引落しすることができ

ます。 

(ⅴ）上記（ⅲ）による資産保管品の引取手続が３ヶ月以上遅延したときは、内容証明郵便により本投資法

人に通知した上で、資産保管会社は資産保管品を別途管理若しくは一般に適当と認められる方法、時

期、価格等により処分し、又は処分が困難な場合には廃棄することができます。これらに要する費用は

本投資法人の負担とします。 

(ⅵ）委託報酬、遅延損害金その他本投資法人が負担すべき費用が支払われないときは、上記（ⅴ）の処分

代金をこれに充当することができます。この場合、不足額が生じたときは、資産保管会社からの請求が

あり次第、当該不足分を本投資法人は支払わなければなりません。 

  
ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 委託契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至った

とき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び資産保管会社協議のうえ、これを改定することがで

きます。改定に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書

面（本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。）をもって行うものとし

ます。 

  
ｄ．契約の変更の開示方法 

 資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて

本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、関東財務局に資産保管会社の変更が届け出られます（投信法第191条）。 

   
（チ）投資法人債にかかる一般事務受託者（株式会社三井住友銀行）との間の旧ＪＨＲ第１回無担保投資法人債

に関する財務代理契約証書  

ａ．契約期間 

 期間の定めはありません。 

  

ｂ．解約に関する事項 

  解約日の60日前までに書面による通知により解約ができます。 

  

ｃ．契約の内容の変更に関する事項 

 財務代理契約証書に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び財務代理契約証書に定められた事項

につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び一般事務受託者は相互にこれに関する協定を

するものとし、当該協定は財務代理契約証書と一体をなすものとします。 

  

(リ）会計監査人（有限責任 あずさ監査法人） 

 本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とします。有限責任 あずさ監査法人は、平成24年

２月24日付の投資主総会決議に基づき、同日付で就任しています。 

 会計監査人は、法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任します（投信法第96条、規

約第23条）。会計監査人の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総

会の終結の時までとします（投信法第103条第１項、規約第24条第１項）。会計監査人は、上記の投資主総

会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします（投

信法第103条第２項、規約第24条第２項）。  

  
⑤ 公告の方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。 
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（１）法令に基づく制限 

① 利害関係人等との取引制限 

 資産運用会社の行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限

の中でも資産運用会社の利害関係人等との取引に関する制限として以下のものが含まれます。 

  
（イ）資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行

うこと（金融商品取引法第42条の２第１号）。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又

は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。 

  
（ロ）資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対

価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有し

ない取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第３号）。 

  
（ハ）資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内

容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）（金融商品取引法第42条の２第

７号及び業府令第130条第１項第１号）。 

  
（ニ）自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした

運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第２号）。 

  
（ホ）第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、その行う投資運用業に

関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とし

た運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130条第１項第３号並びに金融商品取引

法第44条の３第１項第３号）。 

  
（ヘ）他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２

第７号及び業府令第130条第１項第４号）。 

  
（ト）有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目

的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第７号及び業府令第130

条第１項第５号）。 

  
（チ）以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又

は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受け

て、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２

第７号及び業府令第130条第１項第９号）。 

Ａ．資産運用会社の関係外国法人等 

Ｂ．直近２事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産に係る有価証券の合計額が当該２事業

年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の100分の50を超える者 

  

２【利害関係人との取引制限】
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② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投

資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び

投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じ意味で用います。）の売買その他の投信法施

行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引にかかる事項を記載した

書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限

ります。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第２項）。但

し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資

法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その

他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信法

第203条第４項、第５条第２項）。 

  
③ 資産の運用の制限 

 投資法人は、①当該投資法人の執行役員又は監督役員、②資産運用会社、③当該投資法人の執行役員又は監督

役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、④資産運用会社の取締役、会計参与（会

計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類

する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行

為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、投信法施

行令第116条ないし第118条、投信法施行規則第220条の２）。 

(イ）有価証券の取得又は譲渡 

(ロ）有価証券の貸借 

(ハ）不動産の取得又は譲渡 

(ニ）不動産の貸借 

(ホ）以下に掲げる取引以外の特定資産にかかる取引 

ａ．宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引 

ｂ．商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る

取引 

  
 なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為としてⅰ）資

産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ）資産運用会社に不動産の管理を

委託すること等が認められています。 

  
（２）本投資法人の資産運用にかかる自主ルール（利益相反対策ルール） 

① 一般原則 

 本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引（スポンサー関係者を直接の相手方としない取引であっても、

スポンサー関係者が当該取引に重要な影響を与える場合（注）を含みます。）に関しては、法令上の問題点がな

いかのみならず、本資産運用会社が本投資法人の資産の運用にかかる業務の受託者として当該取引においてその

責務を果たすよう、本資産運用会社の内規であるスポンサー関係者取引管理規則に②以下のような定めをおいて

います。 
（注）例えば、物件の取得に関する取引で、当該物件を運営しているオペレーターがスポンサー関係者に該当する場合などを想定し 

  ています。 

② 手続  

 本資産運用会社は、スポンサー関係者との間で下記③記載の取引を行う場合には、投資運営委員会、コンプラ

イアンス委員会における審議及び承認に加えて、取締役会の決議を得るものとします。 
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③ 基準 

(イ）スポンサー関係者からの物件の取得 

ａ. 取得価額（建物にかかる消費税相当額及び取得に伴う費用等を除きます。）は適正価格調査のため鑑定

評価を取得し、その鑑定評価額を上限とします。但し、売主たるスポンサー関係者が当該物件取得に伴い

負担した諸費用（仲介手数料、信託報酬、ＳＰＣ組成費用、デュー・デリジェンス費用等）が存する場合

には、当該諸費用を鑑定評価額に加算した金額を取得価額の上限とします。 

  
ｂ. 合理的な理由なく、スポンサー関係者を優先して取得先として選定していないこととします。また、仲

介業者にもかかる指示をしていないこととします。 

  
ｃ. 投資適格物件であり、投資不適格物件との抱き合わせあるいは物件購入と無関係な付帯条件がないこと

とします。 

  
ｄ. スポンサー関係者の役員を兼務している取締役、及びスポンサー関係者出身の取締役は取締役会での議

決権を有しないこととします。 

  
(ロ）スポンサー関係者への物件の譲渡 

ａ. 譲渡価額（建物にかかる消費税相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。）は適正価格調査のため鑑定

評価を取得し、その鑑定評価額を下限とします。 

  
ｂ. 複数の業者を入れた入札等適切な選定基準によることなく、スポンサー関係者を優先して譲渡先として

選定していないこととします。また、仲介業者にもかかる指示をしていないこととします。 

  
ｃ. スポンサー関係者の役員を兼務している取締役、及びスポンサー関係者出身の取締役は取締役会での議

決権を有しないこととします。 

  
(ハ）スポンサー関係者への投資法人所有物件の賃貸 

 類似ケースの賃料相場に照らし当該賃料は妥当な水準とし、合理的な理由なく、スポンサー関係者を優先

して賃貸先として選定していないこととします。また、仲介業者にもかかる指示をしていないこととしま

す。 

 スポンサー関係者の役員を兼務している取締役、及びスポンサー関係者出身の取締役は取締役会での議決

権を有しないこととします。 

  
(ニ）スポンサー関係者による物件の仲介 

ａ. 売買 

 仲介手数料は宅地建物取引業法に定める体系以内かつ妥当な水準であり、仲介手数料収入を得る目的で

不必要な売買を行い、又は、繰り返していないこととします。 

 仲介依頼先としての能力・実績等に問題がないこととします。 

ｂ. 賃貸 

 仲介手数料は宅地建物取引業法に定める体系以内かつ妥当な水準であり、仲介手数料収入を得る目的で

不必要な賃貸を行い、又は繰り返していないこととします。 

仲介依頼先としての能力・実績等に問題がないこととします。 

  

（ホ）スポンサー関係者への物件の運営委託 

 類似ケースの運営委託の条件に照らし、条件は妥当な水準であるものとし、合理的な理由なく、スポン

サー関係者を優先して運営委託先として選定していないこととします。 

 また、スポンサー関係者の役員を兼務している取締役、及びスポンサー関係者出身の取締役は取締役会で

の議決権を有しないこととします。 

  

(ヘ）スポンサー関係者による物件の管理 

 手数料は、能力、実績、類似ケース等に照らし妥当な水準であることとします。 

 また、業者選定の際、相見積りを取得する等合理的且つ適切な選定判断をすることなく、スポンサー関係

者を優先して選定していないこととします。 
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(ト）スポンサー関係者による一般事務受託、資産保管業務受託、信託受託、名義書換事務受託及び調査受託に

ついては、手数料が、能力、実績、類似ケース等に照らし妥当な水準であることとします。  

 また、受託者選定の際、合理的な理由なく、スポンサー関係者を優先して選定していないこととします。

  
(チ）スポンサー関係者への工事発注 

 発注額が工事内容に照らし妥当な水準であり、工事業者の能力・実績などに問題がないこととします。 

また、業者選定の際、相見積りを取得する等合理的且つ適切な選定判断をすることなく、スポンサー関係

者を優先して選定していないこととします。 

  

(リ）スポンサー関係者による融資 

  融資条件は、スキーム・マーケット・経済金融環境等に照らし妥当であり、融資提供者選定の際に、合理

的な理由なく、スポンサー関係者を優先して選定していないこととします。 

  

(ヌ）スポンサー関係者による投資口・投資法人債の募集（引受） 

 募集（引受）条件は、スキーム・マーケット・経済金融環境等に照らし妥当であり、業者選定の際に、合

理的な理由なく、スポンサー関係者を優先して選定していないこととします。 

  

(ル）スポンサー関係者による保険の取扱い 

 保険料は、相場或いは他業者オファー等と比較し妥当であり、業者選定の際に、合理的な理由なく、スポ

ンサー関係者を優先して選定していないこととします。 
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（３）利害関係人等及び主要株主（注１）との取引状況等 

①取引状況 

（注１）利害関係人等及び主要株主とは、投信法第201条第１項に定める本資産運用会社の利害関係人等（以下「利害関係人等」といいま

す。）並びに金融商品取引法第29条の４第２項に定義される本資産運用会社の主要株主を意味しますが、上記（１）取引状況及び

下表の（２）支払手数料等の金額には、これらに本資産運用会社のスポンサー関係者取引管理規則に定めるスポンサー関係者（①

利害関係人等に加え、②本資産運用会社の株主、③本資産運用会社の株式を50％以上保有する株主に50％以上出資している会社

等、④本資産運用会社の株主が10％以上出資している会社、⑤上記①乃至④に該当しなくなってから１年を経過しない者、並びに

⑥コンプライアンス・オフィサーがスポンサー関係者取引規程及び本規則の趣旨に鑑みてスポンサー関係者として取扱うことが適

当であると判断した者）との取引を含めて記載しています。 

（注２）「買付額等」及び「売付額等」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金額

（売買契約書等に記載された売買価額等）を記載しています。 

（注３）括弧内には、売買金額等の総額に対する比率を小数点第二位以下で四捨五入して表示しています。 

  

 ②支払手数料等の金額 

（注）プロパティ・マネジメント委託契約に基づく基本報酬のほか、建物及び設備の日常的な維持管理にかかる業務委託費等が含まれま

す。 なお、総額に対する割合は、小数点第二位以下で四捨五入して表示しています。 

  

区分 
 売買金額等（注２）（注３）  

買付額等 売付額等 不動産運用収益 

総額  

百万円10,800 百万円 842 百万円7,283

 

うち利害関係人等及び主要

株主からの買付額 

―百万円（―％）

うち利害関係人等及び主要

株主への売付額 

―百万円（―％） 

 

うち利害関係人等及び主要

株主からの不動産運用収入 

百万円（71.4％）5,197

 利害関係人等及び主要株主との取引状況の内訳 

株式会社ホテルマネージメントジャパン ―百万円（―％） ―百万円（―％） 百万円（57.8％）4,210

株式会社共立メンテナンス ―百万円（―％） ―百万円（―％） 百万円（12.6％）919

星インベストメント合同会社 ―百万円（―％） ―百万円（―％） 百万円（ 0.9％）67

合計 ―百万円（―％） ―百万円（―％） 百万円（71.4％）5,197

区分 
支払手数料等総額 

（Ａ） 

利害関係人等及び主要株主との取引内訳 
総額に対する割合 
Ｂ／Ａ（％） 

支払先 支払金額（Ｂ） 

外注委託費（注） 千円 74,539

株式会社ホテルマネー

ジメントジャパン 
千円 4,320  5.8

株式会社ビルネット 千円 3,688  4.9

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 158 -



（１）投資主の権利 

 投資主が投信法及び本投資法人の規約により有する主な権利の内容及び行使手続の概要は次のとおりです。 
  
（イ）投資口の処分 

投資主は投資口を自由に譲渡することができます（投信法第78条第１項）。なお、投資口を譲渡するには、

振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなけ

ればなりません（社債株式等振替法第228条、第140条）（注）。 

（注）後記(ロ)により投資証券が交付される場合は、投資口の譲渡に際して投資証券を交付する必要がありま

す（投信法第78条第３項）。  

  

（ロ）投資証券交付請求権及び不所持請求権 

 投資主は、保管振替機構が社債株式等振替法第３条第１項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効

力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によっ

て取り扱われなくなったときに、当該投資口に係る投資証券の交付を受けることができます（投信法第85条第

１項、社債株式等振替法第227条第２項）。また、投資主は、投資証券が交付された場合、投資証券の不所持

を申出ることもできます（投信法第85条第３項、会社法第217条）。  
  

(ハ）金銭分配請求権 
 投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方針に従って作成され、役員会の承認を得

た金銭の分配に係る計算書に従い、保有投資口数に応じて、金銭の分配を受ける権利を有しています（投信法

第137条第１項）。決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者をも

って、その決算期に関する金銭の分配を受ける権利を行使することのできる者とします（規約第34条第１

項）。 

  

(ニ）残余財産分配請求権 
 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する保有投資口数に応じて残余財産の分配

を受ける権利を有しています（投信法第158条）。但し、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻し

は行いません（規約第５条）。 

  
(ホ）議決権 

 投信法又は本投資法人の規約により定められる一定の事項は、投資主より構成される投資主総会で決議され

ます（投信法第89条第１項）。投資主は、その有する投資口１口につき１個の議決権を有します（投信法第94

条第１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会においては、法令又は規約に別段の定めがある場合のほ

か、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが（投信法第93条の２第１項、規約第11条第

１項）、規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資主が出席し、出席した当

該投資主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって、決議されなければなりません（投信法第93条の２第

２項）。 
 投資主総会において権利を行使すべき投資主は、本投資法人が役員会の決議を経て法令に従い、予め公告し

て定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主とします（投信法77条の３第２項、

規約第15条第１項）。 
 投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投信法第90条の

２第２項、第92条第１項）。また、投資主は、投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使するこ

とができます（投信法第92条の２）。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができます。但

し、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有するほ

かの投資主１名に限られます（規約第11条第２項）。また、投資主又はその代理人は、投資主総会毎に代理権

を証する書面を本投資法人に提出しなければなりません（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、規約

第11条第３項）。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないと

きは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのう

ちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされ

ます（投信法第93条第１項、規約第14条第１項）。 

  
(ヘ）代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び役員解任請求権 

 ６ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面にて資産運用会社、一般事務受託

者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えを提起することを請求できるほか（投信法第204条第３項、

第116条、第119条第３項、会社法第847条（第２項を除く）)、執行役員が投資法人の目的の範囲外の行為その

３【投資主・投資法人債権者の権利】
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他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によ

って本投資法人に回復することができない損害を生ずるおそれがあるときは、執行役員に対してその行為をや

めることを請求することができます（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第１項）。

 執行役員及び監督役員は投資主総会の決議により解任することができますが、執行役員又は監督役員の職務

の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会

において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分の３以

上に当たる投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもっ

て、当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第１項、第３項、会社法第

854条第１項第２号）。 
 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた

日から６ヶ月以内に本投資法人に対して投資口の追加発行の無効の訴えを提起することができます（投信法第

84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号）。 
 投資主は、本投資法人の合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、合併の効力が生じた日から６ヶ月以内

に本投資法人に対して合併無効の訴えを提起することができます（投信法第150条、会社法第828条第１項第７

号、第８号、第２項第７号、第８号）。 

   
(ト）帳簿等閲覧請求権 

 投資主は、本投資法人の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関連する

資料の閲覧又は謄写を請求することができます（投信法第128条の３）。 

  
(チ）その他投資主総会に関する権利 

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６ヶ月前より引き続き有する投資主は、執行役員に対し、

会議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができ、請求の後遅滞なく

投資主総会招集の手続がなされない場合には、監督官庁の許可を得て自ら招集することができます（投信法第

90条第３項、会社法第297条第１項、第４項）。 
 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、

投資主総会の日の８週間前までに一定の事項を総会の目的とすることを請求することができます。但し、その

事項が総会の決議すべきものでない場合はこの限りではありません（投信法第94条第１項、会社法第303条第

２項）。 
 発行済投資口総数の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、投資主総会に

かかる招集の手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を監督官庁に請求す

ることができます。また、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業

務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を監督官庁に申し立てることができます（投信法第110条、

第94条第１項、会社法第306条第１項）。 
 投資主は、①招集の手続若しくは決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正なとき、②決議

の内容が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって

著しく不当な決議がなされたときは、当該決議の日から３ヶ月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消

しを請求することができます（投信法第94条第２項、会社法第831条）。また、投資主総会の決議が存在しな

い場合又は無効である場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起すること

ができます（投信法第94条第２項、会社法第830条）。 

  
(リ）投資口買取請求権（投信法第149条の３、第149条の８、第149条の13） 

 本投資法人が消滅投資法人として合併する場合に、合併契約承認のための投資主総会に先立って合併に反対

する旨を本投資法人に通知し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、投資法人に対し自己

の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求できます。 

  
（ヌ）少数投資主権の行使手続き（振替法第228条、第154条、第140条）   

 振替投資口にかかる少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の

記載又は記録により判断されます。したがって、少数投資主権等を行使しようとする投資主は、保管振替機関

が個別投資主通知（保管振替機関が本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知

をいいます。以下同じです。）を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ること

ができます。投資主は、かかる個別投資主通知が振替機関から本投資法人に対して行われた後４週間が経過す

る日までに限り、少数投資主権等を行使することができます。 
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（２）投資法人債権者の権利 
 投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。 

(イ）元利金支払請求権 
 投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。 

  
(ロ）投資法人債の譲渡 

 投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の譲渡は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人

債券を交付することにより行われます（投信法第139条の７、会社法第687条）。このうち、取得者が、記名式

の投資法人債の譲渡を第三者に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、投資法人に対

抗するためには、取得者の氏名及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です（投信法第139

条の７、会社法第688条第２項）。これに対し、取得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び投資法

人に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要です（投信法第139条の７、会社法第688条第３

項）。 

 本投資法人は、投資法人債につき、社債株式等振替法に基づく一般債振替制度において、保管振替機構が取

り扱うことに同意しており、社債株式等振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新

規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、振替口座簿への記録・記載によって行われることとな

ります。 

  
(ハ）投資法人債権者集会における議決権 

ａ．投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、投資法人債権者の利害に関する事項について、

決議を行うことができます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。 

 投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の合計金額（償還済みの額を除

きます。）に応じて議決権を行使することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第723条第1

項）。投資法人債権者は、投資法人債権者集会に出席する代わりに書面や電磁的方法によって議決権を行使

することも可能です（投信法第139条の10第２項、会社法第726条、第727条）。 

 投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によってその効力を生じます（投信法第139条の10第

２項、会社法第734条）。 

  
ｂ．投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです（投信法第139条の10第２項、会社法724条第１項、

第２項）。 

(ⅰ）法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、出席した議決権者の議決権

の総額の２分の１を超える議決権を有する者の同意をもって行われます（普通決議）。 

  
(ⅱ）投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の５分の１以

上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同意をもって行わ

れます（特別決議）。 

  
ｃ．投資法人債総額（償還済みの額を除きます。）の10分の１以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権

者は、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を本投資法人又は投資法人債管理者に対して示

して、投資法人債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第

１項）。 

 かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合には、かかる請求を

行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会を招集することができます（投信法第

139条の10第２項、会社法第718条第３項）。 

  
ｄ．投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写

を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。 

  
(ニ）投資法人債管理者 

 本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済

の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。但し、各投資法人債

の金額が１億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして投信法施行規則

で定める場合は、この限りではありません（投信法第139条の８）。  
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① 名称 

 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

 （英文ではJapan Hotel REIT Advisors Co., Ltd.と表示します。） 

  
② 資本金の額 

 ３億円（本書の日付現在） 

  
③ 事業の内容 

 金融商品取引法第28条第４項に規定する投資運用業を行います。 

  
(イ）会社の沿革 

（注１）本資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第159条第1項の適用を受け、平成19年９月30日付

で投資運用業を行う金融商品取引業者としての登録を受けたものとみなされています。なお、本資産運用会社は、平成19年11月15日付

で、同附則第159条第２項に定める書類を内閣総理大臣に提出いたしました。 

（注２）本資産運用会社は、平成24年４月１日を効力発生日とし、本資産運用会社を存続会社、旧ＪＨＲの資産運用会社であるＪＨＲＫＫを吸

収合併消滅会社とする吸収合併を行っています。 

  

     (ロ）株式の総数及び資本金の額の増減 

ａ．発行可能株式の総数（本書の日付現在） 

30,000株 

  

ｂ．発行済株式の総数（本書の日付現在） 

14,500株  

  

ｃ．最近５年間における資本金の額の増減 

該当事項はありません。 

  

第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

年月日 事項 

平成16年８月10日 会社設立 

平成16年９月24日 
宅地建物取引業者免許取得 

（免許番号 東京都知事(1)第83613号） 

平成17年６月29日 
宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 

（認可番号 国土交通大臣認可第38号） 

平成17年10月４日 

証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）による改正前の投信法上

の投資法人資産運用業の認可取得 

（認可番号 内閣総理大臣第54号） 

平成19年９月30日 
投資運用業としてみなし登録（注１） 

（登録番号 関東財務局長（金商）第334号） 

平成24年４月１日 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社と合併（注２） 
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(ハ）経理の概況 

 本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。 

ａ．最近の事業年度における主な資産と負債の概況 

  

ｂ．最近の事業年度における損益の概況 

  

(ニ）その他 

ａ．役員の変更 

 資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の過半数を超

える株主が出席し、その株主の議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、

累積投票によりません。取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の

時までで、監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。

但し、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠と

して就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の

変更があった場合には、その日から２週間以内に、その旨を関東財務局長に届け出ます（金融商品取引

法第31条第１項、第29条の２第１項第３号）。また、資産運用会社の取締役又は執行役が他の会社の取

締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは執行役に

就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を関東財務局長に届け出ます（金融商品取引

法第31条の４第１項。他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべ

き社員）、監査役又は執行役が資産運用会社の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合も同様で

す。）。 

  
ｂ．訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想さ

れる事実はありません。 

  
(ホ）関係業務の概要 

 本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。 

ａ．運用資産の運用にかかる業務 

ｂ．本投資法人が行う資金調達にかかる業務 

ｃ．本投資法人の運用資産の状況等についての本投資法人への報告業務 

ｄ．本投資法人の運用資産にかかる運用計画の策定業務 

ｅ．その他本投資法人が随時委託する上記ａ乃至ｄに付随し又は関連する業務 

  

  平成24年12月31日 

総資産 916,460千円 

総負債 221,736千円 

純資産 694,723千円 

  
第９期 

自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日   

営業収益 796,123千円 

経常利益 350,105千円 

当期純利益 199,373千円 

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 163 -



 本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人

の概況 （４）投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制」を、また、投資運用に関するリスク管理体制の整

備の状況については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク （２）投資リス

クに対する管理体制」をそれぞれご参照下さい。 

  

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合を表しています。 

（２）【運用体制】

（３）【大株主の状況】

  （本書の日付現在）

名称 住所 
所有株式数 
（株） 

比率(%) 
（注） 

Rockrise Sdn Bhd 

（ロックライズ社） 

Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 

First Avenue, Bandar Utama, 47800 

Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia 

12,700 87.6 

株式会社共立メンテナンス 東京都千代田区外神田二丁目18番８号 1,500 10.3 

オリックス不動産株式会社 
東京都港区芝二丁目14番５号 

オリックス芝２丁目ビル 
300 2.1 

合計 14,500 100.0 
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 本書の日付現在における本資産運用会社の役員は以下のとおりです。 

  

（４）【役員の状況】

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

代表取締役 鈴井 博之 

昭和59年４月 

昭和62年４月 

昭和63年９月 

  

平成８年６月 

  

平成16年７月 

  

平成16年10月 

平成17年10月 

  

平成19年４月 

  

平成19年８月 

  

平成24年４月 

  

ワールド・ピーアール株式会社 入社 

牟田会計事務所 入社 

ＫＰＭＧ国際税務部 東京事務所／スペイン・マドリッド

事務所 入社 マネジャー 

サン・マイクロシステムズ株式会社 入社 

経理財務本部統括部長 

ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社 

入社 経理部 コントローラー 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 出向 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 取締役就

任 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 

代表取締役就任 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 

執行役員就任 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

代表取締役 就任（現職） 

 0

取締役 松原 宗也 

昭和61年４月 

  

平成10年12月 

  

平成13年３月 

  

  

  

平成21年６月 

  

平成24年４月 

株式会社百十四銀行 入社 本店営業部 

国際部課長代理 

デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社 入社 

金融事業部 マネージャー 

ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社

入社 

アクイジション部 ディレクター兼ストラテジック・マネ

ジメントグループ共同グループ長 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 取締役就

任 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

取締役 就任（現職） 

 0
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

取締役 有働 和幸 

昭和57年４月 

平成２年４月 

  

平成５年１月 

  

平成７年10月 

平成11年６月 

平成13年４月 

  

平成14年10月 

平成14年11月 

平成16年10月 

平成16年11月 

  

平成19年９月 

  

  

平成24年４月 

  

平成25年３月 

株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入社 

株式会社太陽神戸三井銀行（合併による社名変更）三田通

支店 融資課 課長代理 

株式会社さくら銀行（社名変更） 六本木支店 融資第二

課 副長 

同社 名古屋駅前支店 融資課長 

同社 多摩支店 副支店長 

株式会社三井住友銀行 事務統括部  

上席部長代理（合併による社名変更） 

同社 本店（東京） 上席調査役 

タイヘイ株式会社 財務部 次長（出向） 

株式会社三井住友銀行 退職 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社入社

財務部長 

日本ホテルファンド投資法人（現ジャパン・ホテル・リー

ト投資法人）  

補欠執行役員 選任（現職） 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 財

務・企画部長（現職） 

同社 取締役 就任（現職） 

 0

取締役 石戸 俊啓  

平成11年４月 

平成14年７月 

  

平成15年８月 

  

  

平成18年９月 

  

平成19年４月 

平成24年４月 

  

平成25年３月 

株式会社価値総合研究所 入社 

KPMGビジネスアドバイザリーLLC 東京支店 入社  

ホスピタリティーアドバイザリーグループ 

株式会社KPMG FAS（KPMGビジネスアドバイザリーLLC 東

京支店との合併のため） 

ホスピタリティーグループ マネジャー 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 入社  

アクイジション部 シニア・マネージャー 

同社 取締役運用本部長 就任 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社  

運用本部長兼アクイジション部長（現職） 

同社 取締役 就任（現職） 

 0

取締役 青木 陽幸 

平成６年９月 

平成９年６月 

平成13年11月 

  

平成14年７月 

  

平成17年８月 

  

平成20年１月 

平成23年11月 

  

  

平成23年12月 

  

平成24年４月 

デロイト＆トウシュＬＬＰ ニューヨーク事務所監査部 

インガーソル・ランド本社監査部 

アーサーアンダーセン税務事務所（現ＫＰＭＧ税理士法

人） 

リップルウッド・ホールディングスＬＬＣ ホテル投資グ

ループ バイスプレジデント 

クリエーティブ・リノベーション・グループ・ジャパン 

財務担当バイスプレジデント 

東京ベンチャーギア株式会社 取締役就任 

ＲＥキャピタル・サービス・ジャパン株式会社（現ＳＣキ

ャピタル・パートナーズ・ジャパン株式会社） 代表取締

役就任（現職） 

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社 監査役就

任（非常勤） 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

取締役 就任（非常勤）（現職） 

 0
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

取締役 

Suchad 

Chiaranussati 

（スチャッド・

チアラヌサッテ

ィ） 

昭和62年10月 

平成３年10月 

  

平成４年11月 

  

平成10年11月 

  

平成11年４月 

  

平成16年11月 

平成19年５月 

  

  

平成19年６月 

平成22年５月 

平成22年８月 

タイ中央銀行 外貨準備高管理部門勤務 

Temasek Holdings（在シンガポール） 

直接投資部門マネージャー就任 

ＪＰモルガン（在シンガポール） 

不動産投資・投資銀行部門ヴァイス・プレシデント就任 

タイ中央銀行 アドバイザー就任（主として同国公共・民

間セクター再構築に従事） 

Westbrook（在シンガポール） 

アジア投資活動部門責任担当主席兼取締役 

Real Estate Capital Asia Partners Ⅰ L.P.創設 

SCG Capital Partners Ⅱ Limited（Real Estate Capital 

Asia Partners Ⅱ L.P. のジェネラルパートナー） 会長

（Chairman）就任（現職） 

Real Estate Capital Asia Partners Ⅱ L.P.創設 

Rockrise Sdn Bhd 取締役 就任（現職） 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

取締役 就任（非常勤）（現職） 

 0

取締役 

Ian George 

Winston Lien 

（イアン・ジョ

ージ・ウィンス

トン・リエン） 

平成元年５月 

  

  

平成15年１月 

  

  

  

平成19年10月 

平成22年８月 

Westin Hotel勤務（ホテル開発企画業務担当。その後、

Westin Hotelのアジア地域における拡大及びStarwood 

Hotelの拡大に従事） 

Octagon Capital Partners Pte Ltd.（アジア・太平洋地

域における投資・アドバイザリー会社）の設立に参画（ア

ジア・太平洋地域でのホスピタリティ投資に対するソリュ

ーションの提供、投資案件に従事） 

SC Management Limited 取締役 就任（現職） 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

取締役 就任（非常勤）（現職） 

 0

取締役 

Chua Keng Kim 

（チュア・ケン

グ・キム） 

平成63年３月 

  

  

平成７年４月 

  

  

平成19年６月 

  

平成19年11月 

  

平成20年９月 

  

平成22年８月 

ＧＩＣ（シンガポール政府投資公社）勤務（サンフランシ

スコ、ロンドン及び香港における不動産投資及び資産運用

に従事） 

Rodamco PACIFIC B.V./Rodamco Asia N.V.（ユーロネクス

ト上場） 

取締役及び投資管理部長 就任 

Travelsky Technology Ltd（香港証券取引所上場） 

独立取締役及び監査委員会委員 就任 

Stonegate China Properties Limited 

最高経営責任者（ＣＥＯ）就任 

SC Management Limited 

マネージング・ディレクター就任 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

取締役 就任（非常勤）（現職） 

 0
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（注１）平成24年３月23日の定時株主総会決議に基づき、平成24年４月１日付で新たに鈴井博之、松原宗也、青木陽幸の３名が取締役に就任し

ました。 

（注２）平成24年３月23日の定時株主総会決議に基づき、平成24年４月１日付で新たに関田成夫が監査役に就任しました。 

（注３）平成24年４月１日の取締役会決議に基づき、同日付で代表取締役関田成夫が本資産運用会社の代表取締役を辞任し、新たに鈴井博之が

本資産運用会社の代表取締役に就任しました。 

（注４）平成25年３月22日の定時株主総会決議に基づき、髙橋健及び平山順一の２名が取締役を退任し、新たに有働和幸及び石戸俊啓の２名が

取締役に就任しました。 

   

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

監査役 関田 成夫 

昭和49年４月 

昭和54年10月 

平成10年３月 

平成12年４月 

  

平成14年１月 

  

平成17年８月 

  

平成22年９月 

  

平成22年12月 

  

平成24年４月 

  

平成24年９月 

大和証券株式会社 入社 

和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社 

和光国際ヨーロッパ株式会社 社長（出向） 

新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 公開引受部

長（合併により社名変更） 

WestLB証券株式会社 入社 インベストメント バンキン

ググループ ディレクター 

クレディ・スイス証券株式会社 入社 

ストラクチャード インベストメント部 ディレクター 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入

社 顧問 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 代

表取締役就任 

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 

監査役 就任（非常勤）（現職） 

株式会社COSMO&COMPANY 顧問 就任（非常勤）（現職） 

 0
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①事業の内容 

 本資産運用会社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業を行っています。 

  

②営業の概況 

 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資法人は、本投資法人

のみです。 

  

（５）【事業の内容及び営業の概況】
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① 名称  

  三井住友信託銀行株式会社 
  

② 資本金の額 

 342,037百万円（平成24年９月30日現在） 

  
③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。）に基づき銀行業を

営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。

以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務を営んでいます。 

  

一般事務受託者兼資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

① 計算に関する事務 

② 会計帳簿の作成に関する事務 

③ 納税に関する事務（税理士法人プライスウォーターハウスクーパースへ委託された業務を除きます。） 

④ 本投資法人の機関の運営に関する事務 

⑤ 上記①ないし④に掲げる事務のほか、本投資法人と協議のうえ定める事項 

  

 該当事項はありません。 

  

 （１）名称、資本金の額及び事業の内容 

 ① 名称 

  税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 

  
 ② 資本金の額 

  該当事項はありません。 

  
 ③ 事業の内容 

  税理士法（昭和26年法律第237号、その後の改正を含みます。）に基づき税務に関する業務を営んでいま 

 す。 

  
 （２）関係業務の概要 

  納税等にかかる一般事務受託者である税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、以下の業務を行

 います。 

 ① 本投資法人の税務申告書（法人税、地方税及び消費税）の作成業務 

  
 ② その他別途本投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ合意する事務 

  
 （３）資本関係 

  該当事項はありません。 

  

 （１）名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

   三井住友信託銀行株式会社  

  

２【その他の関係法人の概況】

Ａ 経理等にかかる一般事務受託者兼資産保管会社

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

（２）関係業務の概要

（３）資本関係

Ｂ 納税等にかかる一般事務受託者

Ｃ 投資主名簿等管理人
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② 資本金の額 

   342,037百万円（平成24年９月30日現在） 

  

③ 事業の内容 

   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

  

 （２）関係業務の概要 

   投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。  

① 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項  

② 投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項  

③ 投資主等の氏名、住所の登録に関する事項  

④ 投資主等の提出する届出の受理に関する事項  

⑤ 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書（又は委任

状）の作成等に関する事項  

⑥ 分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項  

⑦ 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項  

⑧ 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項  

⑨ 使用済書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項  

⑩ 募集投資口の発行に関する事項  

⑪ 投資口の併合又は分割に関する事項  

⑫ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項  

 （前各号の事項に関連するものに限ります。）  

⑬ 法令又は投資主名簿等管理人契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項  

⑭ その他振替機関との情報の授受に関する事項  

⑮ 前各号に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事項  

  

 （３）資本関係 

    該当事項はありません。 

   

（１）名称、資本金の額及び事業の内容  

①名称 

 三井住友信託銀行株式会社  

  

②資本金の額 

 342,037百万円（平成24年９月30日現在） 

  

③事業の内容 

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

  

（２）関係業務の概要  

 特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

① 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項 

② 総投資主報告に関する事項 

③ 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項 

④ 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請 

求に関する事項 

⑤ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記

録に関する事項 

⑥ 特別口座の開設及び廃止に関する事項 

⑦ 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事

項 

⑧ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事項 

Ｄ 特別口座管理機関（三井住友信託銀行株式会社）
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⑨ 振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項 

⑩ 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項 

⑪ 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項 

⑫ 前各号に掲げるもののほか、加入者等による請求に関する事項 

⑬ 前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する

事項 

⑭ 加入者等からの照会に対する応答に関する事項 

⑮ 投資口の併合又は分割に関する事項 

⑯ 前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項並びに本投資法人及び特別口座管理機関が協議の

うえ定める事項 

  

（３）資本関係  

 該当事項はありません。 

  

（１）名称、資本金の額及び事業の内容  

①名称 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  

②資本金の額 

 324,279百万円（平成24年９月30日現在） 

  

③事業の内容 

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

  

（２）関係業務の概要  

 特別口座管理機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。 

① 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 

② 総投資主通知に係る報告に関する事務 

③ 新規記載又は記録手続き及び抹消手続き又は全部抹消手続きに関する事務 

④ 振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知 

⑤ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記

録に関する事務 

⑥ 特別口座の開設及び廃止に関する事務 

⑦ 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への届出に関する事務 

⑧ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事務 

⑨ 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 

⑩ 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務 

⑪ 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求（振替機関を通じて請求されるものを含みます。）に関

する事務 

⑫ 前各号に掲げるもののほか、加入者等（投資主、投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任

代理人をいいます。以下同じです。）による請求に関する事務 

⑬ 前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する

事務 

⑭ 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 

⑮ 投資口の併合・分割に関する事務 

⑯ 前各号に掲げるもののほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人と特別口座管理機関が協議のうえ

定める事務 

  

（３）資本関係  

 該当事項はありません。 

  

Ｅ 特別口座管理機関（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）
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（１）名称、資本金の額及び事業の内容  

①名称 

 株式会社三井住友銀行 

  

②資本金の額 

 1,770,996百万円（平成24年９月30日現在） 

  

③事業の内容 

預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託お

よび登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務。  

  

（２）関係業務の概要  

 旧ＪＨＲ第１回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三井住友銀行は、以下の業務を

行います。 

① 買取引受をした者から受領した払込金額の交付 

② 投資法人債原簿の作成 

③ 投資法人債原簿の調整及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務 

④ 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払い 

⑤ 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付 

⑥ 買入消却に関する事務 

⑦ 投資法人債権者からの請求等の受付及び取次 

⑧ その他協議のうえ必要と認められる事務 

 上記に定める事務以外の事務が発生した場合、投信法施行規則第169条第２項第８号に規定するその他金融庁

長官が定める事務が定められた場合、若しくは、投信法、投信法施行令及び投信法施行規則が改正されることに

伴い一般事務に係る規定が変更され、又は、新たな一般事務が規定された場合は、本投資法人及び一般事務受託

者が、その取扱いについて協議します。 

  

（３）資本関係  

 該当事項はありません。 

  

Ｆ 投資法人債に関する一般事務受託者

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 173 -



１．財務諸表の作成方法について 

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

並びに同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令47号。その後の改正を含み

ます。）に基づいて作成しています。 

 財務諸表に記載している金額は、千円単位で表示し、単位未満は切り捨てています。 

  

２．決算期変更について 

 平成24年２月24日開催の第５回投資主総会において本投資法人の規約の一部変更が承認され、本投資法人は、決算

期を、６ヶ月間を営業期間とする３月31日及び９月30日から、12ヶ月間を営業期間とする12月31日に変更しました。

 この変更に伴い、第13期は平成24年４月１日から平成24年12月31日までの９ヶ月間となっています。 

   

３．監査証明について 

 本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期計算期間（平成24年４月１日から平成

24年12月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けています。 

  

４．連結財務諸表について 

 本投資法人は、子会社がありませんので連結財務諸表は作成していません。 

  

第５【投資法人の経理状況】
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１【財務諸表】 
（１）【貸借対照表】 

（単位：千円）

第12期 
(平成24年３月31日) 

第13期 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  695,340 ※1  4,147,511

信託現金及び信託預金 ※1  2,328,827 4,774,787

営業未収入金 40,174 705,961

前払費用 444,780 324,846

未収還付法人税等 － 800

繰延税金資産 18 －

その他 155 6,243

流動資産合計 3,509,296 9,960,151

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置 － 101,987

減価償却累計額 － △10,072

機械及び装置（純額） － ※1  91,914

工具、器具及び備品 2,824 609,922

減価償却累計額 △143 △124,762

工具、器具及び備品（純額） 2,681 ※1  485,160

建設仮勘定 2,231 －

信託建物 20,934,816 52,286,117

減価償却累計額 △2,568,432 △3,730,748

信託建物（純額） ※1  18,366,383 ※1  48,555,368

信託構築物 77,611 534,568

減価償却累計額 △9,339 △35,187

信託構築物（純額） ※1  68,271 ※1  499,380

信託機械及び装置 215,812 234,994

減価償却累計額 △27,227 △29,217

信託機械及び装置（純額） ※1  188,584 ※1  205,777

信託工具、器具及び備品 130,656 134,600

減価償却累計額 △43,261 △51,010

信託工具、器具及び備品（純額） ※1  87,394 ※1  83,589

信託土地 ※1  24,223,855 ※1  59,212,599

信託建設仮勘定 ※1  12,594 ※1  20,160

有形固定資産合計 42,951,998 109,153,949

無形固定資産   

ソフトウエア － 49,952

信託借地権 ※1  116,094 ※1  19,774,039

その他 476 12,327

無形固定資産合計 116,570 19,836,320

投資その他の資産   

差入保証金 10,000 22,500

信託差入敷金及び保証金 ※1  8,100 158,323

長期前払費用 157,795 427,685

デリバティブ債権 － 9,823

投資その他の資産合計 175,895 618,333

固定資産合計 43,244,464 129,608,602

繰延資産   

投資口交付費 20,080 55,109

繰延資産合計 20,080 55,109

資産合計 46,773,842 139,623,863
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（単位：千円）

第12期 
(平成24年３月31日) 

第13期 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 217,484 298,690

短期借入金 ※1  3,960,000 ※1  3,841,980

1年内償還予定の投資法人債 － 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,974,550 ※1  5,280,175

未払金 － 36

未払費用 1,961 320,774

未払法人税等 959 302

未払消費税等 50,903 132,926

前受金 199,266 638,335

未払分配金 5,177 6,159

預り金 － 11,734

その他 － 9,461

流動負債合計 6,410,302 12,540,575

固定負債   

長期借入金 ※1  15,582,000 ※1  54,098,080

預り敷金及び保証金 － 2,010,520

信託預り敷金及び保証金 1,145,897 1,926,295

デリバティブ債務 － 34,747

繰延税金負債 － 3,355

固定負債合計 16,727,897 58,072,998

負債合計 23,138,200 70,613,573

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 23,161,729 28,260,193

剰余金   

出資剰余金 － 21,746,398

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 473,912 19,031,977

剰余金合計 473,912 40,778,375

投資主資本合計 23,635,641 69,038,569

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △28,279

評価・換算差額等合計 － △28,279

純資産合計 ※2  23,635,641 ※2  69,010,289

負債純資産合計 46,773,842 139,623,863
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（２）【損益計算書】 

（単位：千円）

第12期 
自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

営業収益   

不動産運用収入 ※1  1,394,939 ※1  7,175,209

その他不動産運用収入 ※1  36,589 ※1  108,548

営業収益合計 1,431,528 7,283,758

営業費用   

不動産運用費用 ※1  503,393 ※1  2,668,078

不動産等売却損 － ※2  1,393,381

資産運用報酬 103,924 461,770

資産保管手数料 4,612 14,915

一般事務委託手数料 21,237 43,794

役員報酬 2,700 7,200

その他営業費用 45,516 99,013

営業費用合計 681,385 4,688,153

営業利益 750,143 2,595,604

営業外収益   

受取利息 286 791

未払分配金戻入 775 1,850

損害保険金収入 1,084 －

還付加算金 703 362

雑収入 1,578 －

その他 － 0

営業外収益合計 4,428 3,004

営業外費用   

支払利息 180,155 805,491

投資法人債利息 － 31,709

融資関連費用 94,470 337,186

投資口交付費償却 5,020 11,399

その他 － 30

営業外費用合計 279,645 1,185,816

経常利益 474,925 1,412,792

特別利益   

負ののれん発生益 － 18,578,273

特別利益合計 － 18,578,273

特別損失   

減損損失 － ※3  958,275

特別損失合計 － 958,275

税引前当期純利益 474,925 19,032,791

法人税、住民税及び事業税 1,016 806

法人税等調整額 △0 38

法人税等合計 1,016 845

当期純利益 473,909 19,031,946

前期繰越利益 3 31

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 473,912 19,031,977
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（３）【投資主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

第12期 
自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

投資主資本   

出資総額   

当期首残高 23,161,729 23,161,729

当期変動額   

新投資口の発行 － 5,098,464

当期変動額合計 － 5,098,464

当期末残高 ※1  23,161,729 ※1  28,260,193

剰余金   

出資剰余金   

当期首残高 － －

当期変動額   

合併による増加 － 21,746,398

当期変動額合計 － 21,746,398

当期末残高 － 21,746,398

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）   

当期首残高 493,382 473,912

当期変動額   

剰余金の配当 △493,379 △473,881

当期純利益 473,909 19,031,946

当期変動額合計 △19,470 18,558,065

当期末残高 473,912 19,031,977

剰余金合計   

当期首残高 493,382 473,912

当期変動額   

合併による増加 － 21,746,398

剰余金の配当 △493,379 △473,881

当期純利益 473,909 19,031,946

当期変動額合計 △19,470 40,304,463

当期末残高 473,912 40,778,375

投資主資本合計   

当期首残高 23,655,112 23,635,641

当期変動額   

新投資口の発行 － 5,098,464

合併による増加 － 21,746,398

剰余金の配当 △493,379 △473,881

当期純利益 473,909 19,031,946

当期変動額合計 △19,470 45,402,927

当期末残高 23,635,641 69,038,569
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（単位：千円）

第12期 
自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － －

当期変動額   

投資主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △28,279

当期変動額合計 － △28,279

当期末残高 － △28,279

評価・換算差額等合計   

当期首残高 － －

当期変動額   

投資主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △28,279

当期変動額合計 － △28,279

当期末残高 － △28,279

純資産合計   

当期首残高 23,655,112 23,635,641

当期変動額   

新投資口の発行 － 5,098,464

合併による増加 － 21,746,398

剰余金の配当 △493,379 △473,881

当期純利益 473,909 19,031,946

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △28,279

当期変動額合計 △19,470 45,374,648

当期末残高 23,635,641 69,010,289
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

区分 
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

Ⅰ 当期未処分利益 円 473,912,203 円 19,031,977,302

Ⅱ 分配金の額 

（投資口１口当たりの分配

金の額） 

円 

( 円) 

473,881,146

8,166

円 

( 円) 

3,012,797,987

1,427

Ⅲ 配当積立金  ― 円 16,017,484,268

Ⅳ 次期繰越利益 円 31,057 円 1,695,047

分配金の額の算出方法  本投資法人の規約第34条第１項に定め

る金銭の分配方針に基づき、分配額は利

益の金額を限度とし、かつ租税特別措置

法第67条の15に規定されている本投資法

人の配当可能利益の額の100分の90に相

当する金額を超えるものとしています。

かかる方針により、当期未処分利益を超

えない額で発行済投資口数58,031口の整

数倍の最大値となる473,881,146円を利

益分配金として分配することといたしま

した。なお、本投資法人規約第34条第１

項(4)に定める利益を超えた金銭の分配

は行いません。 

 本投資法人の規約第34条第１項に定め

る金銭の分配方針に基づき、租税特別措

置法第67条の15に規定されている本投資

法人の配当可能利益の額の100分の90に

相当する金額を超えるものとし、当期未

処分利益19,031,977,302円から負ののれ

ん発生益18,578,273,869円を控除した金

額に、分配金充当額2,560,789,601円を

加算した金額3,014,493,034円に対し

て、投資口１口当たり分配金が１円未満

となる端数部分を除く全額1,427円を利

益分配金として分配することといたしま

した。なお、本投資法人規約第34条第１

項(4)に定める利益を超えた金銭の分配

は行いません。また、上記負ののれん発

生益から分配金充当額を控除した残額

16,017,484,268円を配当積立金として積

立てを行うことといたしました。 

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 180 -



（５）【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

第12期 
自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 474,925 19,032,791

減価償却費 263,762 1,592,745

固定資産除却損 － 9,132

負ののれん発生益 － △18,578,273

投資口交付費償却 5,020 11,399

減損損失 － 958,275

信託有形固定資産の売却による減少額 － 2,203,823

受取利息 △286 △791

未払分配金戻入 △775 －

支払利息 180,155 837,200

還付加算金 △703 △362

営業未収入金の増減額（△は増加） 55,048 △376,130

未収消費税等の増減額（△は増加） 149,738 －

前払費用の増減額（△は増加） △233,746 △251,662

長期前払費用の増減額（△は増加） 67,880 9,544

営業未払金の増減額（△は減少） 19,955 △453,041

未払金の増減額（△は減少） △10,762 36

未払費用の増減額（△は減少） － 85,312

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,903 49,612

前受金の増減額（△は減少） 8,172 82,109

預り金の増減額（△は減少） △3,833 11,734

その他 △155 3,600

小計 1,025,299 5,227,054

利息の受取額 286 791

利息の支払額 △179,179 △890,716

還付加算金の受取額 703 362

法人税等の支払額 △990 △3,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 846,120 4,334,155

投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託有形固定資産の取得による支出 △85,424 △11,705,781

有形固定資産の取得による支出 △5,055 △112,386

無形固定資産の取得による支出 △476 △16,516

信託差入保証金の差入による支出 － △10,555

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 50,040 495,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,916 △11,349,411

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,960,000 －

短期借入金の返済による支出 △3,980,000 △118,020

長期借入れによる収入 － 18,753,200

長期借入金の返済による支出 △89,250 △13,882,695

投資口の発行による収入 － 5,052,035

分配金の支払額 △493,090 △1,084,385

差入保証金の回収による収入 － 207,823

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,340 8,927,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,863 1,912,702

現金及び現金同等物の期首残高 2,821,304 3,024,168

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － ※2  3,985,428

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,024,168 ※1  8,922,299
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（６）【注記表】

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

１．固定資産の減価償

却の方法  

(1）有形固定資産（信託財産を含む。） 

 定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 

機械及び装置      ２～12年 

工具、器具及び備品   ２～20年 

信託建物        ２～65年 

信託構築物       ２～65年 

信託機械及び装置    12～35年 

信託工具、器具及び備品 ２～29年 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

(3）長期前払費用 

 定額法を採用しています。 

２．繰延資産の処理方

法 

投資口交付費 

 ３年間で定額法により償却しています。 

 なお、平成24年９月12日付一般募集による新投資口の発行は、引受証券会社が発行価額で引

受を行い、これを発行価額と異なる発行価格で一般投資家に販売する買取引受契約（「スプレ

ッド方式」といいます。）によっております。 

 スプレッド方式では、発行価格（募集価格）と発行価額の差額181,920千円が事実上の引受

手数料となることから、本投資法人から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。

このため、投資口交付費に引受手数料は含まれておりません。   

３．収益及び費用の計

上基準 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定さ

れた税額のうち、当期に対応する額を不動産運用費用として費用処理する方法を採用していま

す。 

 なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等の精算金

は、不動産運用費用として計上せず、当該不動産等の取得価額に算入しています。当期におい

て不動産等の取得価額に算入した固定資産税等相当額は、21,332千円です。 

４．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

   なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しています。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ取引 

  ヘッジ対象 

   借入金金利  

(3）ヘッジ方針 

   本投資法人は、財務方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデ

リバティブ取引を行っております。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価して

おります。 

   但し、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているものについては、ヘッジの有

効性の評価を省略しております。   

５．キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金（現金及び現

金同等物）の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現

金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ています。 
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 （損益計算書） 

従来、不動産賃貸事業による収入を、「賃貸事業収入」及び「その他賃貸事業収入」として表示していました

が、運営委託契約を導入したことに伴い、賃貸事業の表現が適当ではなくなったため、「不動産運用収入」及び

「その他不動産運用収入」として表示する方法に変更し、不動産賃貸事業による費用を「賃貸事業費用」から「不

動産運用費用」として表示する方法に変更しました。 

この結果、第12期の損益計算書において「賃貸事業収入」、「その他賃貸事業収入」及び「賃貸事業費用」とし

て表示していた項目は、「不動産運用収入」、「その他不動産運用収入」及び「不動産運用費用」として表示して

おります。 

   

６．その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

(1）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産

及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損

益計算書の該当勘定科目に計上しています。 

 なお、当該勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借

対照表において区分掲記することとしています。 

① 信託現金及び信託預金 

② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託

建設仮勘定 

③ 信託借地権、信託差入敷金及び保証金 

④ 信託預り敷金及び保証金 

(2）消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっています。 

[表示方法の変更に関する注記]
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※１．担保に供している資産及び担保を付している債務 

 担保に供している資産は次のとおりです。 

 担保を付している債務は次のとおりです。 

  

※２．投信法第67条第４項に規定する最低純資産額 

  

[貸借対照表に関する注記]

  
第12期 

（平成24年３月31日） 
第13期 

（平成24年12月31日） 

現金及び預金 千円 685,186 千円 3,743,278

信託現金及び信託預金 千円 2,328,827 ― 

機械及び装置 ― 千円 90,178

工具、器具及び備品 ― 千円 415,538

信託建物 千円 18,366,383 千円 48,555,368

信託構築物 千円 68,271 千円 499,380

信託機械及び装置 千円 188,584 千円 205,777

信託工具、器具及び備品 千円 87,394 千円 83,589

信託土地 千円 24,223,855 千円 59,212,599

信託建設仮勘定 千円 12,594 千円 20,160

信託借地権 千円 116,094 千円 19,774,039

信託差入敷金及び保証金 千円 8,100 ― 

合計 千円 46,085,294 千円 132,599,909

  
第12期 

（平成24年３月31日） 
第13期 

（平成24年12月31日） 

短期借入金 千円 3,960,000 千円 3,841,980

１年内返済予定の長期借入金 千円 1,974,550 千円 5,280,175

長期借入金 千円 15,582,000 千円 54,098,080

合計 千円 21,516,550 千円 63,220,235

  
  

第12期 
（平成24年３月31日） 

第13期 
（平成24年12月31日） 

 千円 50,000 千円 50,000
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※１．不動産運用損益の内訳 

 （注１）第13期の賃料等には、運営委託収入が127,524千円含まれております。  

 （注２）第13期の外注委託費には、運営委託費が14,637千円含まれております。  

  

※２．不動産等売却損の内訳  

   第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

               （単位：千円） 

  

※３．減損損失  

   第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

    第13期において、本投資法人は以下の資産グループについて減損損失を計上しています。 

                                   （単位：千円） 

[損益計算書に関する注記]

  
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

Ａ．不動産運用収益         

不動産運用収入         

賃料等（注１） 千円 1,394,939 千円1,394,939 千円 7,175,209 千円7,175,209

その他不動産運用収入  

駐車場使用料 千円 7,856 千円 26,649

その他付帯収益 千円 5,913 千円 8,329

水道光熱費収入 千円 22,819   千円 59,054  

その他 ― 千円36,589 千円 14,515 千円108,548

不動産運用収益合計 千円1,431,528   千円7,283,758

Ｂ．不動産運用費用  

不動産運用費用  

支払地代・その他賃借料 ― 千円 278,850

固定資産税等 千円 124,823 千円 530,958

外注委託費（注２） 千円 34,956 千円 89,177

損害保険料 千円 6,385 千円 18,976

減価償却費 千円 263,762 千円 1,592,118

固定資産除却損 ― 千円 9,132

修繕費 千円 8,135 千円 36,042

水道光熱費 千円 23,793 千円 58,698

信託報酬 千円 16,372 千円 39,164

その他 千円 25,162 千円503,393 千円 14,958 千円2,668,078

不動産運用費用合計 千円503,393  千円2,668,078

Ｃ．不動産運用損益  

（Ａ－Ｂ） 千円928,134  千円4,615,679

ミレニアホテル松山   

不動産売却収入 422,000

不動産売却原価 1,380,189

その他売却費用 23,774

 不動産売却損益（△） △981,963

ホテルリソル札幌 南二条  

不動産売却収入  420,000

不動産売却原価 823,633

その他売却費用 7,784

 不動産売却損益（△） △411,418

 用途 場所 種類 減損損失 

ホテル※  神奈川県相模原市  
 信託土地   627,255

 信託建物等   331,020
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※上記ホテルの名称はホテルビスタ橋本です。 

 減損損失の算定にあたっては、それぞれの物件ごとに１つの資産グループとしています。競合ホテルの影

響など今後のマーケット環境等を勘案し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（958,275千円）として特別損失に計上しました。減損損失の内訳は、信託建物326,015千円、信託構築物

4,281千円、信託工具、器具及び備品723千円、信託土地627,255千円です。 

 なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しています。正味売却価額は不動産鑑定士

による不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しています。 

   

  

   

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

※２．重要な非資金取引の内容 

第13期に合併した旧ＪＨＲより受け入れた資産及び引き受けた負債の内訳は、次のとおりです。なお、合

併による出資剰余金の増加は21,746,398千円です。 

  

  

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

  

[投資主資本等変動計算書に関する注記]

  
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日  

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日  

 ※１発行可能投資口総口数及び 

   発行済投資口数 
    

 発行可能投資口総口数 2,000,000口 20,000,000口

 発行済投資口数 58,031口 2,111,281口

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

  
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

現金及び預金 千円 695,340 千円 4,147,511

信託現金及び信託預金 千円 2,328,827 千円 4,774,787

現金及び現金同等物 千円 3,024,168 千円 8,922,299

流動資産   千円4,304,913

固定資産  千円79,461,287

 資産合計  千円83,766,200

流動負債  千円14,757,315

固定負債  千円27,993,090

 負債合計  千円42,750,405

[リース取引に関する注記]

  
第12期 

（平成24年３月31日） 
第13期 

（平成24年12月31日） 

１年以内 千円 353,899 千円 1,483,459

１年超 千円 2,029,841 千円 8,932,811

合計 千円 2,383,740 千円 10,416,270
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１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人は投信法第２条第12項に定める投資法人であり、資産を主として特定資産（投信法に掲げるもの

をいう。）に対する投資として運用することを目的としています。資金運用については短期的な預金等に限定

し、かかる投資を行うため、資金調達については投資口等の発行及び銀行借入により調達する方針です。デリ

バティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。 

  

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固

定化を図る必要があると判断される場合には、デリバティブ取引をヘッジ手段として利用することがありま

す。 

 なお、本投資法人において、デリバティブ取引については、本投資法人の定める規程等及び本資産運用会社

のリスク管理規程等に従って行うこととしており、本資産運用会社の財務担当部門が当該案件を決裁権限表に

定める決裁権者及び各会議体による決裁及び決議、及び本投資法人役員会の決議を経て、格付の高い金融機関

との間で行います。 

 また、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、本投資法人では本資産運用会社の財務担当部門が月次

に資金繰り計画及び実績表の作成・管理を行うほか、金銭消費貸借契約において設けられている財務制限条項

に抵触しないようモニタリングを行っています。また、資金調達においては、本資産運用会社の決裁権者及び

各会議体による決裁及び決議、及び本投資法人役員会の決議を経て金融環境等も踏まえた長短バランスを調整

すること等により、流動性リスクを管理しています。 

  

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 「２．金融商品の時価に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自

体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

  

２．金融商品の時価に関する事項 

 第12期（平成24年３月31日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

す。 

  

 第13期（平成24年12月31日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（注２） 

[金融商品に関する注記]

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

(1）現金及び預金  695,340  695,340 ― 

(2）信託現金及び信託預金  2,328,827  2,328,827 ― 

資産計  3,024,168  3,024,168 ― 

(3）短期借入金  3,960,000  3,960,000 ― 

(4）１年内返済予定の長期借入金  1,974,550  1,974,550 ― 

(5）長期借入金  15,582,000  15,582,000 ― 

負債計  21,516,550  21,516,550 ― 

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

(1）現金及び預金  4,147,511  4,147,511 ― 

(2）信託現金及び信託預金  4,774,787  4,774,787 ― 

資産計  8,922,299  8,922,299 ― 

(3）短期借入金  3,841,980  3,841,980 ― 

(4）１年内償還予定の投資法人債  2,000,000  2,002,600  2,600

(5）１年内返済予定の長期借入金  5,280,175  5,280,175 ― 

(6）長期借入金  54,098,080  54,098,080 ― 

負債計  65,220,235  65,222,835  2,600

(7）デリバティブ取引（※）  (24,923)  (24,923) ― 
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（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は、（ ）で示しています。 

  

（注１）金融商品の時価の算定方法 

(1）現金及び預金、(2）信託現金及び信託預金、(3）短期借入金 

 これらは短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、当該帳

簿価額によっています。 

(4）１年内償還予定の投資法人債 

 これらの時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。 

(5）１年内返済予定の長期借入金、(6）長期借入金 

 これらは、変動金利によるものであり、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿

価額にほぼ等しいと言えることから、当該帳簿価額によっています。 

(7）デリバティブ取引 

  後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 

（千円）

 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退

去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もるこ

とが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。 

  

３．金銭債権の決算日後の償還予定額 

第12期（平成24年３月31日） 

  

金銭債権の決算日後の償還予定額 

第13期（平成24年12月31日） 

  

４．借入金の決算日後の返済予定額 

第12期（平成24年３月31日） 

  

区分 
第12期 

平成24年３月31日 
第13期 

平成24年12月31日 

預り敷金及び保証金 －  2,010,520

信託預り敷金及び保証金  1,145,897  1,926,295

合計  1,145,897  3,936,815

  
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

現金及び預金  695,340 ― ― ― ― ― 

信託現金及び信託預金  2,328,827 ― ― ― ― ― 

合計  3,024,168 ― ― ― ― ― 

  
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

現金及び預金  4,147,511 ― ― ― ― ― 

信託現金及び信託預金  4,774,787 ― ― ― ― ― 

合計  8,922,299 ― ― ― ― ― 

  
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

短期借入金  3,960,000 ― ― ― ― ― 

１年内返済予定の長期借入金  1,974,550 ― ― ― ― ― 

長期借入金 ―  7,725,000  5,169,000  2,688,000 ― ― 

合計  5,934,550  7,725,000  5,169,000  2,688,000 ― ― 
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借入金の決算日後の返済予定額 

第13期（平成24年12月31日） 

  

   該当事項はありません。  

  

１．ヘッジ会計が適用されていないもの 

第12期（平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

第13期（平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているもの 

第12期（平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

第13期（平成24年12月31日） 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額ま

たは契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。 

（単位：千円） 

  

   該当事項はありません。 

  

  
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

短期借入金  3,841,980 ― ― ― ― ― 

１年内償還予定の投資法人債  2,000,000 ― ― ― ― ― 

１年内返済予定の長期借入金  5,280,175 ― ― ― ― ― 

長期借入金 ―  15,063,550  14,436,330  9,978,200  9,620,000  5,000,000

合計  11,122,155  15,063,550  14,436,330  9,978,200  9,620,000  5,000,000

[有価証券関係に関する注記]

[デリバティブ取引に関する注記]

ヘッジ会計 

の方法 
  

デリバティブ取引 

の種類等 
  

主な 

ヘッジ対象 
  

契約額等 
時価 

該当時価の 

算定方法   うち１年超 

原則的 
処理方法 

金利スワップ取引 
支払固定・受取変動 

長期借入金 29,217,500 29,217,500  △24,923

取引先金融機関か

ら提示された価格
等によっていま

す。 

[持分法損益関係に関する注記]
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１．親会社及び法人主要投資主等 

  該当事項はありません。 

２．関連会社等 

  該当事項はありません。  

３．兄弟会社等 

  該当事項はありません。 

 ４．役員及び個人主要投資主等 

第12期（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31日） 

  

（注１）関田成夫が第三者（ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社）の代表者として行った取引であり、報酬額は、本投資法人

の規約で定められた条件によっています。 

（注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。  

  

第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。   

  

[関連当事者との取引に関する注記]

種類 氏名 職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係  

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員及
びその
近親者 

関田成夫 

本投資法人執
行役員兼ジャ
パン・ホテ
ル・リート・
アドバイザー
ズ株式会社代
表取締役 

（被所有）
間接  
0.0％ 

資産運用業
務の委託 

ジャパン・ホテ
ル・リート・ア
ドバイザーズ株
式会社への資産
運用報酬の支払
（注１） 

103,924 

（注２） 
営業未払金 

109,120

（注２）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

    

   該当事項はありません。 

  

[税効果会計に関する注記]

  
第12期 

（平成24年３月31日） 

第13期 

（平成24年12月31日） 

  

繰延税金資産（流動） 

 未払事業税損金不算入額 千円18 ―

繰延税金資産（流動）合計 千円18 ―

繰延税金資産（流動）の純額 千円18 ―

  

繰延税金資産（固定） 

合併受入資産評価差額 ― 千円2,177,012

減損損失 ― 千円326,753

繰延ヘッジ損益 ― 千円11,869

繰延税金資産（固定）小計 ― 千円2,515,635

評価性引当金 ― 千円△2,515,635

繰延税金資産（固定）合計 ― ―

繰延税金負債（固定） 

繰延ヘッジ損益 ― 千円3,355

繰延税金負債（固定）合計 ― 千円3,355

繰延税金負債（固定）の純額 ― 千円3,355

  
第12期 

（平成24年３月31日） 

第13期 

（平成24年12月31日） 

法定実効税率 ％39.33 ％36.59

（調整）  

負ののれん発生益 ― ％△37.04

支払分配金の損金算入額 ％△39.24 ％△1.14

評価性引当金の増減 ― ％1.49

その他 ％0.12 ％0.10

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％0.21 ％0.00

[退職給付に関する注記]
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第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

１．企業結合の概要 

(1）被取得企業の名称 

 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（以下「旧ＪＨＲ」といいます。） 

(2）被取得企業の事業の内容 

 投信法に基づき、主として特定資産に投資して運用を行うこと。 

(3）企業結合を行った主な理由 

 本投資法人と旧ＪＨＲは、ホテル特化型のＪ-ＲＥＩＴとして本合併により、賃料収入の「安定性」と「ア

ップサイドの獲得」の両立、ポートフォリオの一層の分散と資産規模の拡大、また、投資口数の増加による流

動性の向上、時価総額の拡大を実現すべく、協議・検討を重ねた結果、両投資法人の課題を克服し、共に成長

するための戦略として本合併を実行することが、両投資法人の投資主価値の最大化に資するという共通の認識

を得るに至り、平成23年12月22日付で合併契約を締結し、平成24年４月１日付でその効力が発生しました。 

(4）企業結合日 

 平成24年４月１日 

(5）企業結合の法的形式 

 本投資法人を吸収合併存続法人、旧ＪＨＲを吸収合併消滅法人とする吸収合併方式。 

(6）結合後の企業の名称 

 ジャパン・ホテル・リート投資法人 

(7）取得企業を決定するに至った根拠 

 企業結合に関する会計基準等に基づき、最も大きな議決権比率を有する投資主の存在、役員等を解任できる

投資主の存在、投資口の交換条件その他の要素を総合的に勘案して、本投資法人が取得企業となりました。 

  

２．財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成24年４月１日から平成24年12月31日まで 

  

３．取得原価の算定に関する事項 

(1）被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

(2）投資口の交換比率 

 旧ＪＨＲの投資口１口に対し、投資口分割後の本投資法人の投資口11口を割当交付しました。なお、本投資

法人は効力発生日をもって、本投資法人の投資口１口を12口に分割する投資口の分割を行っており、かかる投

資口の分割の考慮前の合併比率は、本投資法人：旧ＪＨＲ＝1：11/12となります。 

  

(3）交換比率の算定方法 

①市場投資口価格法、配当割引モデル（ＤＤＭ）方式、時価純資産法等を中心とした評価方法に基づき、交換

比率の分析を行っております。  

②本投資法人及び旧ＪＨＲは、本合併に用いられる交換比率の算定にあたって公正を期すため、それぞれ交換

比率算定のための第三者評価機関を任命し、その算定結果等の要因を総合的に勘案し協議や交渉を重ねた

結果、上記交換比率が妥当であると判断しました。   

  

(4）交付投資口数 

 1,162,909口 

  

[企業結合に関する注記]

取得の対価    

 企業結合日に交付した本投資法人の投資口の時価 千円21,746,398

取得に直接要した費用    

 デュー・デリジェンス費用等 千円691,123

 取得原価     千円22,437,521

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 192 -



４．取得原価の配分に関する事項 

(1）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内容 

  

(2）発生した負ののれんの金額及び発生原因 

 負ののれんの金額   千円 

 発生原因       企業結合時における旧ＪＨＲの時価純資産が取得原価を上回ったため、 

            その差額を負ののれんとして認識いたしました。     

 会計処理       第13期において特別利益に一括計上しています。 

  

５．比較情報 

企業結合日が第13期の開始日のため該当はありません。  

  

第12期（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

流動資産  千円4,304,913

固定資産 千円79,461,287

 資産合計  千円83,766,200

流動負債 千円14,757,315

固定負債     千円27,993,090

 負債合計    千円42,750,405

18,578,273

[資産除去債務に関する注記]
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１．セグメント情報 

本投資法人はホテル不動産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

  

２．関連情報 

第12期（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31日） 

(１）製品及びサービスに関する情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しています。 

  

(２）地域に関する情報 

①売上高 

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しています。   

  

(３）主要な顧客に関する情報 

（単位：千円）

  

第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

(１）製品及びサービスに関する情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しています。 

  

(２）地域に関する情報 

①売上高 

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しています。   

  

(３）主要な顧客に関する情報 

（単位：千円）

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

958,275千円の減損損失を計上していますが、本投資法人はホテル不動産運用事業の単一セグメントであるた

め、記載を省略しています。 

  

４．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

第13期（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

18,578,273千円の負ののれん発生益を計上していますが、本投資法人はホテル不動産運用事業の単一セグメ

ントであるため、記載を省略しています。  

[セグメント情報等に関する注記]

 顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名 

 株式会社共立メンテナンス   465,851 ホテル賃貸事業 

 株式会社グリーンズ   157,198 ホテル賃貸事業 

 顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名 

株式会社ホテルマネージメントジャパン   4,210,548 ホテル不動産運用事業 

株式会社共立メンテナンス   919,532 ホテル不動産運用事業 
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 本投資法人では、ホテル用の賃貸等不動産を有しています。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増

減額及び時価は、次のとおりです。 

（注１）該当する賃貸等不動産の概要については、前記「第一部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況 （２）投資資産 ②投資

不動産物件 （イ）投資不動産物件の概要」をご覧下さい。 

（注２）貸借対照表計上額は取得価額（取得に伴う付帯費用を含みます。）から減価償却累計額を控除した金額です。なお、機械及び装置、工

具、器具及び備品、建設仮勘定、信託建設仮勘定及び無形固定資産（信託借地権及び施設利用権を除きます。）の金額は含みません。 

（注３）期中増減額のうち、第12期の主な減少額は減価償却費の計上によるものであり、第13期の主な増加額は旧ＪＨＲとの合併による賃貸等

不動産（78,197百万円）の受入れ及びホテル京阪ユニバーサル・シティ（6,181百万円）及びホテルサンルート新橋（4,942百万円）の

取得によるものです。 
（注４）期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。 

  

 また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりです。 

（注）不動産運用収入及び不動産運用費用は、不動産運用収入（その他不動産運用収入含む。）とこれに対応する費用（減価償却費、固定資産

税等、信託報酬、修繕費等）であり、それぞれ「営業収益」及び「不動産運用費用」に計上されています。 

  

[賃貸等不動産に関する注記]

  （単位：千円）

用途   
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

ホテル 

貸借対照表計上額     

  

期首残高  43,214,906  43,050,585

期中増減額  △164,321  85,292,019

期末残高  43,050,585  128,342,605

期末時価  38,896,600  131,227,000

合計 

貸借対照表計上額 

  

期首残高  43,214,906  43,050,585

期中増減額  △164,321  85,292,019

期末残高  43,050,585  128,342,605

期末時価  38,896,600  131,227,000

  （単位：千円）

用途   
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

ホテル 

損益計算書における金額     

  

不動産運用収入  1,431,528  7,283,758

不動産運用費用  503,393  2,668,078

不動産運用損益  928,134  4,615,679

合計 

損益計算書における金額 

  

不動産運用収入  1,431,528  7,283,758

不動産運用費用  503,393  2,668,078

不動産運用損益  928,134  4,615,679
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（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。 

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益金額については、潜在投資口がないため記載していません。 

（注２）本投資法人は、平成24年４月１日を効力発生日として投資口１口につき12口の割合による投資口の分割を行っています。第12期期首に

当該投資口の分割が行われたと仮定して１口当たり純資産、１口当たり当期純利益を算定しています。 
（注３）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

[１口当たり情報に関する注記]

  
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

１口当たり純資産額 円 33,941 円 32,686

１口当たり当期純利益 円 680 円 9,711

  
第12期 

自 平成23年10月１日 
至 平成24年３月31日 

第13期 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

当期純利益（千円）  473,909  19,031,946

普通投資主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通投資口に係る当期純利益（千円）  473,909  19,031,946

期中平均投資口数（口）  696,372  1,959,732

[重要な後発事象に関する注記]
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①有価証券明細表 

 該当事項はありません。 

  

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

  平成24年12月31日現在、本投資法人における特定取引の契約額及び時価の状況は以下のとおりです。  

（単位：千円）

  

③不動産等明細表のうち総括表 

（注１）主に旧ＪＨＲとの合併に伴う資産（９物件、 千円）の受入れ、「ホテル京阪ユニバーサル・シティ」「ホテルサンルート新

橋」の取得（ 千円）及び、物件にかかる資本的支出等（ 千円）によるものです。 

（注２）主に「ホテルリソル札幌南二条」「ミレニアホテル松山」の譲渡（ 千円）、改装工事に伴う除却等（ 千円）、及び減損

損失によるものです。なお、当期減少額欄の括弧内は減損損失の計上額を表示しています。 

（注３）「ダイワロイネットホテル秋田」は平成24年11月15日付で、不動産による保有から信託不動産による保有に変更しています。これに伴

って建物・構築物・土地から信託建物・信託構築物・信託土地への資産の種類の変更を行っていますが、当変更については当期増加額

及び当期減少額には含まれていません。 

     

④その他特定資産の明細表 

 該当事項はありません。 

   

（７）【附属明細表】

ヘッジ会計 
の方法  

デリバティブ取引 
の種類等 

主な 
ヘッジ対象 

契約額等 
時価 

該当時価の 
算定方法   うち１年超 

原則的 
処理方法 

金利スワップ取引 
支払固定・受取変動 

長期借入金 29,217,500 29,217,500  △24,923
取引先金融機関から
提示された価格等に

よっています。 

（単位：千円）

資産の種類 当期首残高 当期増加額
（注１） 

当期減少額
（注２） 当期末残高

減価償却累計額又は償却累
計額 差引 

当期末残高 摘要

 当期償却額 

有形固

定資産 

機械及び装置  ― 101,987 ― 101,987 10,072  10,072 91,914 ―

工具、器具及び

備品 
 2,824 608,108 1,010 609,922 124,762  124,803 485,160 ―

建設仮勘定  2,231 ― 2,231 ― ― ― ― ―

信託建物  20,934,816 33,458,413
（ ）

2,107,112

326,015
52,286,117 3,730,748  1,405,104 48,555,368 （注３）

信託構築物  77,611 483,082
（ ）

26,125

4,281
534,568 35,187  29,713 499,380 （注３）

信託機械及び装

置 
 215,812 39,549 20,367 234,994 29,217  6,655 205,777 ―

信託工具、器具

及び備品 
 130,656 7,652

（ ）

3,707

723
134,600 51,010  8,176 83,589 ―

信託土地  24,223,855 36,253,579
（ ）

1,264,835

627,255
59,212,599 ― ― 59,212,599 （注３）

信託建設仮勘定  12,594 20,160 12,594 20,160 ― ― 20,160 ―

小計  45,600,402 70,972,533
（ ）

3,437,985

958,275
113,134,949 3,981,000  1,584,525 109,153,949 ―

無形固

定資産 

ソフトウェア ― 57,662 ― 57,662 7,710  7,710 49,952 ―

信託借地権  116,094 19,657,944 ― 19,774,039 ― ― 19,774,039 ―

その他  476 12,361 ― 12,837 509  509 12,327 ―

小計  116,570 19,727,969 ― 19,844,540 8,219  8,219 19,836,320 ―

合計  45,716,973 90,700,502
（ ）

3,437,985

958,275
132,979,489 3,989,220  1,592,745 128,990,269 ―

78,845,933

11,123,850 726,539

2,455,139 9,744
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⑤投資法人債明細表 

（注１）平成24年４月１日付で旧ＪＨＲと合併したことにより承継した投資法人債です。 

（注２）資金使途は、借入金の借換え及び関連費用等です。 

（注３）特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。 

（注４）当期末において、貸借対照表上、１年内償還予定の投資法人債として流動負債に計上しています。  

   

銘柄 発行年月日 

当期首 

残高 

（百万円）

当期 

減少額 

（百万円）

当期末 

残高 

（百万円）

利率 

（％）
償還期限  

償還 

方法 
使途 適用 

第１回無担保投資法人債 
平成22年12月28日 

（注１） 
― ― 2,000 2.11 平成25年12月27日 

期限 

一括 
（注２） 

無担保・無保証

（注３）（注４）

合計   ― ―  2,000           

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 198 -



⑥借入金等明細表  

  

区分 借入先 
当期首 
残高 

（百万円） 

当期
増加額 

（百万円）

当期
減少額 

（百万円）

当期末
残高 

（百万円）

平均利率
（％） 

（注１）
返済期限 返済方法 使途 摘要

短期借

入金 

株式会社三井住友銀行  396 ― 3 393

0.93
平成25年 

３月31日 

３ヶ月毎に

10,000千円返済

し、残額を期限

一括返済 

（注８）
有担保

無保証

三井住友信託銀行株式会社  891 ― 6 884

株式会社千葉銀行  792 ― 32 759

株式会社損害保険ジャパン  891 ― 36 854

野村信託銀行株式会社  990 ― 40 949

小計   3,960 ― 118 3,841

短期借入金 合計  3,960 ― 118 3,841

１年内

返済予

定の長

期借入

金 

株式会社三井住友銀行  1,815 ― 14 1,800 2.18
平成25年 

２月28日 

毎月1,625千円

返済し、残額を

期限一括返済 

（注８）
有担保

無保証

小計  1,815 ― 14 1,800

株式会社三井住友銀行 ― 1,881 14 1,866

1.53
平成25年 

９月30日 

３ヶ月毎に

7,250千円返済

し、残額を期限

一括返済 

（注９）
有担保

無保証
三井住友信託銀行株式会社 ― 990 7 982

小計 ― 2,871 21 2,849

株式会社三井住友銀行（注２） ― 4,553 4,553 ―

0.89

（注３）

平成24年 

11月15日 
期限一括返済 （注10）

有担保

無保証
株式会社みずほ銀行(注２） ― 4,100 4,100 ―

農林中央金庫（注２） ― 4,100 4,100 ―

小計 ― 12,753 12,753 ―

１年内返済予定の長期借入金  

合計 
 1,815 15,624 12,789 4,650

長期借

入金  

株式会社三井住友銀行  495 ― 3 491

1.63
平成26年 

３月31日 

３ヶ月毎に

12,250千円返済

し、残額を期限

一括返済 

（注８）
有担保

無保証

三井住友信託銀行株式会社  1,485 ― 11 1,473

株式会社りそな銀行  1,980 ― 15 1,965

株式会社新生銀行  891 ― 6 884

小計  4,851 ― 36 4,814

株式会社三井住友銀行  990 ― 143 846

1.83

（注４）

平成27年 

９月30日 

３ヶ月毎に

7,000千円返済

し、残額を期

限一括返済 

（注８）
有担保

無保証
株式会社新生銀行  297 ― 54 242

株式会社東京スター銀行  1,485 ― 60 1,424

小計  2,772 ― 257 2,514

株式会社三井住友銀行  1,881 ― 1,881 ―

1.53
平成25年 

９月30日 

３ヶ月毎に

7,250千円返済

し、残額を期

限一括返済 

（注９）
有担保

無保証
三井住友信託銀行株式会社  990 ― 990 ―

小計  2,871 ― 2,871 ―
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区分 借入先 
当期首 
残高 

（百万円） 

当期
増加額 

（百万円）

当期
減少額 

（百万円）

当期末
残高 

（百万円）

平均利率
（％） 

（注１）
返済期限 返済方法 使途 摘要

長期借

入金 

株式会社三井住友銀行  1,386 ― 104 1,281

1.73
平成26年 

９月30日 

３ヶ月毎に

13,250千円返

済し、残額を

期限一括返済 

（注８）
有担保

無保証

三井住友信託銀行株式会社  792 ― 142 649

株式会社りそな銀行  1,584 ― 129 1,454

株式会社新生銀行  1,485 ― 47 1,437

小計   5,247 ― 423 4,823

株式会社りそな銀行（注２） ― 2,000 ― 2,000
1.63

平成26年 

２月15日 
期限一括返済 （注10）

有担保

無保証株式会社新生銀行（注２） ― 3,000 ― 3,000

小計 ― 5,000 ― 5,000

株式会社三井住友銀行（注２） ― 2,560 ― 2,560

1.83
平成27年 

２月15日 
期限一括返済 （注10）

有担保

無保証
株式会社みずほ銀行（注２） ― 2,219 ― 2,219

農林中央金庫（注２） ― 2,219 ― 2,219

小計 ― 6,998 ― 6,998

メットライフアリコ生命保険株

式会社（注２） 
― 5,000 ― 5,000 2.54

平成30年 

２月15日 
期限一括返済 （注10）

有担保

無保証

小計 ― 5,000 ― 5,000

株式会社東京スター銀行（注２） ― 3,000 ― 3,000
2.03

（注５）

平成28年 

３月24日 
期限一括返済 （注10）

有担保

無保証

小計 ― 3,000 ― 3,000

株式会社三井住友銀行（注２） ― 2,200 ― 2,200 1.97
平成28年 

３月26日 
期限一括返済 （注10）

有担保

無保証

小計 ― 2,200 ― 2,200

株式会社三井住友銀行（注２） ― 400 75 325

1.67
平成28年 

３月26日 

３ヶ月毎に

125,000千円返

済し、残額を

期限一括返済 

（注10）
有担保

無保証
株式会社みずほ銀行（注２） ― 800 150 650

農林中央金庫（注２） ― 800 150 650

小計 ― 2,000 375 1,625

三井住友信託銀行株式会社 ― 960 ― 960

1.21

（注６）

平成27年 

９月19日 
期限一括返済 （注11）

有担保

無保証
株式会社りそな銀行 ― 960 ― 960

野村信託銀行株式会社 ― 960 ― 960

小計 ― 2,880 ― 2,880

株式会社三井住友銀行 ― 1,200 ― 1,200

1.41

（注７）

平成29年 

９月19日 
期限一括返済 （注11）

有担保

無保証
株式会社新生銀行 ― 960 ― 960

株式会社東京スター銀行 ― 960 ― 960

小計 ― 3,120 ― 3,120

株式会社東京スター銀行 ― 500 ― 500

1.12
平成27年 

11月15日 
期限一括返済 （注８）

有担保

無保証
株式会社広島銀行 ― 1,000 ― 1,000

株式会社三井住友銀行 ― 100 ― 100

小計 ― 1,600 ― 1,600
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（注１）平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点第３位以下を四捨五入して表示しています。 
（注２）平成24年４月１日付で旧ＪＨＲと合併したことにより承継した借入金です。 

（注３）平成19年９月21日付金利スワップ契約締結により、平成19年11月15日から平成24年11月15日まで年率1.9085％で固定化されています。 

（注４）平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年12月28日から平成27年９月30日まで年率1.80375％で固定化されています。 

（注５）平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年11月15日から平成28年３月24日まで年率2.01375％で固定化されています。 
（注６）平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年12月28日から平成27年９月19日まで年率1.20375％で固定化されています。 

（注７）平成24年10月10日付金利スワップ契約締結により、平成24年12月28日から平成29年９月19日まで年率1.47000％で固定化されています。 

（注８）資金使途は、借入金の借換資金です。 

（注９）資金使途は、不動産信託受益権の取得資金です。 
（注10）資金使途は、不動産信託受益権の取得資金、借入金の借換及び関連費用等です。 

（注11）資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用等です。  

（注12）長期借入金のうち1年内返済予定の長期借入金は630百万円です。  

（注13）長期借入金（１年内返済のものを除く。）の貸借対照表日以後５年以内における１年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。 

  

区分 借入先 
当期首 
残高 

（百万円） 

当期
増加額 

（百万円）

当期
減少額 

（百万円）

当期末
残高 

（百万円）

平均利率
（％） 

（注１）
返済期限 返済方法 使途 摘要

長期借

入金  

農林中央金庫 ― 2,100 ― 2,100

1.27
平成28年 

３月26日 
期限一括返済 （注８）

有担保

無保証
株式会社みずほ銀行 ― 2,100 ― 2,100

株式会社三井住友銀行 ― 453 ― 453

小計 ― 4,653 ― 4,653

株式会社新生銀行 ― 2,000 ― 2,000

1.32
平成29年 

11月15日 
期限一括返済 （注８）

有担保

無保証
株式会社東京スター銀行 ― 500 ― 500

株式会社三井住友銀行 ― 4,000 ― 4,000

小計 ― 6,500 ― 6,500

 長期借入金 合計 

（注12）（注13） 
 15,741 42,951 3,694 54,728

借入金 合計  21,516 58,575 16,871 63,220

  
１年超２年以内 

（百万円）  
２年超３年以内 

（百万円） 
３年超４年以内 

（百万円） 
４年超５年以内 

（百万円） 

長期借入金  15,063  14,436  9,978  9,620
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２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

  （平成24年12月31日現在）

Ⅰ 資産総額 139,623,863千円 

Ⅱ 負債総額 70,613,573千円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 69,010,289千円 

Ⅳ 発行済数量 2,111,281口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 32,686円 
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ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（以下「旧ＪＨＲ」といいます。）の経理状況 

  

１．財務諸表について 

本合併による消滅投資法人である旧ＪＨＲの第６期計算期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日）の財

務諸表は、以下のとおりです。 

  

２．監査証明について 

旧ＪＨＲは、第６期計算期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日）の財務諸表について、金融商品取引

法第193条の２第１項に基づき有限責任 あずさ監査法人による監査を受けています。 

  

３．連結財務諸表について 

旧ＪＨＲは、子会社がありませんので連結財務諸表は作成していません。 

   

（参考情報）
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第６期計算期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日）の財務諸表 

（１）貸借対照表 

  

（単位：千円）

      
第６期 

（平成23年８月31日現在） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 ※1  3,629,766

  信託現金及び信託預金 732,325

  営業未収入金 281

  前払費用 235,902

  未収収益 19

  繰延税金資産 19

  流動資産合計 4,598,316

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物 1,509,381

    減価償却累計額 △253,204

    建物（純額） ※1  1,256,176

   構築物 10,359

    減価償却累計額 △3,006

    構築物（純額） ※1  7,352

   機械及び装置 111,693

    減価償却累計額 △35,363

    機械及び装置（純額） ※1  76,329

   工具、器具及び備品 1,785,750

    減価償却累計額 △1,202,378

    工具、器具及び備品（純額） ※1  583,372

   土地 ※1  884,962

   信託建物 ※2  36,317,842

    減価償却累計額 △7,140,017

    信託建物（純額） ※1  29,177,824

   信託構築物 726,999

    減価償却累計額 △257,986

    信託構築物（純額） ※1  469,012

   信託機械及び装置 37,953

    減価償却累計額 △7,379

    信託機械及び装置（純額） ※1  30,573

   信託工具、器具及び備品 3,418

    減価償却累計額 △748

    信託工具、器具及び備品（純額） ※1  2,669

   信託土地 ※1  41,022,583

   有形固定資産合計 73,510,858

  無形固定資産 

   信託借地権 ※1  12,307,901

   ソフトウエア 48,098

   その他 12,226

   無形固定資産合計 12,368,225

  投資その他の資産 

   差入保証金 ※3  424,863

   長期前払費用 284,722

   投資その他の資産合計 709,586

  固定資産合計 86,588,670
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（単位：千円）

     
第６期 

（平成23年８月31日現在） 

 繰延資産 

  投資口交付費 2,461

  投資法人債発行費 14,684

  繰延資産合計 17,146

 資産合計 91,204,132

負債の部 

 流動負債 

  営業未払金 269,018

  １年内返済予定の長期借入金 ※1  4,700,000

  未払金 32,902

  未払費用 315,293

  未払配当金 2,802

  未払法人税等 914

  未払消費税等 43,503

  前受金 355,842

  その他 646

  流動負債合計 5,720,923

 固定負債 

  投資法人債 2,000,000

  長期借入金 ※1  32,751,200

  預り敷金及び保証金 2,125,520

  信託預り敷金及び保証金 169,570

  固定負債合計 37,046,290

 負債合計 42,767,213

純資産の部 

 投資主資本 

  出資総額 47,514,733

  剰余金 

   当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 922,185

  投資主資本合計 48,436,918

 純資産合計 ※4  48,436,918

負債純資産合計 91,204,132
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（２）損益計算書 

  

（単位：千円）

   
第６期 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

営業収益 

 不動産賃貸収入 5,113,657

 その他賃貸事業収入 2,100

 営業収益合計 ※1  5,115,758

営業費用 

 不動産賃貸費用 ※1  2,738,686

 役員報酬 14,820

 資産運用報酬 326,203

 資産保管手数料 2,665

 一般事務委託手数料 15,105

 投資口事務代行報酬 6,700

 その他営業費用 136,681

 営業費用合計 3,240,862

営業利益 1,874,895

営業外収益 

 受取利息 1,123

 雑収入 800

 営業外収益合計 1,923

営業外費用 

 支払利息 685,818

 投資法人債利息 28,479

 投資法人債発行費償却 4,242

 投資口交付費償却 5,907

 融資関連費用 228,256

 営業外費用合計 952,704

経常利益 924,114

税引前当期純利益 924,114

法人税、住民税及び事業税 1,944

法人税等調整額 15

法人税等合計 1,959

当期純利益 922,154

前期繰越利益 30

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 922,185
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（３）投資主資本等変動計算書 

  

（単位：千円）

      
第６期 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

投資主資本 

 出資総額 

  当期首残高 47,514,733

  当期変動額 

   当期変動額合計 －

  当期末残高 ※1  47,514,733

 剰余金 

  当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 

   当期首残高 1,336,318

   当期変動額 

    剰余金の配当 △1,336,288

    当期純利益 922,154

    当期変動額合計 △414,133

   当期末残高 922,185

 投資主資本合計 

  当期首残高 48,851,051

  当期変動額 

   剰余金の配当 △1,336,288

   当期純利益 922,154

   当期変動額合計 △414,133

  当期末残高 48,436,918

純資産合計 

 当期首残高 48,851,051

 当期変動額 

  剰余金の配当 △1,336,288

  当期純利益 922,154

  当期変動額合計 △414,133

 当期末残高 48,436,918
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（４）金銭の分配に係る計算書 

  

区分 
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

Ⅰ 当期未処分利益 円 922,185,425

Ⅱ 分配金の額 円 922,081,118

（投資口１口当たり分配金の額） （ 円） 8,722

Ⅲ 次期繰越利益 円 104,307

  
分配金の額の算出方法 

  
 本投資法人の規約第23条第１項に定
める「当期未処分利益を限度として、
租税特別措置法第67条の15及び租税特
別措置法施行令第39条の32の３に規定
される本投資法人の配当可能利益の額
の90％に相当する金額を超えて分配す
る」旨の方針に従い、当期未処分利益
の概ね全額である922,081,118円を利
益分配金として分配することといたし
ました。なお、規約第23条第２項に定
める利益を超えた金銭の分配は行いま
せん。 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 

  

（単位：千円）

   
第６期 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前当期純利益 924,114

 減価償却費 1,826,995

 固定資産除却損 25,813

 受取利息 △1,123

 支払利息 714,297

 投資法人債発行費償却 4,242

 投資口交付費償却 5,907

 営業未収入金の増減額（△は増加） 310,660

 前払費用の増減額（△は増加） 32,219

 未払金の増減額（△は減少） 32,902

 営業未払金の増減額（△は減少） 233,497

 未払費用の増減額（△は減少） 15,014

 前受金の増減額（△は減少） 25,820

 長期前払費用の増減額（△は増加） △213,072

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 12

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,723

 小計 3,906,580

 利息及び配当金の受取額 1,123

 利息の支払額 △710,469

 法人税等の支払額 △2,754

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,194,480

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △4,665,023

 無形固定資産の取得による支出 △44,114

 差入保証金の差入による支出 △2,500

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,711,638

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 長期借入れによる収入 19,998,000

 長期借入金の返済による支出 △19,500,000

 投資法人債の発行による収入 2,000,000

 投資法人債発行費の支出 △18,926

 分配金の支払額 △1,336,217

 差入保証金の回収による収入 127,706

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,270,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,596

現金及び現金同等物の期首残高 4,439,118

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,192,522
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（６）注記表 

（継続企業の前提に関する注記） 

 該当事項はありません。 

  

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

  

１．固定資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産（信託財産を含みます。） 

 定額法を採用しております。 

 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

建物         ３～56年 

構築物        ２～41年 

機械及び装置     ３～17年 

工具、器具及び備品  ２～20年 

② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

③ 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

 なお、一部の融資手数料については融資残高及び融資期間に対応させて償却し

ております。 

２．繰延資産の処理方法 ① 投資口交付費 

 ３年間で定額償却しております。 

② 投資法人債発行費 

 償還期間にわたり利息法により償却しております。 

３．収益及び費用の計上

基準 

固定資産税等の費用処理基準 

 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等は賦課決定さ

れた税額のうち当期に対応する額を不動産賃貸費用として処理しております。 

 なお、不動産等の取得に伴い精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産

税、都市計画税及び償却資産税相当額は該当不動産等の取得価額に算入しておりま

す。 

４．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用して

おります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 借入金（金利スワップ取引） 

③ ヘッジ方針 

 本投資法人は、財務方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする

目的でデリバティブ取引を行っております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略

しております。 

５．キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及

び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限が到来する短期投資からなっております。 
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（会計方針の変更に関する注記） 

資産除去債務に関する会計基準 

 第６期より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資産除去債

務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（貸借対照表に関する注記） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

  

※２．国庫補助金により取得した有形固定資産の圧縮記帳額 

  

※３．第６期の差入保証金のうち272,695千円は、金利変動リスクに対するヘッジ取引（金利スワップ取引）の

担保に供しております。 

  

６．その他財務諸表作成

のための基本となる

事項 

（１）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内のす

べての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘定に

ついて、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しております。 

 なお、当該科目に計上した信託財産のうち重要性のある下記科目について、

貸借対照表において区分掲記することとしております。 

ａ．信託現金及び信託預金 

ｂ．信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、

信託土地 

ｃ．信託借地権 

ｄ．信託預り敷金及び保証金 

  （２）消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜き処理によっております。 

  
第６期 

（平成23年８月31日） 

現金及び預金 千円 3,624,686

建物 千円 1,256,176

構築物 千円 7,352

機械及び装置 千円 76,329

工具、器具及び備品 千円 583,372

土地 千円 884,962

信託建物 千円 29,177,824

信託構築物 千円 469,012

信託機械及び装置 千円 30,573

信託工具、器具及び備品 千円 2,669

信託土地 千円 41,022,583

信託借地権 千円 12,307,901

計 千円 89,443,446

  
第６期 

（平成23年８月31日） 

１年内返済予定の長期借入金 千円 4,700,000

長期借入金 千円 32,751,200

  
第６期 

（平成23年８月31日） 

信託建物 千円 29,203
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※４．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 

  

（損益計算書に関する注記） 

※１．不動産賃貸損益の内訳 

  

（投資主資本等変動計算書に関する注記） 

  

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 （注） テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されている信託預金であります。 

  

  
第６期 

（平成23年８月31日） 

  千円 50,000

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

（イ）不動産賃貸収益 

不動産賃貸収入 

賃料収入 千円5,109,802

駐車場収入 千円2,880

受入地代 千円975 千円5,113,657

その他賃貸事業収入 

水道使用料 千円1,386

その他雑収入 千円714 千円2,100

不動産賃貸収益合計 千円5,115,758

（ロ）不動産賃貸費用 

損害保険料 千円21,161

支払地代 千円261,876

その他賃借料 千円96,558

建物管理（委託）費 千円17,158

信託報酬 千円17,949

固定資産税・都市計画税 千円454,183

減価償却費 千円1,826,995

固定資産除却損 千円25,813

その他 千円16,986

不動産賃貸費用合計 千円2,738,686

（ハ）不動産賃貸損益（（イ）―（ロ）） 

不動産賃貸損益 千円2,377,072

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

※１発行可能投資口総口数及び 

  発行済投資口数 
  

発行可能投資口総口数 2,000,000口 

発行済投資口数 105,719口 

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

現金及び預金 千円 3,629,766

信託現金及び信託預金 千円 732,325

使途制限付信託預金（注） 千円 △169,570

現金及び現金同等物 千円 4,192,522
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（リース取引に関する注記） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

第６期（平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

２．オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料期末残高相当額 

 上記の未経過リース料には賃借人の業績に連動して発生するリース料は含まれておりません。 

  

（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人は、資産運用会社が定める財務方針に則って、安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を

目的として、借入又は投資法人債の発行により必要な資金を調達します。 

 余資の運用については、有価証券または金銭債権に投資することがありますが、この場合、安全性と換金

性を重視して行うものとします。 

 デリバティブ取引については、借入金の金利変動等のリスクをヘッジすることを目的として、日本国内で

行われるもののみを行うものとします。本投資法人の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

です。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジの手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性評価の方法に

ついては、第６期に係る旧ＪＨＲの有価証券報告書の「重要な会計方針に係る事項に関する注記／４．ヘッ

ジ会計の方法」をご参照下さい。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていま

すが、信用格付けの高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。 

 借入金及び投資法人債によって調達した資金の使途は、運転資金、資産の取得、修繕等または分配金の支

払、本投資法人の費用の支払若しくは債務の返済（敷金等並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含

む。）等です。 

 借入金及び投資法人債は返済・償還時の流動性リスクに晒されておりますが、資金調達手段の多様化、返

済期限や借入先の分散化とともに、資産運用会社の財務担当部門による資金繰り表の作成・管理、金銭消費

貸借契約において設けられている財務制限条項に抵触しないようモニタリングすること及び、手許流動性の

確保により、流動性リスクを管理しております。 

 また、借入金のうち変動金利の借入金については、金利変動のリスクに晒されていますが、このうち一部

についてはデリバティブ取引を利用してリスクを軽減しています。 

 預り敷金は、賃借人からの預り金であり、賃借人退去による流動性リスクに晒されていますが、借入金と

同様、資金繰り表を作成・管理するほか、手許流動性の確保等の手段により流動性リスクを管理しておりま

す。 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が

含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

  

  
第６期 

（平成23年８月31日） 

１年内 千円 4,067,365

１年超 千円 30,331,293

合計 千円 34,398,658
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものについては、次表には含めていません。（注２） 

第６期（平成23年８月31日）                             （単位：千円）

 （注１） 金融商品の時価の算定方法 

（１）現金及び預金、（２）信託現金及び信託預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っています。 

（３）１年内返済予定の長期借入金、（５）長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入れを行った場合に想定される利

率で割引いた現在価値により算定しています。変動金利による長期借入金のうち、金利スワッ

プにより金利を固定化し、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金について

は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に

適用されると想定される利率で割引いて算定する方法によっています。 

（４）投資法人債 

これらの時価については、市場価格に基づき算定する方法によっています。 

（６）デリバティブ取引 

後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。 

 （注２） 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金（貸借対照表計上額2,125,520千

円）及び信託預り敷金及び保証金（貸借対照表計上額169,570千円）については、市場価格はなく、

かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的

に将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め、時価開示の対象とはしていません。 

  

３．金銭債権の決算日後の償還予定額 

第６期（平成23年８月31日）                             （単位：千円）

  

  貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金  3,629,766  3,629,766  －

（２）信託現金及び信託預金  732,325  732,325  －

資産計  4,362,092  4,362,092  －

（３）１年内返済予定の長期借入金  4,700,000  4,722,458  22,458

（４）投資法人債  2,000,000  2,002,800  2,800

（５）長期借入金  32,751,200  32,893,893  142,693

負債計  39,451,200  39,619,152  167,952

（６）デリバティブ取引  －  －  －

デリバティブ取引計  －  －  －

  １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

現金及び預金  3,629,766  －  －  －  －  －

信託現金及び信託預金  732,325  －  －  －  －  －

合計  4,362,092  －  －  －  －  －
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４．長期借入金及び投資法人債の決算日後の返済予定額 

第６期（平成23年８月31日）                             （単位：千円）

  

（有価証券関係に関する注記） 

第６期（平成23年８月31日） 

 該当するものはありません。 

  

（デリバティブ取引に関する注記） 

１．ヘッジ会計が適用されていないもの 

第６期（平成23年８月31日） 

 該当するものはありません。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているもの 

第６期（平成23年８月31日） 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額ま

たは契約において定められた元本相当額等は、以下のとおりです。 

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、前記「金融商品に関する注記 ２．金融商品の時価等に関する事項」における（５）長期借入金の

時価に含めて記載しています。 

  

（退職給付会計に関する注記） 

第６期（平成23年８月31日） 

 退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 

  

  １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

１年内返済予定の 

長期借入金 
 4,700,000  －  －  －  －  －

投資法人債  －  －  2,000,000  －  －  －

長期借入金  －  12,753,200  5,000,000  6,998,000  3,000,000  5,000,000

合計  4,700,000  12,753,200  7,000,000  6,998,000  3,000,000  5,000,000

  （単位：千円）

ヘッジ会計の
方法 

デリバティブ取引の
種類等 

主なヘッジ対象 
契約額等 

時価 
該当時価の
算定方法 

  うち１年超 

金利スワップ

の特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金  12,753,200  12,753,200 ※ － 
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（税効果会計に関する注記） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  

  

（持分法損益等に関する注記） 

第６期（平成23年８月31日） 

 本投資法人には関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社及び法人主要投資主等 

第６期（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

２．役員及び個人主要投資主等 

第６期（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

３．子会社及び関連会社等 

第６期（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

４．兄弟会社等 

第６期（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

（繰延税金資産）   

（１）流動資産   

未払事業税損金不算入額 千円 19

繰延税金資産合計 千円 19

（繰延税金資産の純額） 千円 19

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

法定実効税率 ％ 39.32

（調整）   

支払分配金の損金算入額 ％ △39.23

その他 ％ 0.13

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％ 0.22
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（資産除去債務に関する注記） 

第６期（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等の注記） 

１．セグメント情報 

 本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

２．関連情報 

（１）製品及びサービスに関する情報 

 単一の製品・サービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％超であるため、記載

を省略しております。 

  

（２）地域に関する情報 

① 営業収益 

 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％超であるため、記載を省略しております。

② 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％超であるため、記載

を省略しております。 

  

（３）主要な顧客に関する情報 

第６期（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日）  （単位：千円） 

  

（賃貸等不動産に関する注記） 

 本投資法人では、賃貸用のホテル用不動産等を有しています。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期

増減額及び時価は、以下のとおりです。 

 （注１） 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。なお、鑑定評価対象外の機

械及び装置、工具、器具及び備品等の金額は含みません。 

 （注２） 当期増減額のうち、第６期中の主な増加額は、箱根強羅温泉 季の湯 雪月花（4,225,138千円）の

取得及び資本的支出（259,770千円）によるものであり、主な減少額は、減価償却費（1,510,467千

円）によるものです。なお、鑑定評価対象外の機械及び装置、工具、器具及び備品等の金額は含みま

せん。 

 （注３） 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。 

  

 なお、賃貸等不動産に関する第６期における損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。 

  

顧客の名称又は氏名 営業収益 

株式会社ホテルマネージメントジャパン  4,433,074

  （単位：千円）

用途   
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

ホテル 

貸借対照表計上額   

  期首残高  82,218,888

  期中増減額  2,952,395

  期末残高  85,171,283

期末時価  85,400,000

2013/03/22 11:12:5812887423_有価証券報告書（ＲＥＩＴ）_20130322111212

- 217 -



（１口当たり情報に関する注記） 

 （注１） １口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しております。 

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりませ

ん。 

 （注２） １口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象に関する注記） 

 該当事項はありません。  

  

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

１口当たり純資産額 円 458,166

１口当たり当期純利益金額 円 8,722

  
第６期 

自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日 

当期純利益（千円）  922,154

普通投資主に帰属しない金額（千円）  －

普通投資口に係る当期純利益（千円）  922,154

期中平均投資口数（口）  105,719
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（７）附属明細表 

① 有価証券明細表 

（イ）株式 

 該当事項はありません。 

  

（ロ）株式以外の有価証券 

 該当事項はありません。 

  

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 （注） 当該取引は、金融商品に関する会計基準における金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしておりますの

で、時価は記載しておりません。 

  

③ 不動産明細表のうち統括表 

 （注１） 当期増加額は主として箱根強羅温泉季の湯雪月花の取得と、以下の物件に係る資本的支出によるものであり

ます。 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル 

オリエンタルホテル東京ベイ 

なんばオリエンタルホテル 

ホテル日航アリビラ 

オリエンタルホテル広島 

 （注２） 当期減少額は、主として、客室改装に伴う除却によるものであります。 

  

④ その他特定資産の明細表 

 該当事項はありません。  

区分 種類 
契約額等（千円） 

時価 
（千円） 

  うち１年超 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 
 12,753,200  12,753,200 （注） 

資産の種類 当期首残高 
（千円） 

当期増加額
（注１） 
（千円） 

当期減少額
（注２） 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

減価償却累
計額又は償
却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末
残高 
（千円） 

摘要

  

有形固定資産 

建物  1,506,831 2,550 ― 1,509,381 253,204  55,763  1,256,176 ―

構築物  10,359 ― ― 10,359 3,006  661  7,352 ―

機械及び装置  83,750 27,943 ― 111,693 35,363  10,940  76,329 ―

工具、器具及

び備品 
 1,653,863 140,716 8,829 1,785,750 1,202,378  284,735  583,372 ―

土地  884,962 ― ― 884,962 ― ―  884,962 ―

信託建物  33,561,849 2,784,861 28,868 36,317,842 7,140,017  1,404,477  29,177,824 ―

信託構築物  624,549 102,648 199 726,999 257,986  46,129  469,012 ―

信託機械及び

装置 
 27,122 10,831 ― 37,953 7,379  2,412  30,573 ―

信託工具、器

具及び備品 
― 3,418 ― 3,418 748  748  2,669 ―

信託土地  39,454,484 1,568,099 ― 41,022,583 ― ―  41,022,583 ―

合計  77,807,773 4,641,069 37,897 82,410,945 8,900,086  1,805,869  73,510,858 ―

無形固定資産 

ソフトウェア  93,434 31,614 9,800 115,249 67,151  20,852  48,098 ―

信託借地権  12,307,901 ― ― 12,307,901 ― ―  12,307,901 ―

その他 ― 12,500 ― 12,500 273  273  12,226 ―

合計  12,401,335 44,114 9,800 12,435,650 67,425  21,126  12,368,225 ―

総計  90,209,109 4,685,184 47,697 94,846,595 8,967,511  1,826,995  85,879,084 ―
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⑤ 投資法人債明細表 

 （注１） 資金使途は、借入金の借換え及び関連費用等に充当しております。 

 （注２） 投資法人債の貸借対照表日以後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。 

  

銘柄 発行年月日 
当期首 
残高 

（千円） 

当期末 
残高 

（千円） 

利率 
（％）

償還期限 
償還 
方法 

使途 摘要 

第１回無担保投資法人債 

（特定投資法人債間限定

同順位特約付） 

平成22年12月28日 ―  2,000,000  2.11 平成25年12月27日 
期限 

一括 
(注１)

無担保

無保証

合計   ―  2,000,000         

  
１年以内 
（千円） 

１年超２年以内
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内
（千円） 

投資法人債 ― ―  2,000,000 ― ― 
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⑥ 借入金等明細表 

区分 
(注１) 借入先 借入日 

当期首
残高 

(百万円)

当期
増加額

(百万円)

当期
減少額 
(百万円)

当期末
残高 

(百万円)

平均
利率 

（％）
（注２）

返済期限 返済 
方法 使途 摘要

１
年
内
返
済
予
定
長
期
借
入
金 

株式会社三井住友銀行 

平成21年２月13日 

7,000 ― 7,000 ―

（注４）

1.70 平成23年２月15日 
  

期限 
一括 

（注３）

有担保 
無保証 

（注７）

株式会社みずほ銀行 6,000 ― 6,000 ―

農林中央金庫 6,000 ― 6,000 ―

小計 19,000 ― 19,000 ―         

株式会社三井住友銀行 

平成21年３月24日 

100 100 100 100

1.57

平成22年９月24日 
及び 

平成23年３月24日 

及び 

平成23年９月24日 
及び 

平成24年３月24日 

  

（注６） （注３）

有担保 

無保証 
（注７）

株式会社みずほ銀行 200 200 200 200

農林中央金庫 200 200 200 200

小計 500 500 500 500         

株式会社三井住友銀行 

平成21年３月24日 

― 2,600 ― 2,600

1.87 平成24年３月24日 
期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 

（注７）

株式会社みずほ銀行 ― 800 ― 800

農林中央金庫 ― 800 ― 800

小計 ― 4,200 ― 4,200         

１年内返済予定長期借入金合計 19,500 4,700 19,500 4,700         

長
期
借
入
金 

株式会社三井住友銀行 

平成19年８月24日 

4,553 ― ― 4,553

（注５）

0.91
平成24年11月15日 

期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 

（注７）

株式会社みずほ銀行 4,100 ― ― 4,100

農林中央金庫 4,100 ― ― 4,100

小計 12,753 ― ― 12,753         

株式会社三井住友銀行 

平成21年３月24日 

2,600 ― 2,600 ―

1.87 平成24年３月24日 
期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 
（注７）

株式会社みずほ銀行 800 ― 800 ―

農林中央金庫 800 ― 800 ―

小計 4,200 ― 4,200 ―         

株式会社三井住友銀行 

平成21年３月24日 

100 ― 100 ―

1.57
平成24年３月24日 

（注６） 
（注６） （注３）

有担保 
無保証 

（注７）

株式会社みずほ銀行 200 ― 200 ―

農林中央金庫 200 ― 200 ―

小計 500 ― 500 ―         

株式会社りそな銀行 
平成23年２月15日 

― 2,000 ― 2,000
1.64 平成26年２月15日 

期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 

（注７）株式会社新生銀行 ― 3,000 ― 3,000

小計 ― 5,000 ― 5,000         

株式会社三井住友銀行 

平成23年２月15日 

― 2,560 ― 2,560

1.84 平成27年２月15日 
期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 

（注７）

株式会社みずほ銀行 ― 2,219 ― 2,219

農林中央金庫 ― 2,219 ― 2,219

小計 ― 6,998 ― 6,998         

アメリカン・ライフ・

インシュアランス・カ

ンパニー 

平成23年２月15日 ― 5,000 ― 5,000 2.55 平成30年２月15日 
期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 

（注７）

小計 ― 5,000 ― 5,000         
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 （注１） 平成23年８月31日現在において、短期借入金はありません。 

 （注２） 平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。 

 （注３） 資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換え及び関連費用等に充当しております。

 （注４） 平成18年６月23日付で購入したスプレッド型金利キャップは、上記タームローン19,000百万円をヘッジ対象

として適用されております。 

 （注５） 平成19年９月21日付で締結した金利スワップ契約は上記タームローン12,753百万円をヘッジ対象として平成

19年11月15日から平成24年11月15日まで適用されます。同金利スワップ契約により、利率は1.9085％になり

ます。 

 （注６） ３月及び９月に属する各利払期日において、元本についてそれぞれ250百万円を一部返済します。最終元本

弁済期日は平成24年３月24日です。 

 （注７） 当該借入において担保に供している資産は以下のとおりです。 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル、オリエンタルホテル東京ベイ、なんばオリエンタルホテル、ホテ

ル日航アリビラ、奈良ワシントンホテルプラザ、博多中洲ワシントンホテルプラザ、ダイワロイネットホテ

ル秋田、オリエンタルホテル広島及び箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 

 （注８） 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日以後５年以内における１年ごとの返済予

定額の総額は以下のとおりです。 

   

区分 
(注１) 借入先 借入日 

当期首
残高 

(百万円)

当期
増加額

(百万円)

当期
減少額 
(百万円)

当期末
残高 

(百万円)

平均
利率 

（％）
（注２）

返済期限 返済 
方法 使途 摘要

長
期
借
入
金 

株式会社東京スター銀

行 
平成23年３月24日 ― 3,000 ― 3,000 2.01 平成28年３月24日 

期限 

一括 
（注３）

有担保 

無保証 

（注７）

小計 ― 3,000 ― 3,000         

長期借入金合計 17,453 19,998 4,700 32,751         

借入金合計 36,953 24,698 24,200 37,451         

  
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金  12,753  5,000  6,998  3,000
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲

げられているジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の平成22年９月１日から平成23年８月31日までの第６期計算

期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシ

ュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパ

ン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の平成23年８月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損

益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 

  

独立監査人の監査報告書 

  

      平成23年11月14日

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人     

役員会 御中       

        

  有限責任 あずさ監査法人 

   

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 熊木 幸雄  ㊞ 

        

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士 山崎 慎司  ㊞ 
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（注１）投資口１口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。 

（注２）本投資法人を吸収合併存続法人とし、旧ＪＨＲを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。本合併に伴

い、旧ＪＨＲの投資口１口に対し、本投資法人の投資口分割後の投資口11口を割当交付しました。 

（注３）本邦外における販売及び買戻しの実績はありません。 

第６【販売及び買戻しの実績】

計算期間 販売日 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第８期 該当事項はありません 42,200口 

第９期 該当事項はありません 42,200口 

第10期 該当事項はありません 42,200口 

第11期 平成23年４月６日 15,831口 ０口 58,031口 

第12期 該当事項はありません 58,031口 

第13期 

平成24年４月１日 （注１）638,341口 ０口 696,372口 

平成24年４月１日 （注２）1,162,909口 ０口 1,859,281口 

平成24年９月12日 240,000口 ０口 2,099,281口 

平成24年10月11日 12,000口 ０口 2,111,281口 
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 当計算期間の開始日から、本有価証券報告書の提出日までの間に、以下の書類を提出しました。 

  
有価証券報告書 

第12期（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31日）有価証券報告書を平成24年６月25日に関東財務局長に提

出しました。 

  

有価証券報告書の訂正報告書 

第11期（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）有価証券報告書の訂正報告書を平成24年５月28日に関東

財務局長に提出しました。 

  

臨時報告書 

臨時報告書を平成24年４月９日に関東財務局長に提出しました。 

  

有価証券届出書（公募分） 

有価証券届出書を平成24年８月28日に関東財務局長に提出しました。 

  

有価証券届出書の訂正届出書（公募分） 

有価証券届出書の訂正届出書を平成24年９月５日に関東財務局長に提出しました。 

  

有価証券届出書（第三者割当分） 

有価証券届出書を平成24年８月28日に関東財務局長に提出しました。 

  

有価証券届出書の訂正届出書（第三者割当分） 

有価証券届出書の訂正届出書を平成24年９月５日に関東財務局長に提出しました。 

  

第７【参考情報】
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独立監査人の監査報告書 
  

平成25年３月15日
  
ジャパン・ホテル・リート投資法人 

役員会 御中 
  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げ

られているジャパン・ホテル・リート投資法人の平成24年４月１日から平成24年12月31日までの第13期計算期間の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算

書、注記表及び附属明細表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者

が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパ

ン・ホテル・リート投資法人の平成24年12月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

利害関係 

投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

有限責任 あずさ監査法人 

指 定有限責任社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 野 島 浩一郎 ㊞ 

指 定有限責任社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞ 

   

  

  

（注）  
１. 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途保

管しております。 

２. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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